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序 章 課題と方法

複式簿記の原理に基づきながら，現実におけるわが国の農家経済事情に適合すぺ〈農家

経済簿記様式を創案されたのは，大槻正男博士の偉大な功績であった。との簿記様式は.

わが国の農家簿記が完壁に近い理論的骨格をもって本格的なものとして登場した最初のも

のであり，その後若干の改変を加えられて今日自計式農家経済簿(京都大学農学部農業簿

記研究施設編)として広く普及をみているが，今日でもなおわが国農家簿記の本流をなし

ていることには変りないo農林省農家経済調査様式をはじめ，今日わが国にみられる多種

類の農家簿記様式のほとんどが，この自計式農家経済簿を原型として考案されたものであ

ると云つでも，決して云い過ぎではなかろう。

この自計式農家経済簿が，複式簿記の原理にたちながらも，その形式にとらわれずに独

特の簿記様式をとるに至ったのはつぎの理由による。すなわち，わが国の農業経営が独立

の企業としてではなく農家経済経営として営まれ，その農家経済には農外所得面や消費面

が未分離のま』に混在しているという実情に基づき，しかも農家の記帳能力に応じた現実

への適用という実用的見地が重揖されたからにほかならない。との帳簿組織と複式簿記原

理との関係ならびにこの帳簿の記録計算上の手続きについては，大規博士ならびに京都大

学農業簿記研究施設による一連の著作ないしは解説書を通してこれまでかなり克明な説明

がなされてきている o そしてその帳簿組織と記録計算上の特色は，既に農業計算学ならび

に経営学の研究者の閣でかなり常識化しているとさえ云ってよいであろう Q

しかしながらそのことは，自計式農家経済簿がその白的に対する理想的な様式として

完成し，その記録計算ならびにそれに基づく経営分析に関する研究がゆき尽したζとを意

味するものでは決してない。その様式においても，言識計算上の手続きにおいても，なお

理論的に追究さるべき余地が残されているし eことにその実用化の過程においては，数多

くの吟味さるべき重要な課題が残されていると思われる o またこの呂計式農家経済簿は農

家経済全体の把握を第一の缶務とするために，記録結果に基づく農業経営計算や部門計算

の問題に闘しては十分な考察がなされてきておらず，計算上の準則やその理論的根拠につ

いても，計算結果の意義や役割についても，その究明は甚だ不十分なものでしかなかった。

本論文は，自計式を中心とするわが国の農家経済簿について，その様式を生むに至った



理論的根拠と実用化の過程を詳細に検討し，すこぶる重要でありながら従来ほとんど問題

にされなかった点，問題にされながらも明らかにされなかった点にと〈に注目し，それら

に闘して独自な理論的，具体的究明と提案を試みようとしたものである。

すなわち自計式農家経済簿は，複式簿記の原理にたちながらもその様簿組織においてそ

れとはかなり違った形をとり，したがってまた記録計算上においても一世企業簿記にはみ

られぬ独特な準則が設けられている。しかしそれら準則の中には.十分な理論的根拠をも

つものもあれば.理論的結論とは異なるが実践上やむなく設けられたものも，また理論的

には明確な判断が下せず便宜的に設けられたものもあり，それらを理論的に追究してそれ

ぞれの根拠を明篠tこするととは，きわめて重要な課題だと思われる。本論文の第 1部は，

以上のような問題意識をもって自計式農家経済簿の特色をとらえ，その特色から生じた記

録計算上の主要な準則の中で，その根拠の不明確な問題について理論的に追究し eそれら

に対して独自の昆解を示そうとしたものである。

また前述したように.自計式農家経済簿では，その記帳結果に基づく農業経営計算や部

門計算に関してど〈簡単な計算手続きが示されるにと Yまり，農家経済簿に基づく農業経

営や生産部門の認識方法ならびに計算上の準則，計算計果の意義や役割については十分な

考察が加えられてきていない。ことに農業経営や生産部門を農家経済の部分として考察す

る場合と，農家経済からひき出して独立の組織体として考察する場合とでは，同じ記帳結

果に基づきながらそれぞれの計算内容は異なるし，計算結果のもつ意味や役割も異なるも

のである。そしてそれらの相違点を明らかにすることは理論的にも実用的にも重要な課題

であると考えられる。以上のような問題意識をもって農家経済簿における農業経営計算の

問題を追究し，ととに小農経済的経営の認識と計測に関して独自の見解を示そうとしたの

が，本論文の第2部である。そして農家経済簿における部門計算の問題をとりあげ，とく

に部門資本の計測に関して新らしい提案を試みようとしたのが本論文の第5部である。

もとより本論文は，農家経済簿における記録計算上の準則や経営計算に関するすべての

問題を網緩しようとしたものではないし，教科書のように体系的にとりまとめようとした

ものでもな< ，従来見落されていた重要な問題ないしは問題とされながら十分に解明きれ

なかった点にできるだけ焦点をしぼり，恩師や先輩の見解は十分念頭におきながらもでき

るだけそれらとの重複を避け，私独自の考察を表明し得るような形で本論文を編成するよ

うに心がけた。したがって本論文では援に解明されている問題についての考察をできるだ

け割愛したし，その結果論文の内容は多少パランスを欠き，章節閣に脈絡を欠〈場合のあ

由 2・櫛



ることを予めお断りしなければならない。

しかし本論文の全体を過して一貫せる私の問題意識は，農業という有機的生産を永続的

に営み，消費経済面をも内包せる現実の複雑な農家経済を対象として.しかも簿記による

期間計算という制約のもとで，費用と収益との対応関係を理論的かっ具体的に如何に正確

にとらえるかということであった。企業会計が発生主義を基盤としながら一部実現主義を

重視するのに対し，一貫して発生主義を重視する立場をとったのもこのためである。した

がってまた会計原則上の約束よりも経済環論的な考察に重点をおき，しかもその理論的根

拠に基づきながら現実への実用化の手段を考察するというのが，本論文を通しての私の研

究態度である。

なお耗命文の第 1部第 2章第 1節~第5節は，京都大学農業簿記研究施設「農業計算学

研究」第 1号 (1967年)所載の拙稿を若子修正したものである。また第 2部第2章第 2

節，第 5節は，大槻正男博士還暦記念出版 f農業経営経済学の研究j (昭和 33年)所載

の拙稿を骨子として大幅の修正を加えたものである。
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第 1部 自計式農家経済簿の特色と記録計算上

の準則

第 1章 自計式農家経済簿の特色

農家経済簿が農家経済を記録計算の対象とする簿記であることは，その名の示すとおり

である。ここで農家経済と呼ばれるものは，社会経済を構成する個別経済単位のことで，

家接の消費をまかなうための所得源を多かれ少なかれ自家の農業経営に求める自然人経済

のととである。一般には農家と呼ばれるものを，経済単位としてとらえるが放にこのよう

な呼称を用いたと考えてもよい。したがって農家経済には，家族の消費生活をはじめ，そ

の消費を可能ならしめる諸々の経済活動が含まれており，ことにわが国においては，それ

らの活動が互いにからみ合って明確に分離し難い状態におかれているのが一般である。

つぎに簿記についてであるが，簿記は本来，任意の個別経済が所有する財産の増減変化

を記録計算することを任務とし，それぞれの目的に応じて現実の経済状態を明らかにする

ための実用的な記録計算の手段であるということができる。そしてまた簿記は，個別的あ

るいは社会的に，つぎのこつの面において重要な使命をもっO

一つは対内部的使命とも云うべきものであって，その個別経済に対し，おのが経済実態

を十分に観察判断させるための資料を提供しようとするものであり，これを個別的要請に

対する使命と呼んでもよいであろう。他の一つは対外部的使命とも呼べるものであって，

外部経済に対しその経済実態をできるだけ客観的に表現し，外部からの観察判断のための

資料を接供しようとするものであり，これを社会的要請に対する使命と呼ぶこともできょ

う。そしてその何れに重煮がおかるべきかは，その個別経済の性格や記帳目的によって異

なるが，簿記が多かれ少なかれその両面において使命を担い，その役割を果すべく現実に

却した簿記組織が工夫され.採用されてきたととは事実である。

農家経済簿もそ白例外ではなく，以上のような使命を担い，その役割を果すべく農家経

済の現実に却して工夫された帳簿組織をもっている。ただそれがわが国においてしばしば

一散の簿記組織と違った様式をとるのは，記録計算の対象とする農家経済が他の個別経済

とはかなり追った複雑な内容をもち，加えてその記帳担当者が世帯主ないしはその家族の

ー員であるという実情のもたらした実用的な要請によるものにほかならない。
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もっとも，わが国で今日用いられている農家経済簿が，唯一の簿記様式に統一されてい

るわけではなく，農家経済簿あるいは農家簿記と呼ばれている簿記の種類は聖書しい数にの

ぼる。しかしながらそれら簿記様式のほとんどが何らかの形でそれを土台にし，多かれタ

なかれそれに影響されているとみられるのは，京都大学において大槻正男博士によって創

案された自計式農家経済簿(初版:昭和?年，当時は京大式農家経済簿記と呼称)であろ

うo したがって本章では，農家経済簿の代表として自計式農家経済簿を選び，これを中心

として農家経済簿のしくみの特色や役割の限界について少しく考察を加えてみたい。

自計式農家経済簿がー殻の企業簿記と違った様式をとるに至った理由は色々考えること

ができょうが，そのおもな理由をあげれば，つぎの5点を指摘できるように思う。

(1j 記録計算の対象である農家経済は.農業経営以外にも営業その他の所得獲得部門をも

っ場合が多く，加えて消費生活面をも内容とするという複雑な組職をもち，それらが互い

にからみ合って明確に分離し難い状態で統一されていること。それ故にまたそれら各部門

を細分してはあくすることが記録計算上きわめて複雑，困難なばかりか，現実からの遊離

をひき起すために，第一段階としてはできるだけ現実に接近した形で農家経済全体を対象

とせざるを得なかったこと o

(2¥ 農家経済に内包される農業生産は，そのほとんどが動植物の生産・育成に関する有機

的生産であり，その生産はしばしば長期にわたり，その生留守象も性質を異にする多種類

のものからなる場合が多く思したがって記録計算上，商業や無機的生産である工業とはか

なり違った経済的特性を有しているとと。

(3) 言識計算の担当者は，農家経済の主体をなす世帯主あるいはその家族である場合がほ

とんどであるために，その能力に応じてできる限り記録計算上の墳雑，難解さを除かねば

ならないという実用上の要請の存すること。

もちろん，このほかにも簿記一般のもつ技術的な制約が加わるととはいうまでもない。

例えば永続的な組織体である農家経済を対象とする限り，ま鼠計算の期間を定めねばなら

ず(農業という季節的生産を対象とするために，通常 1カ年の計算期間がとられる) ，そ

のために必要な計算上の準則が生ずること。またすべてを数量化して表現するために，数

量化の困難な質的な側面のはあくにまでは十分及び得ないこと，などである。

以上の理由ぷら，自計式農家経済簿は，他の一般企業簿記とは違ったつぎのような特色

をもっと考えられる。

第 1に，自計式農家経済簿は農家経済の企業的側面(営業面あるいは所得面)だけでは
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なく消費的側面(生活面)をもあわせて記録計算の対象とし，農家の経済活動を所得経済

活動と消費経済活動とに分ち，所得面はこれを部門別に細分せず一括してとらえるという

( 1) 
組織，すなわち農家経済所得簿記と呼ばれる帳簿組織をとる。 前述(1)の理由からも知

られるように，わが国の農家では所得活動と消費活動とがきわめて密接な関連をもち，消

費生活に照準をおいた所得活動が行なわれているのが一般であるために，その両者を有機

的にとらえるのが望ましいというのがその積極的な理由である。そして所得面では，農業，

兼業あるいは農業内各部門が明確に分離し難い状態において運営されているために，当初

からこれを分離して記録計算するととがきわめて複雑，難解であるというのが，所得留を

一括してとらえさ.るを得ない消極的理由であるo

第 21こ，自計式農家経済簿では財産の分類に関してかなり特徴的な方法を採用しており，

ことに生産資産の分類方法は所得計算との関連において重要な特色をもっ。すなわち，生

産資産をその財の価値流動性の遅速によって固定財と流動防とに分類し，他方，生産のた

めに用いられ白からを滅消耗せしめる財を供用財，生産の結果もたらされ自からを生産増

殖せしめる財を結果財として分類するという，違った見地からの2種の分類方法を採用し

(2) 
ている O そしてそれは主として前述(2)の理由によるものである。すなわち動積物の生産，

育成を行ない，それがしばしば長期にわたる農業を主たる対象とする農家経済簿において，

期間計算における損益関係をできるだけ正確かっ公平(期間配分上)にとらえるためには，

実現主義によるよりも発生主義によることが望まし< ，そのためには取引と関連して以上

のような生産資産の分類が必要であると考えられたからである。そしてさらに，固定結果

財の生産・育成過程に対して増殖なる概念が噂入されているのも，そのような理由からで

あり，一般企業会計において用いられない概念だけに， ζの概念の導入も一つの特色をな

すものである。

第 5に，自計式農家経済簿はその記帳様式において借方・貸方式の複記式をとらず，収

入・支出式の単記式を採用しており sとれは主として前述(3)の理由によるものである。こ

の場合には掛取引，鍍替取引，物々交換取引などのいわゆる非現金取引をすべて現金取引

に分解するという記帳方法をとらねばならないが，借方・貸方の複記式に比べれば.会計

手続きに不馴れな農業者にとってはるかに親しみ易く，記帳手続き上の煩雑きがかなり取

除かれるという実用的な利点が考えられているわけである。もっとも，記帳様式は単記式

を採用しているが，ぃわゆる大福帳式の金銭出納帳とは異なり.計算様式においては複計

算様式が採用されている。すなわち，現金現物日記帳によって取引をま蟻計算する動態計
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算と，財産台帳によって財産の在高を記録計算する静態計算とが併用され，両者の自動的

な集計により発生主義に基づく決算の正確さを期すると同時に，自己監査機能をも果させ

ようとするのが，自計式農家経済簿の特色と云える。また臼記帳の様式も大福帳式と異な

り，多桁式の仕訳元帳の形をとり，各欄の集計が自動的に決算に導かれるというのも，蚕

(3) 
要な特色の一つである O

このように，自計式農家経済簿は，企業簿記として一般に用いられているいわゆる複式

簿記(複記式複計算簿記)と同じ原理に基づきながら，一方において農業生産という有機

的生産を対象にし，それを内包する農家経済という自然人経済を対象とするが放に，また

他方において，記i擦はもちろんのととその集計・決算までも農業者自身の手に委ねようと

するが故に，それに適合するような様式上の工夫が加えられたものとみることができる。

そしてそのことがとりもなおさず自計式農家経済簿の特色をなしていると云ってよいであ

ろう。

したがってまた自計式農家経済簿は，当初から農業経営計算を第 1の任務として考案さ

れたものではなく，いわんや部門計算や生産費計算を直接の目的としたものでもないため

に，その決算結果から直ちにそれらの計算が導かれるというものではなく，それらの計算

のためにはなお別侶に幾つかの計算手続きが必要とされる場合が多い。自計式農家経済簿

では，拡張計算の段i箸においてそれらの計算様式が用意されており，決算の終了後に穣目

別分類や労働日記帳，現物整理帳などの助けを得てそれらの計算を行なうしくみにできて

いる。したがってその計算過程において事後的な配賦計算などの見積要素が含まれるため

に，正確性においてかなりの制約を受けざるを得ず，そこにこの帳簿の役割の限界のおる

ととも，帳簿の性格からして当然のととと認めなければなるまい。もし農業経営計算や部

門計算，生産費計算などを直接的な目的とするのであれば，それぞれに適した農業経営簿

記や部門計算簿記，あるいは生産費計算簿記などが用意さるべきであり，それらによって

それぞれの計算に厳密さを加えることができるであろう。(討しかし農家経済を対象に，最

初から部門を細分して記録計算するととは，すこぶる煩雑かつ難解であるために，先ず農

家経済全体としての記録計算を行ない，つぎにその決算結果から農業経営計算を導き，さ

らに必要に応じて部門計算，生産費計算にまで進むという段階的なま撮計算の方法が考え

られるわけである。自計式農家経済簿においてそのような段階的な方法が採用されている

ととも，実用上の見地から大きな特色をなしていると云ってよいであろう。
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〔注〕

(1)農家経済所得簿記なる用語については，大槻正男著 f農業簿記J昭和 38年， 17

頁参照。

(2) 生産資産の分類方法の根拠については s前娼「農業簿記J38，39頁参照。

(3) 自計式農家経済簿の取引に関する記帳様式については，前掲「農業簿記J17-20 

頁参照。

(4 )記録計算の組織による農業簿記の分類については a前掲「農業簿記J 10頁参照。
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第 2章 記録計算上の準則とその根拠

一般の企業簿記においてもそうであるが，農家経済簿においても，そのま線計算の上に

おいて数多くの準則が設けられている。こ hで準則と呼ぶものは，その言己録計算が準拠す

べく設けられた規則ないしとりきめ (standingruleあるいは wor ki ng r u 1 e) 

を意味するものである。したがってこれら準則の中には，かなり明確な環論的根拠をもち，

原理そのものを反映した原則 (principle.fundamental rule) とみられる

ものもあれば，必ずしも原理に忠実ではないが実用上の使法 (expedi entあるいは

convent i on) として設けられたものも，原理に基づかない単なる仮定 (assum-

pt i on)として設けられたものも含まれるわけである。しかし何れにせよ，それらの準

則が設けられるからには，それなりの理由が存するはずであるし，それらの理由を十分に

吟味し理解することは，計算結果を正しく解釈する上にきわめて重要なととである。にも

か』わらず，そのような準則に対する吟味がともすれば等閑視され，計算結果だけが重視

される傾向のあるととは，大いに反省されねばならないし，時には警戒を要するととでも

あると思われる。

本章では，白計式農家経済簿が複式簿記の原理に基づきながらそれとはかなり違った記

録計算の様式をとり，そのために設けられたとみられる主要な準則のうち，ととに特徴的

だと思われるものに着呂し，それらの設けられた理由と妥当性について独自な検討を加え

てみたいと思う o

もとより自計式農家経済簿の特色から生れたと思われる言晦計算上の準則は数多いし，

それらの多くはこれまでかなり克明に説明されてきている。したがって本章では，自計式

農家経済簿を特色づける重要な準則の中で，従来余り問題とされなかったか，問題とされ

ても十分解明きれなかったものに限定して理論的に追究することとしたい。

その第 1は所得経済面と泊費経済面との分離基準についてである。前章でも述べたよう

に，自計式農家経済簿は農家経済全体を対象とし，これを所得経済面と消費経済面の両側

面に分ってとらえるが，その取扱いが農家経済簿の重要な特色をなすにもか hわらず.そ

れら両側面の分離基準は必ずしも明確にされていない。しかもその分離基準のま口何は計算

結果に重要な影響を与えるものであり，その基準を明らかにし，その基準がよってた℃摺
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論的根拠を究明することは，重要な意義をもつものと考えられる。

第2にとりあげたのは財産の分類についてである。自計式農家経済簿が単記式の記録様

式をとり，現金取引に関して多桁式の仕訳記入を行なうととは前主主で述べたが，その際の

所得的取引と財産的取引の分類は，財産の分類方法と密接な関係をもつものである。そし

てとの財産の分類方法はまた，発生主義に基づく期間損益計算に重要なか』わりをもち，

財産分類において企業簿記とは違った独特の概念を用いているととが，自計式の重要な特

色とも云えるわけである。にもか hわらず，この財産分類に闘する理論的根拠とその意義

については必ずしも明白ではなく， ζれを究明しようとしたのが第2節である。

第 3は評価問題であるが，とくに自計式農家経済簿と一般企業簿記との間でかなり取扱

いの異なる生産物の評価を問題とし，その相違点とそれぞれの理論的根拠を究明しようと

したのが第5節である。もとより評価問題は簿記の記録計算上きわめて重要かっ困難な問

題であり，その範囲も広汎にわたるが，本章では自計式の特色をなす生産物の概卸し評価

と家計仕向評価に限定し，経営分析上重要だと，思われる他の評価問題については，第 2部，

第3部において述べることにしたい。

最後にとりあげたのは自計式農家経済簿における増殖の問題であるが，この増殖概念は

自計式を中心とする農家経済簿特有の概念であり，この概念の導入は自計式の重要な特色

をなすものである o したがって，この問題は前述の財産分類や生産物評価と密接な関連を

もつものではあるが，こ』に独立して取扱い，その意義と計測方法に関して仔細な理論的

検討を試みようとしたわけである。

第 1節所得経済面と消費経済面の分離

企業そのものを対象とする企業簿記と異なり，農家経済全体を対象とする農家経済簿に

おいては，農家の経済活動をまず所得経済面と消費経済面とに大別してとらえるのがふつ

うであり，取引面においてはもちろん，資産や労働についてもまずこの分離が行なわれね

ばならない。(1)そこで品閣となるのは.この所得経済面と消費経済面とがいかなる基準に

よって分離されるかということである。

所得経済活動とか消費経済活動(あるいは消費生活)という言葉は，かなり一般的に用

いられているし，常識的に自明の言葉のように用いられてきているが，少し立入って吟味
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してみるならば，それらの具体的内容は必ずしも明白でないし，理解のしかたによっては，

それらの意味する内容にかなりの相違が出てくるものと思われる。例えば食事をするとい

う行為は，欲望充足のための最も直接的な行為であるが，食事をするためには様々な準備

の過程が必要である。食膳に食器を並べる行為も，食物を調理する行為も，そのための材

料を買集める行為も，あるいはそれらの材料を山野で採取したり，踊場で生慶したりする

行為もあろう。そしてそれら一連の行為は，食事をするという行為に比べればより間接的

であり，それぞれ島接の度合を異にはするが，何れも究極的には欲求充足を目的とした行

為には違いない O これらのうちどの行為までが消費行為とみなさるべきなのであるうか。

恐らく理論的には，食事をするというような最も直接的な欲望充足行為だけが，厳密な

意味での消費行為であり，それ以前の一連の行為はすべて，消費を目的とし消費を最終点

とする広義の生産的行為というふうに理解することができるに違いない O もっとも，それ

ら生産的行為のうちにも，本人が欲望の満足を感ずる程度において部分的な消費行為が含

(2) 
まれるというふうに補足するのが，より適切な表現かもしれない。 それ以外に，消費行

為の範囲を拡大して，消費を目的とした連続的な行為のどの部分までを消費行為とみなす

かという理論的な判断基準が存するであろうか。

しかしながら現実には，消費行為を直接的な欲望充足のみに限定せず，前述したような

一連の準備行為のかなりな部分までを消費行為とみなし，消費経済活動(消費生活)の中

に含めて考えているのが一般である。しからば，その場合に消費経済活動とみなされる範

囲はどのように規定され，そしてそのような規定はいかなる目的のために，いかなる理由

(3 ) 
によって設けられたのであろうか。

第一に考えられるのは，外部取引を通しての貨幣所得の獲得を直接的な目標とし，それ

につながるすべての活動を所得活動と呼び，それ以外の活動，すなわち貨幣所得の獲得に

照準をおかず，その所得をも手段として家族の消費欲求充足を目標とし，それにつながる

活動をすべて消費活動に含めるという判別基準である。そしてこのような判別基準を生み

だすにいたった，あるいは生みださなければならなかった理由は，つぎのように考えるこ

とができるであろう。そのーは，個別経済において生産された財ならびに用役が，すくな

くも事後的には，自家経済の消費に用いられたものと外部経済の消費ないしは生産のため

に提供されたものとに明確に区分できること。したがってこのような戦捌基準によっての

み，個別経済における連続的な生産的行為に理論的な境界を与え得るという理由である。

そのこは，個別経済の活動の結果をできるだけ客観的にとらえるために，貨幣所得という
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明確な計浪Ij手段が必要であり，それ故にまた消費活動の結果をとらえるためにも，貨幣支

出という客観的な計測手段に頼らざるを得ないという計測上の便宜である。そしてこのよ

うな判別あるいは計測は，個別経済の主体的な判断のためばかりでなく，個別経済問の比

較考量や社会経済的な総合に際してより一層重要な意味をもち，そのような目的のために

設けられた必要な準則というふうに理解するととができるであろう。

つぎに考えなければならないのは，個別経済なかんづく農家経済において多くみられる

生産物自給関係である。先に述べた判別基準にしたがえば，このような生産物自給活動は

すべて貨幣所得を伴わないが故に所得活動に入らず，消費活動に含められるととになり，

完全な自給自足経済の場合には，所得経済活動が全く行なわれていないととになる。しか

しながら従来は，ζの種の生産物自紺舌動の多〈が所得経蔚舌動(生産物家計仕向)とみなさ

れ，その生産物は所得経済面において粗所得を構成すると同時に，消費経済面における消

費財として家計費を構成するように取扱われてきているのが一般である。(4)しからばその

場合，所得経済活動として認められる自給生産行為(生産物家計仕向)の範囲は，どのよ

うに限定さるべきであり，その根拠はどのように考えらるべきなのであろうか。

たしかに，その個別経済の主体的な判断からすれば，自家用野菜を圏場で生産する行為

も，台所でそれを調理する行為も，ともに家族の裕資欲求充足に照準をおいた行為であり，

目標に対する間接性に差はあっても，質的に異なる行為とは考えられない。しかしながら

他方，野菜生産という現象からみるならば，自家用・販売用という用途の速いはあっても.

その生産様式においてほとんど相違が認められず，労働や生産資産の利用に関し分離し難

い状態において生産されている場合がむしろ一般的と云ってよい。すなわち労働，土地，

機械あるいは肥料その他の生産資材が e生産物の用途の相違によって区別して用いられる

という場合は，現実にはむしろ少ないと云ってよいであろう。したがって所得活動の範閤

を限定する場合に，とのような生産面から自給部分だけを除外するという ζとは，計測上

きわめて困難であるし，可能な場合についてだけ分離するというのであれば，客観的な統

一位を欠くことになる O ζとに個別経済問で所得を比較しようとする場合には，その客観

的な計測と統→句な約束とが必要とされるし，その所得が比較のための共通の指標として

意味をもつためには， ζのような自給生産活動を所得の中に含めて取扱う ζ とがむしろ必

要であると考えられる。

しかしながらそのζ とは.eI絵生産活動のすべてが所得活動として取扱わるべきことを

意味しているのでは決してない。例えば広義の生産的行為の中に含まれる料理，裁縫，洗
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海等々の自給行為(通常，家事行為と呼ばれる)を所得活動の中に含めることは.計測上

きわめて困難なばかりでなく，個別経済問の比較においてその客観性と統一位を弱め，比

較指標としての意味を甚だしく低めるに違いないからである。したがって広義の自給生産

行為のうち，所得活動として扱わるべき範囲は，あくまで貨幣所得獲待行為を標準として

考えられねばならず，それに準ずるもの，あるいは類するものとしてとらえられる必要が

あろうし.貨幣所得獲得行為が所得活動の判別基準として重視さるべき理由は前述したと

ころである。しからばその場合の貨幣所得獲得行為に準ずる行為とは，どのような行為を

指し，いかなる根拠に基づいてとらえらるべきものなのであるうか。

恐らくその範囲を客観的，具体的に限定することは困難なととであり，ある部分につい

ては主観的な判断をまたねばなるまいが，判別の根拠としてはつぎのようなととが考えら

れるに違いない O すなわち，その行為によって得られる生産物が明らかに市場性つまり販

売(貨幣獲得)の可能性をもっと判断される場合に限定するととである O その生産物が現

実には販売されな〈とも，十分にその可能性をもっという意味において，そのような生産

行為を貨幣所得獲得行為に準ずるものとして扱うことはごく自然であるし，妥当だと考え

られるからである。したがってこの判別基準によれば，販売を目的として生産された生産

物の一部を自家消費に向けた場合はもちろん，販売をg的とせず全く自家消費を自的とし

て行なわれた生産の場合にも，その生産物が明らかに市場性をもっとみなされる場合には，

そのような行為が所得活動として扱われるわけである。もっとも，その生産物に市場性が

あるかないかを判断するととが困難な場合もあり，ある程度は主観的な判断によらなけれ

ばならない場合もあろう。しかし市場性とは本来社会的な概念であり，かなり客観性をも

つものと考えられるために，社会的通念にしたがってとれを判断しでも，現実には大きな

支障をきたさないであろう o

もとより，従来とても所得行為と家事行為との分類は何らかの判断によってなされてき

ているに違いないし，それは不統ーながらも以上のような分類に近いものであったろうと

思われる。しかしながら，そのような判断の根拠として統一的な判別基準をもっというと

とは重要なことであり，そのことは，とれまで判断のしにくかった分類に対してもより明

確な根拠を与えるととになろう。さらに重要なことは， ζのような判別基準のよってきた

る根拠を明らかにするということであり，そのことは農家経済に関する計算結果の解釈を

より適切なものとするために重要な意味をもつものと考えられる。

なお以上の所説に関連して若干検討を加えておきたいのは，消費経済面の内容について
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である。前述したように，農家経済簿では農家の経済活動を所得経済面と消費経済面とに

大別しており，その分離基準として考えられるのは.以上に述べた如きものであった。し

たがってその場合には。上述の所得活動以外の活動をすべて消費活動とみなして消費経済

面に含めることになるが，厳密にはそれらの活動を二つの範障に分けて考える必要がある

と思われる。すなわち先にも述べたように，その消費活動の中には，厳密な意味での本来

的な消費とそのための準備ともみられる家事行為とが含まれている。そして前者が食事，

睡眠，読書，散歩などのような直接的な欲求充足を意味するのに対し，後者は料理，裁縫，

洗濯，掃除などのように欲求充足のための財もしくは用役を生みだす生産的な行為とみな

されるものであり，両者はその性質上金く違った範時のものと考えられるからである。

そして後者の家事行為は，それが所得を目的としたものでない故に消費活動の中に含め

られてはいるが，欲求充足のための手段としてはむしろ所得行為と共通な生産的行為の範

障に入るべきものであり，したがってまた欲求充足に対しては，所得行為との聞にかなり

な代替関係を示すものでもある。すなわち両者を同じ生産的行為とみなす場合には，所得

行為が貨幣所得を獲得するか消費現物を生産するかによって欲求充足をはかるのに対し，

家事行為も直接的な消費用役あるいは現物を生産することによって欲求充足をはかるもの

である。また家事行為を消費経済面の中に含めた簿記上の観点からしても，所得行為が所

得を獲得するのに対し，家事行為は家計支出を節約するという意味において，両者が欲求

充足に対して代替関係を示すものと考えられるわけである。

これに対し前者の本来的な消費とは，欲求充足そのものを意味するものであり，それは

個別農家の私経済的な究極目標と考えられるものであって，上述の生産的行為とはむしろ

目的と手段の関係をなすものである。したがって農家の経済活動を所得経済面と消費経済

面とのこ面に分けて考える場合に，理論的にはその消費経済面をさらに本来的な消費とそ

の手段たる家事行為とのこつの範噂に分けて吟味する必要がある。そして農家経済全体の

究極自擦がおかれるのは消費経済における前者であり，後者は所得経済箇とならんで前者

に従属する部分であることが，理解さるべきであろう。

〔注〕

(1) 自計式農家経済簿における記録対象で，消費経済活動に関連するものは，現金現物

日記帳における「家計支出Jと「家計仕向Jだけであり，資産についても労働につい

ても，消費経済萄に属するとみられるものは一切記録されない。したがって制対象

や資産，労働に関してそれらが何れの部面に属するかを明らかに分離することはきわ
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めて重要である。詳細は京都大学農業簿記研究施設編 f自計王立農家経済簿記帳の解説J

昭和41年，現金現物日記帳，財産台帳 s労働日記帳の項.ならびに拙著「農家の経

営診断入門J昭和39年，第2章第 1節，第2節を参照。

(2) Black. J .D. Hlntroduction to Econαni cs f or Agri-

cul tureH 1953 .pp111パ12.~at Production Is においても，

生産と消費の区分，とくに用役に関する生産と消費の区分について，このような考え

方が示されている。

また大槻正男著「農業労働論」昭和 16年においては，行動をその目的の種類によ

っ百E内目的的行動とを外目的的行動とに分けられているが，その前者はと hでいう直

接的な欲望充足行為，後者は広義の生産的行為に近い概念のものである。

(3) 大槻正男著「農業簿記J昭和38年.17.18頁において，農家が実際に自家経済

を所得経済面と家計経済面とに分けて考えているが故に，それらを分離した簿記組織

の考案されることが望ましいと述べられているが，その分離基準ならびにその理由は

明示されていない。

(4) 前掲「農業簿記J2D.76，77頁，ならびに前掲「自計式農家経済簿記帳の解説J

6頁参照。

農家財産の分類第 2節

自計式農家経済簿では.農家の財産をつぎのように分類して財産台帳に記録し，
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物

物
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建
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大

の形で財産をとらえる。
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そしてそこに計上される資産とは，その個別経済の所有資産を意味し，それも所得経済

面に属するものだけに隈られ，消費経済面に属するものはー胡含めないという準則が設け

(1) 
られている。

まず資産の分類についてであるが，資産を間定資産，流動資産.流通資産の5種に分類

する基準はどのようにして設けられ，その理由はどのように考えらるべきであろうか。

固定資産と流動資産とはいわゆる生産資産と呼ばれるものであり，それらは生産のため

に用いられる財.(ζれを供用財と呼ぶ)あるいは生産によってもたらされる財(とれを結

果財と呼ぶ)を意味する技術的な具体財である。これに対し，流通資産は現金ないしそれ

に準ずる形としての流通上の媒介手段に過ぎず，何ら技術的，生産的な具体財を意味しな

い。そζに両者の明確な分類基準が存するし e同時にその理由をうかうtい知ることができ

る (2)

そこで問題となるのは，生産資産における固定資産と流動資産との分類であるが，この

分類基準はまずそれら資産の価値流動性の遅速におかれる。すなわち供用財について云え

ば，それが生震に用いられることによって全く価値を減じないか，あるいはその価伎を全

部消滅するまでにかなりの期間を要する財は固定財として扱われ， ζれに対し価値の流動

が短期間に終了し，生産に用いられることによってその価億の全額が短期間に消滅するよ

うな財カ硫動財として取扱われる。また結果財について云えば，その生産が完了するのに

かなりの期聞を要するような財が固定財として扱われ，その生産が短期間に終了するよう

(3) '?_"，，_>lL.tJþ.l'!EfEfi5，~ な財が流動財として取扱われるわけである。 その際当然問題Lすべきは，価値流動の遅

速すなわち期間の長短を判断する基準についてであるが，通常農家経済簿の会計期間が 1

カ年とされるために，との 1カ年という期間が判別基準として採用される。したがって価

値流動の期間が 1カ年以上にわたる財を固定財.1カ年未満の財を流動財として扱うこと

になる。しからば，このような準則はいかなる理由によって設けられ，どのような妥当性

をもつものなのであるうか。

考えられる第一の理由は，財産の在高および構成を表示する場合にある統寸句な分類基

準が必要であり，そのような分類基準として，財の性質に基づいたこの種の大分類が望ま

しいと考えられることである。そしてとのことは，もちろんつぎの理由と関連するもので

あり，その理由の方がより重要な意味をもつに違いない。それは動態的記録計算の対象と

しての財の分類であり，期間計算における損益の把握を明確公平ならしめるために設けら

れた分類上の準則だということである oすなわち購入年度においてその全額が消耗される
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ような財，あるいは販売年度においてその全額が生産されるような財については，その取

引額が直ちにその年度の損益額を示すととになる。しかし購入年度においてその一部分し

か消耗しないような財，あるい』減反売年度においてその一部分しか生産されないような財

については，その取引額によってその年度の損益舗を表わすことができない。したがって

取引額の自動的な集計によって年度の損益額を計算しようとする場合には，前者すなわち

前述の流動財取引と後者すなわち前述の固定財取引とは明確に区別されねばならず，それ

ぞれの取引が対象とする財の分類治1必要とされるわけである。

しかしながら生産資産における間定財，流動財の分類は，必ずしも以上に述べたような

理論的な根拠に基づいて厳密になされ得るものではないし，またそれを必ずしも必要とし

ない。 1カ年を基準とする価値流動の遅速によって財を明確に分類するということは，事

実上きわめて困難な場合があるし，それによって財種の統→句な分類を一層煩雑にすると

とも多い。またそのような分類の厳密さが，直ちに取引による損益の把援を可能にするも

のでもなければ，より正確にする理由ともならない。なぜなら，流動財が必ずその購入年

度において使用され，その生産年度において販売されるとは限らず，年度末に在庫として

残る場合が多く，その場合には取引額がそのま』損益額を表わしはしないし，国定員ずにつ

いては，年度内の損益を表わす部分的な減耗額あるいは増殖額のすべてが取引を通して把

接されるものではないからである。すなわち財の分類がいかに厳密であっても，取引の把

握(動態的把握)のみによっては正確な損益を計算するととができず，在高実査(静態的

把握〉を併用してはじめてそれが可能となるわけである。したがって生産資産における囲

定財，流動財の区分は，その判別基準を→E理論的な根拠におきながらも，現実には記録

計算上の便宜によって制約されざるを得ないし，それによって一層実用性を高めようとす

るものでもある。例えば大家畜(固定財)と小家畜{流動財)の分類，あるいは大機具

(固定財〉と小機具(流動財)の分類などにおいてみられる畜穫，金額などの半u別基準は，

何れも前述の理論的根拠から出発しながらも s明らかに記録計算上の便宜から設けられた

準則に過ぎない。
(4 ) 

しかしながら，このような記録計算上の便法が前述のような理論的根拠から全く遊離し，

便法のみカ1独自に財の分類を支配するようになるとすれば，恐らく固定財と流動財とを分

類する意味と必要性は根底からくつがえされるととになるに違いない。先にも述べたよう

に，固定財，流動財を分類する最も重要な目的は，期間計算における損益の把握をできる

だけ明確公平ならしめることにあった。そしてその場合にいう損益とは，唯に粗所得マイ
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ナス所得的失費として算出される農家所得のみを意味するものではな<.組所得，所得的

失費のそれぞれを意味するものでもある。単に農家所得のみを情描にするのであれば，生

産資産の取引において固定財取引(財産的取引〉と流動財取引(損益的取引〉との分類を

行わずとも，年度始，年度末における在高実査さえ正しく行なわれるならば，その差額修

正によって農家所得の正確公平さを期することが可能であるう。(5)しかしながら粗所得，

所得的失費のそれぞれについても，年聞の利益，損失をできるだけ正確かつ公平に反映す

ることが要請されるとすれば，当然，固定財，流動財についての取引上の分類が行なわれ

なければならないし，その判別基準は前述のような理論的根拠に基づくものでなければな

らないはずである。

自計式農家経済簿において固定財，流動財が分類される基準ならびにその理由を真に理

解するためには，この点，すなわち農家所得のみならず粗所得，所得的失費のそれぞれに

ついて，公正な算出が期さるべきであるという強い要請のあることを，十分認識する必要

があろう。そして粗所得，所得的失費それぞれの性質ならびに大きさが重要視される理由

は，もちろん，両者の経済的性質を明別し，それぞれの指標についても個別経済閣の比較

を可能ならしめるという理論的な要請によるものであるが，他方，農家に対する従来の課

税標準がしばしば粗所得にお治通れてきたという，現実からの実践的要請にもよるものであ

ったことを理解せねばなるまい。

つぎに生産資産における供用財と結果財との分類についてであるが，@計式農家経済簿

では，経営の過穫において白からを消耗または減耗せしめてその価値を結果財の中に流動

せしめる財を供用対，その供用財から価値の流動を受けて白からを生産または増殖せしめ

る財を結果財として定義している。(6)したがってこの場合の財の分類は，前述の流動財，

固定財の分類とは全く違った見地からなされるもので，結果財を粗所得に，供用財を所得

的失費に関連せしめて分類しようとするものである。しかしながらその目的とするところ

は固定財・流動財の分類の場合と同じであり，それによって期間計算における粗所得，所

得的失費のそれぞれを正確，公平ならしめようとするにある。すなわち流動財の年度末増

減額はこれを流動結果財増加額と流動供用財減少額とに分類し，国定財の年間増価・減価

はこれを固定結果財増殖額と固定供用財償却額とに分類してとらえるのである。そしてそ

れぞれの前者を粗所得に.後者を所得的失費に算入するζ とによってはじめて，年度決算

における粗所得，所得的失費が理論的に正確，公平なものとして計算されるわけであり，

(1) 
結果財.供用財はそのために設けられた分類概念というととができる。
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しかしながら，結果財・供用財の分類もまた現実においては必ずしも明確に行ない難い

場合がある。まず流動員すについて考えてみるに，自計式農家経済簿ではそれを未販売現物，

購入現物，中間生産物(以上5種を現物と呼ぶ) . ~j、植物，小家畜，小機具〔以上 5穫を

準現物と呼ぶ)のる穫に分類している o そのうち前述の定義にしたがって結果財に分類さ

れるのは対反売現物と小縞物，供用財に分類されるのは購入現物と小織主主であり，中間生

産物と小家畜はその何れにも分類し難いように思われる。すなわち中間生産物はその経営

で生産された結果財であると同時に，その経営に用いられる供用財でもあるという両者の

性質をもつものであり，それ故に中間生産物と呼ばれるものである。また小家畜の中には

例えば肉豚，ブロイラー.雛のように結果財とみなされるものと，種豚，採卵鶏，緬羊

(成畜〉のように供用財とみなされるものとが含まれている。そしてそれらは畜穫によっ

て分類されるものでもなく，同一家畜について年度始と年度末に掛ナる分掛現なるというふうに，

明確に分類し難い性質のものである。また固定財について考えても，土地，建物，大機具

は明らかに供用財として分類され，大植物についても育成過程の果樹・特用樹ならびに，

林木は結果財，用役過程の果樹・特用樹は供用財として比較的分類しやすい。しかし大家

蚤の場合は前述した小家音の場合と同様，結果財，供用財の両者が含まれ，その分類が年

間に変化するばかりでなく，役肉兼用，乳肉兼用などのように同時に両者の性質をもっ場

合もあり，結果財・供用財の判別が必ずしも容易でない場合が少なくない。

とのように結果財，供用財の概念は，理論的には明確であっても，現実においてはその

分類が必ずしも容易でない場合があり，ことに上述した中間生産物川、家畜，犬家畜につ

いては，その取扱いにおいて実用上の便法が講ぜられざるを得ない。自計式農家経済簿で

は，流動員オの中間生産物と小家畜について.年度末在庫が増加した場合には結果財，減少

した場合には供用財として取扱われている。また固定財の大家畜については，結果財・供

用財の区別を強いて設けず>1頭ごとに年閣の増価額を増殖額，減価額を償却額としてと

(8) ，.. 
らえる便法を許している。'-れらの取扱いは何れも前述の事情から生じた便法上の準則

に過ぎず，そのととは準則の位置づけにおいて十分理解されなければならない。

最後に，資産の計上において消費経済面に属するものを一切除外するという取扱いにつ

いてであるが， ζれは自計式農家経済簿特有の取扱いではな< >叫載の家計簿あるいは家

計調査にみられる共通した取扱い方法に準拠したものである。すなわちそれらの取扱いに

おいて，消費財は購入と同時にすべて消費しつくされるものと考え，燐入支出金額を全額

当年度の家計費とLて計上するのがー載であり，したがって消費財は財産在高として年度
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末に残存しないことになるわけであるJ91もちろん実際には消費財といえどもそのほとん

どが即時消耗的ではなく，生産財と同様，年度末において資産価値を計上できるし，そう

する ζ とが正しいには違いない。しかしながら，家計消費財のすべてについてそのような

取扱いをすることは，簿記会計上すζぷる煩雑に過ぎ，また一般家計調査結果との対比を

考える場合にお蚤の取扱いが必要とされるために，自計式農家経済簿においても以上のよ

うな準則が便法として採用されてきたとみるべきであるう。したがってまた農家財産や家

計費の検討に捺しては，以上のような便法上の準則が前提とされていることを，十分認識

してかかる必要があろう。

たYし家計用ではあっても，土地(宅地)と建物(母屋など)については，これらを前

述の泊費財のように扱うことが現実から余りにも遊離するために，それらを所得用資産

(固定資産)として計上する例外的な措置が講じられており，そのような取扱いも家計調

査一般にみられる方法であるp)なおその際，家計費に計上すべき住居費としてのとらえ

方には若干の相違があり，自計式農家経済簿ではこれを建物宅地用役家計仕向(地代・家

賃見積額)としてとらえているのに対し，農林省農家経済調査では家計用建物の減価償却

費としてとらえている。(11)

〔注)

i11前掲「農業簿記J37，38頁参照 O

(2)(3) この取扱いについては，前掲「農業簿記J38 ~39頁に説明されている。

(4 ) 自計式農家経済簿では，牛・馬を大家畜，その他の中小家畜を小家畜として分類し，

1万円以上の機械機具類を大機具.1万円未満の機具類を小機具として分類している。

前掲「自計式農家経済簿記帳の解説J36.38頁参照。

(5) 間定財，流動財の合計額で，年度始価額と年度末価額の差額としての Inven-

tory Changeを求め，増加の場合は f収入j額に，減少の場合は「支出J額に

加算するという方法であり，この方法は CornellUniversity Agricul-

tural Experiment Station， U.S.A.刊行の侠Summaryand 

Analysis of Farm Business"にもみられる O

(6) 前掲「農業簿記J38，39頁参照。

(1)(8) 前掲「自計式農家経済簿記帳の解説J56-59頁，財産台帳集計表ならびに農家

経済決算B表参照。

(9)ωi 前掲 f農業簿記j 38，39頁参照。

(11)前掲 f自計式農家経済簿記帳の解説j 7真ならびに農林省 f農家経済価値統計

昭和 38年度j 15.25頁参照。
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第5節生産物の評価

評価の問題は，簿記の記録計算上きわめて重要な払鳴でありながら，理論的に未解決な

部分が多く，統→枕結論を得られないま hに一，現実の必要に迫られて各種の便法が講じ

られている涜状にあると云ってよい。そしてその中には簿記全般に共通する問題もあれば，

とくに農家経済簿において重視される問題もあり，また農家経済簿と一般企業簿記とでは

かなり違った取扱いをされている鳥鳴もある。こ hではそれら両者の聞で取扱いがかなり

異なる生産物の評価に問題を限定し，評価方法の相違やそれらの理論的根拠について考察

を加えてみたい。

農家経済簿において生産物の評価が実際に必要とされるのは，主としてつぎの二つの場

合であろう。その一つは年度始，年度末における生産物棚卸し評価の場合であり，これは

一般企業簿記においても同様に必要とされるが，その方法においてかなり相違がみられる。

もう一つは自給生産物を治資経済面に仕向ける場合の家計仕向物評価であり，これは農家

経済簿特有のものと云ってよい。

まず生産物棚卸し評価の場合であるが，との場合の評価法は費用価評価法と市価評価法

に大別でき，ー根的に企業簿記では前者が採用されるのに対し，自計式農家経済簿では後

(I) ，.. 
者が採用されている o '-のような相違は果していかなる理由から生じたものであり，そ

れぞれにいかなる妥当性をもつものなのであろうか。

第一に考えられるのは，簿記全般に共通する客観性の原則である。すなわち財産の在高

や年間の損益をできるだけ客観的に計測するということは，簿記全般に共通する使命であ

り，このためにできるだけ恋意性を排除し，未実現の利益を計上せずというのが企業会計

においてとられる原別である。したがって商業ないし工業を対象とする企業簿記では，未

処分の商品ないし製品の棚卸し評価に際し，市価保反売見積価格)をとらず，仕入れ価格

ないし製造原価(製品のために犠牲とされた費用価値の合計)をとるのが原則とされてい

る。そうすることがより客観的であり公平であると考えられるからである Q

しかしながら，未処分の商品ないし製品を費用価によって評価することが客観的であり

公平であるためには，少なくもつぎの条件が充たされる必要があろう。すなわち製品の原

価を構成する要素価格を客観的に計測でき.その費用価評価によって損益の期間配分にか

なりの公平さが期待できるという条件である O そして商工業などの企業経営においてはそ
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の条件がほ Yみたされるが故に，製品評価に際して費用備が妥当するのに対し，農家経済

経営においては多くの場合その条件が充たされないが故に，生産物評仮に際して必ずしも

費用価が妥当せず，自計式農家経済簿において市価評価を優先する理由がそこにあるもの

と思われる。

まず費用価主義の客観性について考えてみるに，一般企業の場合は製品の原価を構成す

る要素の大部分が購入によって調達され，したがって原価をかなり客観的に計測すること

ができる。しかし農家経済経営の場合は，家族労働，土地用役などの内給用役や自給物財

が生産要素のかなりな部分を占める場合が多い。そしてそれらは直接購入支出を伴わない

が故に評価に頼らざるを得ず，評価基準のとり方によって費用価格が大きく左右されるた

めに，費用価による評価カ1必ずしも客観的であることを意味しない。恋意性を排除すると

いう意味においては，むしろ市備に基づく評価の方がより客観性をもっとみられる場合も

少なくないのであるo

つぎに費用価主義の公平さについてであるが，こ』でいう公平さとは，損益の期間配分

における公平さを意味するものである。未処分製品の棚卸し評価を費用価によって行ない，

未実現の利益を排除するという取扱いが，果して損益の期間配分における公平さをもたら

すものなのであるうか。

例えばある製品について年度末単位当りの費用価が 100円，市価(庭矧反売価格)が

1 20円であったとしよう。もし年度始めに在庫がなかったものとすれば，当年度の利益

(あるいは所得)計算において，市価評価による場合は費用価評価による場合よりも製品

単位当り 20円上回ることになり，その部分は確かに未実現の利益であるに違いないo そ

して翌年になってその在庫製品が 125円で級売されたとすれば，翌年度の利益計算にお

いて費用価評価の場合が市街評価の場合を 20円上回るし，その部分は確かに実現された

利益である。そして年度末在簿製品に対する費用価が市価を上回る場合はその逆となり，

市価主義においてはその損失部分が当年度にか hるし，費用価主義においてはそれが翌年

度に計上されることになる。このような年度末在庫製品に関する市価・費用価による評価

差損益を，当年度ではなく翌年度の損益として計上するととが，果してより公平な期間配

分と云えるのであるうか。上の例において，年度末に 120円の市価をもっ製品が翌年に

1 25円で販売されたならば，その差額の5円は年度末と販売時点の聞に生じた値上りか

あるいは貯蔵，販売行為などによる価値の増加分であり s当然翌年度の利益として計上さ

るべきものであるう。しかし年度末において既に生じていた費用価と市価との差額 20円
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は，当年度に発生したものであり，翌年度の営業行為や値上りによってもたらされたもの

では全くない。したがって発生した損益の公平な期間配分という点から考えるならば，こ

の差額 20円は当年度の利益として計上さるべきものであり，そのためには年度末製品棚

卸し評価を市価によって行なうととが必要とされるはずである。

にもか』わらず商工業の一般会業簿記において，製品棚卸し評価を市価によらず原価に

よって行なうのは，市街が未実現，未確定なものであるのに対し，原価が実現された要素

価格に基づくが故により客観点であり，したがってより公正であり公平であると理解する

からにほかならない。すなわち発生損益の期間配分における公平さよりも，実現，確定と

いう事実の示す客観性に基づく公平さをより重視し，優先させた取扱いをなすわけである。

そしてその取扱いはそれなりに重要な根拠をもっと考えることができる。しかし先にも述

べたように，農家経済経営においては，費用価計算の過程に内給用役，自給物財などの評

価部分を多く含まざるを得ないが故に，その客観性において費用価評価が市価評価に優先

する根拠はもはや失われ，逆に市価評価がより客観的でおるとさえみなされる場合が少な

くないと考えられるのである o加えて農産物はその生産がしばしば長期にわたり，収量の

変動も大きく，したがって価格の変動も激し<，市況の如何によって年度末在庫量の差が

大きいなどの農業上の特質を考えるならば，発生損益の期間配分における公平さが一層重

視されねばならず，その意味からも市価評価の利点はますます強調されてよいものと考え

られる O

つぎにあげられるのは，記帳上の実用的な理由である。すなわち，一般企業簿記ζ とに

工業簿記においては噂営業計算とあわせて製品の原価計算を行なうのが普通であり，その

結果を用いて棚卸し製品の原価評価を行なうことは，さほど厄介なことではない。しかし

ながら農家経済経営においては，主産物・副産物あわせて年度末にかなり多種類の在庫生

産物をもっ場合が多<.加えて内給・自給要素の評価を必要とするために，それらすべて

の生産費を計算することは非常に困難なことであり，実施されるととも少ない。したがっ

て，農家経済簿における生産物棚卸し評価が費用価によらなければならず，その過程をふ

まなければ決算もできないとすれば，それは実用上重大な支障をきたすととになるであろ

つ。

このような事情のもとにおいてなおかっ，年度末生産物棚卸し評価に費用価主義が間執

されねばならない理由が存するであろうか。もっとも，自計式農家経済簿においても費用

価主義が全く無視されているわけではない。 T有価評価の困難なある種の副産物や育成中の
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立毛，果樹，林木などについては費用価評価を採用しており，市価をもつものについては

市価評価を優先させるという原則をとっているだけであって，その理由は以上に述べた理

論的・実用的根拠から十分に説明され得るであろう。

つぎに家計仕向生産物の評価についてであるが，家計仕向の場合も外部取引による販売

収入を伴わないが故に，家計仕向時点においてそれら生産物の評価を行なう必要がある。

そして先にも述べたように，それら生産物は所得経済面において粗所得を構成すると同時

に，消費経済面における消費財として家計費を構成するというこ面的な性格をもつために，

それらの評価問題には一層の複雑さが加わる。

農家経済簿では通常，これら家計仕向生産物の評価を庭制反売価格によって行なってお

り，そのことはきわめて当然のことのように考えられているが，呆してそのような取扱い

が農家経済分析のあらゆる視点から妥当視され得るものであろうか。というのは，家計仕

向けされた生産物は消費経済面において消費財として用いられるものであり，これを他の

購入消費財と同様に考えるならば，それら生産物は消費財としての庭先購入価格によって

評価さるべきであり，少なくとも実質家計貨を算出するためにはその必要があるという見

方が成立つからである。そしてそれは必ずしも実質家計費の算出においてばかりでなく，

そのような実質消費を可能にする実質所得(実質購買力)の算出においても妥当するもの

であり，所得面においても家計仕向物はすべて消費財としての購入価格によって評価さる

べきであるという見解をとり得るからである。

しかも一般の農産物に関して，同一農家における生産物としての庭対反売価格と消費財

としての庭先購入価格との聞にはかなり大きな差異があり，時には 2倍 .3倍という開き

もみられるために，家計仕向物の評価がその何れの価格によるかは，算出される所得なら

びに家計費に大きな影響を与えることになる。したがってまた農家経済と俸給者経済，あ

るいは昆給率の馨るしく異なる農家経済問でそれらを比較する場合に，この評価法の責ぽ可

が及ぽす影響は重大であると云わなければならない。

しからばこれら二つの評価法は，それぞれ如何なる条件のもとにおいて妥当するものな

のであろうか。

所得経済部門と消費経済部門とを全く切離して，それぞれili独立して行動するものと仮

定するならば，所得経済部門における所得計算には生産槻反売価格による評価法が妥当し，

消費経務部門における家計費計算には消費財購入価格による評価法が妥当すると一応考え

てよいであろう。しかし実際には，それら両部門が農家経済の中に包摂されて有機的な関
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連をもち，それぞれの行動が同一主体によって支配されているのであるから，それら両部

門にまたがる同一家計仕向物についてそれぞれの部門が異なった評価法をとることは許さ

れず，何れかの共通な評価基準に基づかなければならない。そして共通な評価基準として

何れをとるかを考えるには，恐らくつぎの二つの考え方ができるであろう。その一つは農

家の主体的な判断に重点をおいた考え方であり，もう一つは計算結果の比較に重点をおい

た考え方である。

まず農家の主体的な判断を重視した考え方に立つならば，家計仕向物に対する生産と消

費の動機浬解に立入ってみる必要があろう。すなわち，その家計仕向物が当初から家計で

の消費を目的として生産され，その生産がなければ，少なくもそれと同量のものを家計が

購入するであろうと考えられる場合には，明らかにその家計仕向物は消費財としての購入

価格によって評価されるのが妥当であろう。なぜならその場合は，生産，消費の両面にお

いて購入価格に照準がおかれているからであり，このことは，家計仕向物の生産量が家計

消費量に充たない場合に最もよく当てはまり，販売分を全くもたない家計仕向にも多くの

場合当てはまるに違いない。しかし販売を目的とした生産物の家計仕向においては，必ず

しもこのことが妥当しない。この場合にも，その生産がなかった場合に購入するであろう

消費分量までは購入価格によって評価されてよいが，それを越える部分すなわち家計仕向

物であるが故に消費される部分については，もはやこの評価が妥当しない。むしろより低

い生産物価格に熊準をおいた消費増加と考えるべきであって，その生産，消費の両面から

みて，販売価格による評価がより妥当する場合が多いと考えられる。

このように農家の主体的な判断から考える場合には，家計仕向物の評価方法が，その農

家の生産，消費の状態によって異なり，また同一農家における同種の家計仕向物について

も部分的に異なるという厄介な問題が生じ，簿記上これを厳密に評価計算することは頗る

困難であり，事実上不可能に近いと云ってよい。しかしながら同時に云えることは，この

ような考え方からする限り，家計仕向物の全量を生産槻反売価格によって評価することに

はかなり無理があり，その妥当性は決して高〈ないということである。

つぎに計算結果の比較を考えた場合のことであるが，ζれは当然何割可と比較するかによっ

て異なる o まず同一農家において所得と家計費を比較する場合を考えるならば，評価法の

如何は余り問題とならない。何れの評価法によろうと，所得と家計費との比率に多少の相

違をもたらしはするが，両者の差額としての経済余剰に変りはないからである。したがっ

てまた個別経済聞の比較においても，経済余剰に闘しては評価法の相違カZ何らの影響も及
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ぽしはしない。問題となるのは，個別経済閣における所得あるいは家計費の比較において

である。それらが，家計仕向物を鱗入価格によって評価した場合に，販売価格によって評

価した場合よりも大きく計算されるのは当然であり，したがってそれらの個別経済閣にお

ける比較が，評価法の相違によって大きく影響されることは云うまでもない。もちろんこ

のことは，鱗入価格(消費者価格〉が販売価格(生産者価格)を上回る場合を前提として

云えることであるが，その前提は農産物一般についてほ Y妥当するものと考えてよいであ

(2) 
ろう。

さてしからば，そのような比較を行なう場合に，家計仕向物の評価は，生産者価格，消

費者価格の何れによるのがより適切なのであるうか。

所得を比較する場合に，生産者価格による評価が妥当であるという考え方は，かなり多

くの支持を得るに違いない。そしてその考え方には，つぎのような根拠があると思われる。

そのーは，家計仕向物に関する所得計算が，自給(家計仕向物)生産活動を貨幣所得獲得

活動に準じて取扱うという考え方から出発しており(前述 14頁) .したがってその評価

も販売生産物に準じて行なうのが適切であるという根拠である。そのこは，個別経済問の

所得比較において，算出される所得額が家計仕向分の多少によって左右されることは望ま

しくなく， ζ とに農業経営に関する収益性や生産性などの効率比較に際して，家計面から

の影響をできるだけ排除するのが望ましいという配慮である O

しかしながら，とのような根拠は必ずしも強固なものではなく，それに対する反論も十

分に起り得る。すなわち，所得部門にとって消費部門を外部経済と同様に扱い，流通過程

を排除した有利樹反売先とみなすならば，家計仕向分は家計の購入価格によって評価され

るのが適切であるし，そのようにして計算された所得額の方が個別経済閣の所得比較にお

いてより有意義であるという反論である。さらに厄介なことは，前述の根拠を妥当だと認

める場合には，家計費計算における家計仕向物評価が家計の購入価格によらなければなら

なくなるととである。なぜなら，所得計算において自給分を販売分に準じて取扱う以上，

家計費計算において自給分を購入分に準じて取扱うのが妥当であり，したがってその評価

も購入価格によるのが適切なはずであるo また算出される家計費が自給分の多少によって

左右されることを避け，その比較において所得函からの影響をできるだけ排除するのが望

ましいとすれば，その評価は購入価格によらざるを得ないからである o そしてそのような

根拠に対しても，所得計算において述べたと同じような反論が成立つし，だいいち同→箇

別経済における同一家計仕向物が，所得計算と家計費計算において違った評価をされるこ
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とは，簿記会計の上においても社会会計のよにおいても許されない。

このように考えてくると，計算結果の比較という立場から考えてみても，家計仕向物の

評価が生産者価格，消費者価格の何れによるのを妥当とするかについて明確な結論を下し

得ず，それのよって立つ理論的な根拠を見出すことは困難なように思われる。

とすれば.I3計式農家経済簿において家計仕向物を生産者価格によって評価している理

(3) 
由は，どのようにして説明され得るのであるうか。 強いてそれを説明しようとするなら，

つぎの二つのことが考えられるに違いない。一つは，個別経済問の比較に用いられる計算

結果として家計費よりも所得がより重要な意味をもっと考えられることである。ことに農

業経営に関する計算結果をできるだけ客観的なものとして比較するために，農家の個別的

な事情に基づく主観的な判断を排除するのが望ましいと考えられることである。そして値

別経済閣の比較において所得が家計費よりも重視される瑳由のーつは，その計算において

所得がより厳密であり，比較に耐え得るのに対し，家計費は計算上の便法から必ずしも比

較に耐え得るものではないと考えられることである(消費経済面内部における生産的行為

の多少とか，消費財のすべてを即時消耗的なものとして扱う便法などがその主な理由であ

り，何れも前述した) 0 もう一つは評価の実践上の便宜であり，農家にとって生産者価格

による方が消費者価格によるよりも便利であり，判断が容易であろうと考えられることで

ある。もっとも，販売も購入も全くない家計仕向物に関しては，評価の手がかりを得るの

が国難であろうが，一般には購入消費物の一部を自給するよりも，販売生産物の一部を家

計に仕向ける場合の方が多いと考えられるからである。

しかしながら，以上の理由は強いてあげられたものであり，明確な理論的根拠に基づく

ものでないことは，前述したところである。したがって自計式農家経済簿において用いら

れている家計仕向物の評締法は，あくまで便法として設けられた準則に過ぎず，そのこと

は計算結果としての所得や家計費を吟味する場合に，十分留意されねばならないことであ

る。

〔注〕

(1) この場合の市備とは庭先販売価格を指しており，農家簿記ではほとんどこの市価評

価が用いられているが，その理由についての詳細な叙述はみられない。なお農林省農

家経済調査では，未処分農産物の年度末評価を生産原価によるのが適当としながらも，

それが困難なために aその農産物の生産時点における庭失販売価格によっている o前

掲「農家経済価値統計j 1 6頁参照。
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(2) 現在米殺についてみられる逆ザヤ現象は，食糧管理制度のもとにおける特殊，例外

的な現象である。そしてその場合 a同一品質のものについて庭先購入価格が庭矧反売

価絡を下回るとすれば，農家が経済合理的に行動する限り，そのものについて家計仕

向を行なわず，すべてを販売し.必要なだけ購入するはずである。その場合になお家

計仕向が行なわれるとすれば，その評価は当然，所得，家計費の両計算において販売

価格によるべきであると考えられる。

(3) それが当然と考えられているためか，あるいは説明が囲難なためか，自計式をはじ

めとする農家経済簿の記入解説において，その理由が明らかにされているのをみない。

第4節増殖の意義と計測

動植物の生産育成を主とし，しかもそれがしばしば長期にわたる農林業を対象とする場

合に，期間損益をできるだけ正確かっ公平に認識・計測するということは，きわめて重要

であると同時にかなりに困難なことでもある。それを可能にする手段として自計式農家経

済簿に増殖概念が導入されたことは前章においても述べた。そしてこの増殖概念は，一般

の企業会計においてはほとんど用いられていないものである。それに対応するとみられる

減価償却が両者に共通する概念として用いられているのに対し，この増殖概念は自計式農

家経済簿においてのみ用いられる独特の概念ということができょう。

自計式農家経済簿において，生産資産を価値流動性の遅速によって固定財と流動財とに

分類し，さらにそれが生産に用いられて自らを減消耗せしめるものか，生産の結果自らを

生産増殖せしめるものかによって供用財と結果財とに分類していることは，第2節におい

て述べた。そしてかかる生産資産のうち固定財であり結果財である固定結果財について，

その生産育成の過程を増殖過程としてとらえ，その過程において発生才る価値増加額を期

間損益計算における増殖額としてとらえようとするのが，自計式農家経済簿における増殖

概念であるo

しかしながら一般企業会計においては，生産資産における供用財の概念はあっても，結

果財なる概念・名称はない。また固定財，流動財の分類においても，有形固定資産とみな

されるものは上述の固定供用財に相当するものだある。したがって一散企業会計において

は，国定結果財という概念・名称も，それに伴って生ずる増殖なる概念・名称も存しない

わけである。すなわち企業会計においては，期末に実在する育成中の犬家畜や果樹・林木

などがすべて結果財とみなされず，それらの育成に要した各種供用財ならびに用役の累積

-29 -



在庫とみなされ，やがてそれらが噸売された時に実現する収益に対する繰延費用として扱

われることになる。そして大家畜や果樹がやがて経営の生産手段(供用財〉として用いら

れる場合には，それぞれの繰延費用に対する償却計算が行なわれる ζとになるわけである。

したがってとの場合には，それら財の育成のために年々費消される外給費用がそれぞれの

年度の所得的失費をなさず，その結果もたらされるそれら財の年々の価値増加分がそれぞ

れの年度の額所得をなさないわけである。それら財が販売された時にその販売額がその年

度だけの粗所得に，そしてそれまでの外給費用累積額がその年度だけの所得的失費に計上

されることになる。このような取扱いが粗所得，所得的失費それぞれに関する期間配分上

の公平さを無視したものであるととは明らかである。またそのような取扱いのもとで，年

度始，年度末に実在する具体的固定財が過去の費用累積額あるいは繰延費用として認識さ

(11 
れることが，いかに実態から離れたものであるかは誰もが実感するところであろう

にもかかわらず.一般企業会計においてとのような取扱い法が採用される理由は.r未

実現の利益を計上せずjという実現原則によるからであり，その原則によってのみ計算結

果の客観性が保持されると考えられるからである。しかしながら，このことが一般企業に

おいてはかなり妥当しても，農家経済経営において必ずしも妥当しないととは，前節の生

産物棚卸し評価に際して述べたのと同様である。すなわち農林業は動植物の生産，育成を

主とし，それがしばしば長期にわたる場合があるし，ことにわが国の家族経営では家族労

働をはじめとする内給要素が費用構成要素の主要部分をなす。そしでそれら内給要素は購

入支出を伴わないが故に評価によらねばならず，それらを含めた費用価額は必ずしも客観

的とは云い難いからである。また客観的でない故を以てそれらを費用価額から除外すると

すれば，その費用価額は固定財価値増加額とますます采離し.それが累積されればされる

ほどやがて実現される収益(組所得〉との関に大きな開きをもたらすととになるからであ

る。したがって農家経済経営を対象とする自計式農家経済簿では，資産の分類において固

定結果財なる範障を設け，それらの生産増殖に賀されたその年度の外給費用を所得的失費

に計上する一方，それら結果財のその年度における価値増加分を増殖額として粗所得に計

上する取扱い方法を採用する。そして後者の増殖額(粗所得)から前者の外給費用(所得

的失費)を差引いた差額(純所得)を内給要素に対する報酬としてとらえるわけである o

とのような取扱い法は，損益の期間配分を明確公平ならしめるためにも，経営の実態を如

実に表明するためにも，きわめて適切な方法であると考えられる。そしてこの場合には，

画定結果財に対する増殖概念が.固定供用財に対する減価償お概念と全〈相対応する概念
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としてとらえられ，両者の取扱いが何れも発生主義に根拠をおく統→枕方法を示すとと

にもなるわけである。

たしかに固定結果財の増殖額は，それが年度末でとらえられる場合，未実現の利益に違

いないし，その評価が客観的に行なわれ難いという問題もあろう oそしてこれに対し固定

供用財の減価償去願は，現実に支払われた実現価額に基づいて配分されるものであるから，

社会的な客観性をもつものであるという論拠もあろう。しかし減価償却額にしても，その

財に対する支払い額は社会的に実現されたものとして客観的に違いないが，その年配分額

は耐用年数や廃棄価の見積り昔日何によって左右されるものである。そしてその耐用年数や

廃棄価はあくまで事前的に予想されるものであって，必ずしも実態をそのまま反映するも

のではないし，多くの場合平均的な標準値によらざるを得ない。したがって，期間損益計

算において損失(所得的失費)に計上される減価償却額が必ずしも客観的だとは云い難い

し，逆に 増殖 額の 場合 にも ，年 度内処分の場合はもちろん年度末評価の

場合も，かなり客観的にとらえ得る場合が少なくない。評価の難易や形式的な客観

性の度合を重視する余りに，損益の期間配分における公平さを犠牲にしたり実態の認識か

らますます遠ざかるような弊害をひき起すことは，却って慎しまなければならないととで

あろう。

F以上，増殖概念が自計式農家経済簿において用いられる特有の概念であり，との概念の

導入が期間損益の計算や財産の実態はあくの上に重要な役割を果し，しかもその取扱いが

経済理論的に正しいばかりでなく，現実に即した適切なものであることを考察してきた。

しかしこの増殖の取扱いを，農家経済簿における記録計算上の具体的な準則としてとらえ

るときには，なお幾つかの問題が特嫡され，吟味されねばならないと思われる。

その第一は増殖額の評価の問題である。大槻教授は前掲「農業簿記の理論的研究Jにお

いて，年間の増殖額の評価が，社会的客観性をE重視する簿記の立場からは外給費だけを内

容とした原価によるべきであるうが，理論的には内給生産要素質をも含めた原価によるべ

きであり，その方が現実にも即した取扱い方であるという見解を示されている。(2)たしか

に，増殖額の評価が原価によらなければならないとすれば，その後者の原価を採用するこ

とが理論的であり，現実に即したものに違いない。しかしその場合に原価の構成要素をな

す内給費は社会的に実現された大きさを示すものではなく，そのような内給費を多く含む

ほど原備の客観性もまた失われるであろう ζ とは前述した通りである。

そしてその ζ とは上記の大槻教授の見解からもうかがわれるととる
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である。とするならば，増殖額の評価が原価によらなければならないという根拠はかなり

薄弱となるし.当然に市価評価との関連が問題にされなければならないはずである。

ζのことは既に前節の生産物棚卸し評価においても問題としたととであり，そこでは，

農家経済簿における生産物棚卸し評価に際し，市価評価が原価評価に優先する根拠を説明

した。そしてそのことは，生産物とみなされる固定結果財の年度末(年度始}評価にも同

様に当てはまるはずであり，内給費を含めた原価評価に客観性を認め難いとすれば，期間

損益の配分においてより公平だと思われる市価評価が優先されることに何ら論理的な矛盾

はないはずである。かくして固定結果財の年度末(年度始)評価に市価主義を採用する場

合には.その固定結果財の年度内価値増加分が.年度末評価額(あるいは年度内販売価額)

から年度始評価額(あるいは年度内調達価額)を差引いた差額としてとらえられ，それが

その年度の増殖額とみなされることになる。したがってこの場合の増殖額は，その増殖の

ために費消された費用合計額を意味するものではなく，価格変動その他の原因によって生

じた損益をも含む年間価値増加額を意味することになるわけである。

これに対しては恐らくつぎのような反論が生ずるに違いない。すなわち，増殖は本来固

定結果財の物的生産に基づく概念であり，価値額としてはその生産に用いられた物財，用

役の移転価値額としてとらえられるものであって，価格変動その他の要因により発生した

ヨム (3) 
損益はそれと区別してとらえらるべきではないかという反綱である O たしかに増殖本来

の概念はそのようなものかも知れないし，そのようなものとしてとらえることも可能であ

る。しかし若しそうであるとするなら，それは年度末に市価評価された固定結果財に対し

てだけでなく，年度内に販売された固定結果財に対しても云わるべきととである Q なぜな

ら実現された販売価額の中には依格変動その他の要因によって発生した損益が当然含まれ

ているはずだからである。同様のことは，流動結果財の販売に関しても云えることであり，

増殖額を以上のように厳しく限定してとらえなければならないとするなら，流動結果財の

販売額もまた損益の発生要因によって区別されねばならないことになる。果してそのよう

な取扱いが，農家経済経営における期間損益の計算上どのような意味をもつものなのであ

ろうか。むしろ a価格変動その他の原国による損益が実現された販売額の中に含まれるの

と同様，年度末固定結果財評価額の中にも含まれるような市価評価法を採用し，増殖額を

それら損益を含めたものとしてとらえる方が，損益の期間配分上より公平であり，現実に

( 4) 
も即した方法ではないかと考えられる。 もちろんその場合の市価評価が市場価格から販

売費用を差引いた庭先販売価格によるべきであり.それも市場価格がかなり明確な場合に
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のみ適用さるべきことは云うまでもない。その限りにおいて市価評価が，内給費をも含め

た場合の原価評価に比べて客観性に劣るとは決して云い得ないはずである。

自計式農家経済簿において，育成中の大家畜に市価評価が採用されているのも，原価評

価が困難なための実践上の便法としてだけではなく，以上のような理論的根拠によるもの

と理解さるべきであろう。もちろん実践上の便法からしでも，育成中の大家畜に対して市

価の判断が比較的容易であるのに比べ，原価評価がいかに困難であるかは，つぎの事柄か

ら容易に理解できる。すなわち分娩された債の評価や多頭飼育における飼料，労働等の分

離計算，さらには自給顔料や自家労働の評価などにおける困難さである。もっとも，現実

には固定結果燃のすべてについて市価が確立しているわけではない。果樹や幼令林木につ

いては一般に市価が存しないために費用価によらざるを得ず，しかもそれを個別に計算す

ることが困難なために，実際には平均的な標準値によらざるを得ないというのが，自計式

農家経済簿における便法上の取扱いとなっている。

つぎに問題となるのは，固定供用財に関する増価の問題である。前述したように，増殖

を固定結果財の生産育成に対する概念として規定するならば，固定供用財について増殖を

考えるととはもはや無用のζ とのように思われる O しかし自計式農家経済簿では，固定供

用財に分類される土地，建物，大機具などについても，それらの造成や大修繕のために費

消された自家労働や自給物財などを以て増殖額とみなす取扱いがなされているが，そのよ

うな準則はいかなる根拠に基づくものなのであるうか。

大規教授は前掲「農業簿記の理論的研究Jにおいて「開墾，土地改良および建築等のよ

うな無機加工による固定供用財の増加が，土地の植生力を利用した動植物の有機的生産に

よる生産増殖とは本質的に異なるものでG5り，厳格に区別されねばならないJと述べてお

(5) 
られる。 その際両者の本質的な差異がどのようなものであり，厳格に区別されねばなら

ない理由js何であるかは必ずしも明らかにされていないが，恐らくそれはつぎの二点に分

けて理解さるべきではないかと思う。すなわちその一点は，供用財と結果財との区別であ

る。自計式農家経済簿において両者が本質的に性質の異なる生産資産として区別され，前

者を所得的失費に，後者を粗所得に関連せしめて取扱う以上は，固定供用財と固定結果財

とが価値の増加に関して全〈逮q た取扱しを説湘故拘，、というととであと障もラー点は，農林業

とそれ以外の生産との区別である。農林業は土地の植生力を利用した動植物の生産増殖

(有機的生産)と定義さるべきであり，それ以外の無機的生産は農林業生産と区別されね

ばならないというととである。そして恐らく増殖の取扱いに関してより重視さるべきは，
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第←点の供用財と結果財の区別であるう。なぜなら，自計式農家経済簿の記録対象となる

農家の所得経済は農業と農外を---1舌したものであり，資産の分類においても所得の計算に

おいても，農業と農外が分離されるのは決算後の拡張計算の段階においてであり，増殖概

念が設定されるのは決算前における固定結果財の生産過程に対してだからである。

かくして以上の見解からすれば，固定供用財とみなされるものに対しては全〈増殖概念

を用いる余地がなく，前述した土地.建物，大機具などの造成，大修繕によって生ずる価

値増加分は，固定結果財における増殖とは全〈違ったものとしてとらえなければならない

ことになる。その場合，それらの造成，大修繕が全く購入支出によってなされるならば，

それを固定供用財のー者購入あるいは部分的購入(請負代金の分割払い)とみなして現金

現物日記帳の「財産的支出Jに計上し，同額を財産台1慢の「財産的取引による増減J欄に

(6) 
記入(増)することによって損益計算に影響せしめない方法をとるととが可能である。

そして固定供用財の取扱いとしてはそれが正しい方法であろうと思う。しかしそれら固定

供用財の造成，大修繕に自家労働や自給物財などが用いられた場合には，それらが購入支

出を伴わないが故に，それらの価値移転によって生ずる固定供用財の価値増加部分を固定

供用財の購入として f財産的支出Jに計上することは許きれない。しかもその価値増加部

分は，そのために費消された内給，白給の要素に対する報酬として当然組所得に計上され

ねばならない性質のものである。したがってそれが国定結果財の増殖と厳格に区別されね

ばならならとすれば，財産台帳において f増殖J欄とは別個にそのような増価分を記入す

る欄が設けられなければならないことになるわけである。

またそれと関連して問題にしておきたいのは，閤定供用財の年度内処分に際して発生す

る利益の取扱いについてである。すなわち固定供用財が年度始価額よりも高い価額で売却

された場合に，その売却価額は財産交替取引として「財産的収入Jに計上されると同時に，

財産台帳の「財産的取引による増減J欄に記入(減〉され，年度始価額との閣に増価分を

示すことになるが，もちろんそれは固定結果財の増殖額を意味するものでは全くない。恐

らくそれは.~年度における減価償却額の過大評価かあるいは特殊な価格変動によっても

たらされたものであり，本来は過年度にまでさかのぼって修正さるべきものであろう。し

かしそれが許されないとすれば， ζの増加分もまた財産台帳において「増殖j欄とは別儲

に設けられた「増価J欄で処理されねばならず，そしてそれは厳密には期間外損益として

(1) 
理解さるべきものであろう。

、以;ニとのように，固定供用財は本来，自らを減耗せしめてその価値を結果財の中に流動せ
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しめるものとして認識されたものであるにも拘らず，実際にはそれらに闘して増価分を認

めねばならない場合がある。そしてそれは明らかに固定結果財に関する増殖額と区別さる

べき性質のものに違いない。したがって自計式農家経済簿の財産台帳において，そのよう

な増価分までが「増殖」欄において処理されているのは，あくまで様式上の便法に過ぎな

い。本来それらは固定結果財増殖額と明確に区別さるべきものであるが，それらが稀にし

か起らないであろうという判断のもとに，別繍を設けるととが節約されたものと理解さる

べきであろう。したがってまたその財産台帳においてとらえられ，そして粗所得に計上さ

れる増殖額は.必ずしも固定結果財増殖額を意味するものではなく，以上に述べたような

固定供用財の増価分をも含んだ広義の増殖・増価額として理解さるべきである。厳密には

決算に際して両者が区別して表示さるべきであるう。さらにそのような増価分の中でも，

期間損益として認められるものと期間外損益として扱わるべきものとが区分して表示され

るのがより厳密な方法であろう 6 また前述したように，農業が土地の植生カを利用した動

植物の生産・増殖というふうに定義される以上，拡張計算の段階において農業組所得を算

出する場合に，それら固定供用財の増価分が除外さるべきととは当然のことと云わなけれ

ばならない。

なお最後に付言しておかなければならないのは，固定供用財と固定結果財とが全く性質

の異なる生産資産として分類され，両者の概念がきわめて明瞭に区別されているにも拘ら

ず，実際にはその判別が必ずしも容易でない場合があり，ことに大家蛮においてそれがみ

られるということである O 例えば，固定供用財とみなされる搾乳牛や役牛などが，その用

役過程中とりわけ用役過程終了直前に短期の肥育過程を経て販売さ抗たり，固定結果財と

みなされる肉牛がその肥育過程において積を分娩するなどのことは，決して例外的な現象

ではない。乳肉兼用，役肉兼用あるいは肥育・繁殖兼用などの飼育形態が意識的にとられ

る場合も，現実にはしばしばみられることなのである O そしてそのような場合には，それ

ら固定財に闘して年聞に発生する価値増減分を，供用財範障と結果財範障とに明別してと

らえることが頗る困難な場合が多いし，全〈不可能だとみられる場合もあるに違いない。

したがって，市価の判断が比較的容易であり，それが社会的にもかなり客観性をもっとみ

られる大家畜の場合には，強いてそれらを供用財，結果財に区別しないつぎのような取扱

い方法が採用されてよいと思われる。すなわち年度始，年度末において一頃ごとの市価評

価を行ない，それぞれについて，年間の増価が認められる場合には f増殖Jとして，減価

が認められる場合には「償却Jとして取扱う方法であり，現実にはζのような方法が笑践
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上の使法として許されねばなるまいし，より現実に即した方法だとも云うことができるで

あろう。

〔注〕

(1)期首，期末に実在する固定財についての一般企業会計と自計式農家経済簿とにおけ

る取扱いの相違は，大槻教授が既に下記論文において詳説されている。農林省農業総

合研究所「農業総合研究J第 19巻第2号所載:大槻正男「農業簿記の理論的研究J
171-174頁，臼本農業経済学会「農業経済研究J第 37巻第5号所載 :大槻正

男 f農業組収益および経営費の両概念とその把握J101-104賞。

(2 )前掲 f農業簿記の理論的研究J177-179頁参照 Q

(3) 関西農業経済学会「農林業問題研究J第 1巻第 5号所載:阿部現耳「増倍増殖に

ついてJ 34-36頁において，阿部氏は普通増殖と特別増殖なる用語を用いてこれ

らを区別している。

(4)企業会計原則(税法と企業会計原則との調整に関する意見書)によれば，企業会計

においても，建設工業等における長期請負工事契約の場合に，工事完了および引渡後

の事業年度において一度に工事収益を計上する代りに，工事遂行の各期間に工事総収

益を適当に配分することが認められている o

なおとのことは，前掲「増価増殖についてJ36頁，ならびに「農林業問題研究j第

2巻第 5号所載，倉田貞「収益と費用の概念J1 2頁でも関説されている。

(5) 前掲「農業簿記の理論的研究j 179頁。

(6 )固定供用財に関する増殖額の記録方法に関しては，京都大学農業簿記研究施設 f自

計式農家経済簿記帳の解説J昭和41年 .30.32.38頁参照。

なお固定供用財の造成，大修繕のための購入支出を d固定供用財の一信購入あるいは

部分的購入とみなす考え方については，前掲「農業簿記の理論的研究J 180頁に示

されている。

(1) 自計式農家経済簿では，土地ならびに有価証券の売却によって生じた損益(年度内

売却価額から年度始価額を差引いた差額)を財産台帳の「増殖j r償却j欄に記入せ

ず，したがってこの損益だけを農家所得に含めず，決算時に「土地・有価証券の売却

による損益」として表示している。もし財産台帳において価格変動によって生じた固

定供用財ならびに有価証券の損益を記入する「増価・減価J繍が設けられるならば，

そのような例外的な取扱いは不必要となる。後述するように，決算時においてか』る

増価・波価分を区別して表示する方法をとるならば，同様の白的を泉し得るはずであ

る。

以上.El計式を中心とする農家経済簿において用いられている託撮・計算上の準則の中

からきわめて特徴的でありかっ重要だと，思われるものをとり出し，それらの設けられた理

由ならびに妥当性について検討を加えてきた。そして従来ともすれば自明のことであり，

J
O
 

zd 



当然だと考えられてきたそれら準則の中に，必ずしも明確な理論的根拠によらず，単なる

便法として設けられたものも少なくなく，そしてそれはそれなりに理由の存するととも説

明してきた。ここで重要だと思われることは，その準則が十分な理論的根拠をもち，それ

故に当然だと考えられる場合と，十分な理論的根拠をもたず，かなり便宜的に設けられた

場合とでは，それに基づく計算結果の解釈にかなりの栢途をもたらす場合があるというこ

とである。若しその準則がかなりに便宜的なものだとすれば，それに基づく計算結果は，

あくまでその準則を前提として検討されねばならないからである。そのような意味から，

簿記上の諸準則がどのような根拠をもち，いかなる理由によって設けられたかを吟味する

ことは大切なことである o とくに自計式農家経済簿において用いられる独特な準則の中で，

従来その根拠カ也、ずしも明確でなかったものについて，理論的解明を試みようとしたのが

本章のねらいである o
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第 2部 自計式農家経済簿VCi>~ける農業経営計算の考察

農家経済簿が自然人経済である農家経済を記録計算の対象とし，したがってその対象に

は所得面のみならず消費面が含まれ，またその所得商Kは農業以外の種々念所得獲得活動

が含まれるととは第 1部fてないて述べた。そしてそれら諸々の活動は，現実陀農家の同一

主体Kよって支配され，相互に密接左つ念がりをもっために，部門を細分しでも明確陀分

離され難い場合が多い。それ故に自計式農家経済簿では農家経済を所得経済と消費経

済面とK大別し，所得経済面を一括してとらえる農家経済所得簿記の様式をとらざるを得

まかったし，そとに自計式農家経済簿の特色がみられるととも前述した。，、

しかしながら，農家経済簿が農家経済を号録計算の対象とし，その農家経済が主たる所

得源を;農業経営(1:依存する以上，その農業経営K対する吟味が記録結果に基づいて十分を

され得るととが望ましいととは当然であり，ぞれK対する現実の要請が高まりつつあると

とも事実である。したがってまた農家経済簿しその記録計算の様式にないで所得経済萄

を細分し左い農家経済所得簿記の様式をとj)，農家経済全体の把握を第←の任務としをが

らも，その記録結果から農業経営の計算が可鰐まように仕組まれている場合が多い。自計

式農家経済簿(tC;i，'いても，決算後の拡張計算の段階にがいてその計筆様式が用意されガパる。

ぎてしからlrf，農家経済簿の中でとらえられる農業経営とは一体どのように認識され，

決算後に行念われる農業経営計貿とはどのよう左手続きにないて恋され得るのであろうか。

またそとで左される農業経営の計算念いし分析とは，いか左るg的をもってなされるもの

左のであろうか。とのような問題を考察するため(tC，との第2部ではまず農家経済と農業

経営との関係，とく K農家経済の中陀占める農業経営の地位と役割についてヨ考察する。そ

してつぎに農家経済から農業経営をひき出して独立のものとして扱った場合の小農経済的

経営の認識と計算上の問題点について，最後κ農業経営の分析K際して有用だと思われる

b も念成果指擦の意義と役割について，逐次検討を進めてゆきたいと思う。
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農家経済と農業経営第 1章

農家経済K$~ける農業経営の地位と役割第 1節

農業経営が農家経済のし〈みの中でどのよう念地位を占め，いか~る役割を担うかを考

察するKは，図解を通してそのし〈みを観察するのが，より容易であろうと思われる。(t)

農家の経済的し〈みを図解するK先立ち，同じ自然人個Jjl蜂済として最も単純左形を示

すと思われる無産労働者の世帯を例にとり，との経済的し〈みを図解してみると第 1図の
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との図の大円は世帯を表わし，その中の左側半円は所得経済面，右側半円は消費経済留を

表わすものとする。そして所得経済面と消費経済面との間K家族があり，その中の一部が

労働力を念し，外部に労働を提供するととによって労賃収入を得，その所得を消費経済面

K向けて家族全員の生活をまか左うというふうに理解するわけである。

しかし実際には.'労働者の世帯も何がしかの財産を所有する場合が多(，所得の全額を

消費K当てず，一部を預金してその利子を得ているのはど〈一般的であ t，さらtては有価
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証券や不動産を所有し，それによって収入を得ている場合もみられる。 ζのように労賃以

外K財産の利用によって収入を得ている世帯の場合を図解してみると第2図のよう陀在る。

す左わち所得経済面と消費経済面との間十乞家族と財産が入れ労賃収入と財産利用収入と

がその世帯の所得を~し，それが家族の消費に当てられるととにまる。そして所得が家計
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財産をもっ労働者世帯の経済的し〈み第 2図

費を上回る場合にはその余剰分、が財産の蓄積に向けられ，逆に下回る場合はその不足分だ

け財産の縮小をもたらすこと陀念るというふうに;理解するととができる。

つぎに自家の労働や財産を外部K提供して収入を得るという仕方では念し?と，それらを

とれを図解ナ自家経済内の営業に利用し，それを通して所得をあげる世帯の場合を考え，

れば第5図のようK左る。との図では，所得経済を表わす左側半円の中に拾かれた小円が，

その営業部門を表わすものとする。との場合は家族労働と自家の財産とが自家営業のため

K利用され，その営業を通して得られた所得が家族の消費あるいは財産の蓄積に向けられ

るわけである。そしてとの営業所得というのは，外部に販売された商品の売上げから営業

との営業に用いられた家族労働のために外部に支払われた諸経費を差引いた差額であれ

と自家財産(資本)の働きに対する報酬を意味するものである。

以上位，一般K世帯とも呼ばれる自然人個別経済のし〈みを所得経済面と消費経済商と

t亡分け，所得経済面~j:，'ける活動を労賃収入によるもの，財産矛1周収入Kよるもの，営業

収入によるものというふうに分類して図解してみたσ しかし実際Kはζれらの一つだけK
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依存する世帯は少念(，こっ左いし三つの組合わせに依存している場合が多いと考えられ

る。そしてとのよう念分類からすれば，農家は営業による世帯に属するわけであるが，農

家の場合も，実際には多かれ少念かれ労賃収入や財産矛阿収入にも依存しているのが一般
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であると去ってよい。 ζのような一般農家の経済的し〈みを図解してみると第4図の工う

K左り，前に示した第2図と第3図を合成し，営業を農業経営とすればほほとの図ができ

上るわけである。加えて農業経営から消費経済に向かつてヲiかれた実線と，それに平行し

て逆方向に引かれた点線とが措かれているのは，農産物の家計仕向部分を意味するもので

ある。そして第1部でも述べたように，との家計仕向額は，所得経済面Uてないて所得を構

成すると同時代，消費経済面?とないで家計費の内容をなすものでもあるわけであるo

このよう陀農家の所得は，農業経営から得られる所得と，労働や財産を外部に提供する

ζ とKよって得られる所得とから在っている場合が多<.それらを合せた農家所得が消費

経済面に向けられて家族の生活費をまか左うわけである。まなとのほかに林業や漁業ある

いは機業その他製造業念ど，他の営業をあわせもつ兼業農家もあるが，その場合には左側

半円(所得経済面)の中にそれら営業を表わすもう一つの小円を播〈とと Uてよって，同じ

ように説明するととができるはずである。またとの習では鰐単化のために，農業所得が農

産物の康売収入と家計仕向を加えたものから農業支出を差引いたものとして示されている

が，期間言時草vc:10'ける農業所得を正しくとらえるためには，よ b複雑念言七~が必要である。

その複雑なし〈みが農家経済経営としての農業経営の特色でもあるととは，第 1部にかい

て述べたし，その計算手続きについては次節で詳述する。

以上のようK農家経済のしくみを図解陀よって観察してみると，個別農家Kよって営ま

れる農業経営が農家経済の中でどのよう在地位を占め，いかなる役割を担うものであるか

を，かをり明瞭陀理解することができるであろう。ナ左わち農業樫営は，農家経済を所得

経済面と消費経済面と K二分した場合の所得経済面の中のー営業部門として位置し，母体

経済である農家経済が所有する労働力念らびに財産の利用の場であると同時に，それらの

働きに対する報酬としての所得を獲得するための手段であることが知られる。そしてその

農莱経営に沿いて用いられる家族労働力や財産は，農業経営以外の面にも利用の機会が開

かれ，それらKよっても所得を得るζ とが可能念場合が多い。したがって農業経営は農家

にとって重要な所得獲得の手段ではあるが，決して唯一の手段では念<，農家経済VC:10'け

る所得経済活動の目標が農家所得のi短大になかれるとすれば，それを高めるための手段に

過ぎないζ とが理解されねば念ら念い。

またとのようKして得られた農家所得は，消費経済面に向けられて家族員全体の消費欲

求の充足K当てられるが，それをまかなって余りある場合は，その余剰分が財産の蓄積

(投資~らびK貯蓄 )VC向けられることも，図K よって明らかである。そしてとの場合の財
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君主蓄積も長期的には家族の消費欲求充足を意図するものであり，所得経済面に沿けるすべ

ての活動は，直接的Kは所得の極大を目標としながらも究極的には家族の欲求充足を目標

としているととを，十分認識する必要があろう。というのは，所得経済面のg標と考えら

れる農家所得極大への努力と，農家経済突輝の目標と考えられる家族の欲求充足極大への

努力とが相矛盾し競合するととも，しばしば起り得るからである。その場合κ所得経済面

が農家経済の一部面K過ぎず，部分の目標が全体の目標に従属すべき ζ とは当然と云わ念

ければならない。(2)

念:1~消費経済面も，図解の上では所得経済面と同じ〈農家経済の一部面を念すものであ

るが，厳密にはとれを本来的念消費と家事行為とのこつの部分に分けて考える必要がある。

農家経済全体の究極呂標がなかれるのはその前者であって，後者は所得経済面とならんで

前者K従属する部分であると考えるのがよ b適切であり，とのととは第 1部にかいても述

べたととろである。

〔注〕

(1) ζれら図解Kついては，拙著「農家の経営診断入門」昭和39年;第2章を参照・

友会図解のアイデアは，大槻正男著「農業経営の基礎概念J昭和29年 58頁から

得た。

(勾 農家経済が所有する家族労働力や賃金は，所得獲得活動にのみ利用されるものでは

~ <，家事労働にも，さらには消費行為そのものにも向けるととができるものである。

したがってそれら三者は，家族の欲求充足極大を白的とした労働や資金の利用VC :1~い

て代替関係を示すものであり，農家所得の権大が必ずしも家族の欲求充足極大を意味

し~いわけである。例えばある時間の労働を所得活動に向けるととK よって得られる

追加所得の効用が，その労働時間のもたらす非効用あるいは家事活動や消費そのもの

に向けることKよって得られる効用ょ bも小さい場合1fC，その所得増加は欲求充足の

増加を意味し念いわけであ h 同様のととは資金の場合Kも云い得るととである。

第2節農業所得の意味と計算上の問題点

農家経済Kかける所得経済面の直接的左目標が農家所得にかかれ，その農家所得は農業

所得と農外所得とから念れその農業所得を獲得する手段として所得経済面の中K位置す

る営業部門が，農家経済簿のし〈みの中でとらえられる農業経営であることは，前節Kな

いて述べた。したがって農家経済簿Kかいて求められる農業所得は，農家所得を農業と農
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外とK分割した場合の前者を指し，農家所得の分割額としてとらえられるものである。し

たがってその大きさは，農家所得から農外所得を控除して算出されるか，あるいは農家経1

済の粗所得ならびκ所得的失費を農業・農外に分割してそれぞれの農業分を農業粗所得，

農業所得的失費としてとらえ，両者の差引きKよって算出されるものである。

自計式農家経済簿では，農家経済決算後の拡張計算の段階 lf(;t，~いてそれらの計算様式が

示されているが，そとでは粗所得念らびに所得的失費をそれぞれ種目どとに分割し，各種

目どとに農業分をもとめて集計するととによって農業粗所得と農業所得的失費とを計算す

るし〈みKできてWる。そして種目どとの分割に際しては，粗所得の内容をさらに所千朝令

総収入(所得的収入十家計仕向額)，流動結果財増加額，国定資産増殖額に介類し，所得

的失費の内容を所得的支出，流動供用財減少額，固定資産償却額，をか左い支拾額』て分類

してとらえるし〈みと在っている。(1) したがって自計式農家経済績のしくみから辱梁所

得の計算手続きを導き，とれを算式で示すとつぎのように在る。

農業粗所得=農業所得的総収入+農業流動結果財増加額十農業固定資産増殖額

農業所得的失費:農業所得的支出斗農業流動供用財減少積十農業固定資産償却額

十農業主か念い支給額

農業所得=農業粗所得一農業所得的失費

そして以上に掲げた算式は，農家経済決算になける算式と全〈同形式のものであれそ

れぞれの項目Kついて農業分だけをとらえたものに過ぎず，そのととはとりも直さず，農

業所得が農家所得の分割概念である ζ とを示すものでもある。

もちろん以上のよう左計算手続きは，農家経済の決算後にbいて初めて可能11:1.1:るもの

とは限らず，記録計算の様式によっては決算と同時11:，あるいはそれ以前陀かいても可能

である。しかしそのため陀は取引の記長まに際して農業・農外を明確に区分した種目分類が

2とされねば左らず，そのζ とが煩雑1.1:ばかりか，種目によっては農業・農外の分割記入が

国難;1:ものもあるために，自言十式農家経済簿では決算後その結果に基づいて以上のよう左

計算手続きがとられているわけTである。しかし何れにせよ，農業所得の計算に際して直面

し左ければなら左いのは，粗所得，所得的失費の内容項目について農業分をいかKしてと

らえるかという問題である。

先ず粗所得の面から考えると，所得的総収入については種目が主として部門別K分類さ
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れているために，農業・農外の種目分類が比較的明瞭であれ両者への分割が必要とされ

るのは「加工収入Jと「雑収入Jぐらいのものであるoまた流動せ果財増加額についても，

財産台張集計の際に流動結果財として扱われたものだけがととでの対象と左れそすLらの

中から農業分をとり出すととは容易である。えだ固定資産増殖額Vてついては，第1部第2

宝きで述べたよう(rC，土地，建物，大機具をど固定供用財K関する増殖額がとの中K含まれ

ているために，とれらを農業分から除外する必要があるが，それ以外の増殖額Kついては

農業・農外の判別が比較的容易である。

とれに対して所得的失費の場合には，所得的支出の種目分類が部門別では会〈主として

費目別K行念われているため(rC， r肥料費Jr農用薬剤費Jr水利費J~ど明らかに農業

分とみ左される種目以外は，農業・農外への分割が必要である。と、とに農業以外の営業部

門を持つ場合Kは，それらの分割がか左り煩雑と在るし，それを正確念らしむるためには

労働日記帳や現物受払い帳左どの補助簿の整備が必要である。と〈にしばしば問題となる

のは「負債利子」と「租税公課」の取扱いであり，とれらの問題についてはさらK検討を

加えるととにしたい。なな流動供用財減少額，固定資産償却額，まか~\パ支給額について

は，財産台張あるいは労働日記帳K沿いてそれらの農業・度外介が比較的明瞭に区分され

る場合が多<，その場合にはそれら農業分の計測が容易である。もっとも流動員オ，固定財

について農業・農外兼用のものがある場合(rC，それらの農業負担分が計算されねIrf左ら念

いととは云うをでも念い。(2) 

ととろで前述した「負債利子Jの取扱いにつhてであるが，ととで問題としたいのは，

自計式農家経済簿や農林省農家経済調査にbいて「負債利子Jが全額農外負担として取扱

われている理由左らびtてその妥当性についてである。 (3)

その負債が明らかに農業経営K用いられたものである会らぽ，それに要する支払h矛IJ子

は当然農業経営が負担すべきものであろう。またその負債が消費生活に当てられたもので

ある念らば，その赤li子は当然家計費v<::;t，~\Aて支払わるべきであるという考え方ができょう。

そのよう5左取扱いが理論的K正しいととは明らかである。しかしながらそのよう左取扱い

が現実の農家経済経営にがいて妥当性をもっためKは，少左〈もつぎの前提条件がみたさ

れまければ左ら左い。すなわち農業用，兼業用，家計用の資金がそれぞれ明確K分離され

た状態で管理されているという前提条件である。ととるがわが国農家の現状κ辛子いてはそ

のようを条件カヰまとんどみたされてbらず，それぞれの用途が区別されまいままに現金が

同一財布(rC:t~いて，預金が同一通張tてないで保管されているのが，--.11皮であると去ってよ
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い。したがって自計式農家経済簿十てかいては，第 1部でも述べたように，消費経積面Uてを

いて現金，預金を含めた財産の所有を一切認め左いという前提が設けられているし，また

預金K対する利子収入も，農業・農外の区分が困難な放にすべて所得経済面の農外収入と

して扱わざるを得念い現状にある。(4) とする念らば負債利子についても同様の扱いをす

る必要があろうし，たといその負債の用途が明確念場合であっても，負債不j子についてだ

け異走った取扱いをするととが妥当だとはみ念され念い筈である。したがって農家経済簿

Kないては，資金一切を運用する特別念部門を所得経済面の中に想定してとれを農外部門

として扱い，預貯金，貸付金に対する利子収入念らびに負債に対する利子支出は一切その

部門(tL:j:，~いて処理されるというふう K取扱うのがより現実的であろう。そのよう念取扱い

が農家の主観的念恋意性を排!徐する意味からもより適切だと考えられるわけである。

つぎに「租税公課jの取扱いについてであるが，租税公課が農家経済から外部K支払わ

れるものであり，所得的失費十て計上される以上，農業経営K関連して生ずる租税公課がす

べて農業所得的失費の中に含めらるべきは当然のととであろう。ただ農業経営に関連する

租税公課について考慮し老ければなら左hと思われるのは，その中にか~!:J性質の異左る

ものが含まれて:j:，~ t ，少左〈もつぎの二種類K区別して取扱う必要があろうというととで

ある。す念わちそのー穫は，農業経営の運営あるいはそのために用いる財の所有に対して

課せられるもの一例えば農業関係の組合費，土雄政良費，固定資産税，自動車税左ど

ーであ!:J，他の一種は農業経営の成果K対して謀せられるものー農業所得税や住民税(5)

ーである。

もとより，農家所得がその農家の可処分所得を指し，したがってまた農業所得が農業か

ら得られる可処分所得を意味すべきものとする念らば，上記二種の租税公課が何れも農業

所得的失費に含まれるべきととは当然である。しかしながら農業所得は必ずしもそのよう

念ものとして算出さるべきものでは左<，課税対象としての農業所得す念わち税引前の農

業所得を算出するζ とにも十分意味があるし，現実にはむしろその方がよ b重視されてい

ると云ってよいであろう。そしてその場合には当然，前記後者の所得税，住民税念どが農

業所得的失費から除外されねばならないが，前者は農業経営K必要念経費として農業所得

的失費に計上されねばならず，そのような意味から租税公謀を前記のこ濯に分類して考え

る必要があるわけである。

自計式農家経済簿の拡張討算(tL$'"いて租税公課を前記二種のものに分類し，農業所得的

失費の算出に際し前者の租税公課のみを計上する手続きをとっているのは，とのよう念考
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(6) 
え方によるものと理解される。 もっとも，その場合K農業所得的失費の中K含まるべき

前者の租税公課が，農業負担分だけを意味し，ぞれがそれぞれの租税公課K農業負担率

を乗じて求められるものであるととは云うまでもない。これに対し「農家経済調査報告J

をはじめとする農林省各種農業統計にがいては，租税公課がその種類の如何を問わず一括

して扱われてな!1，農業所得の算出過程にかいてそれらが一切差引かれていをい。(1)その

ようκして求められた農業所得が，可処分所得はもちろん，課税対象としての農業所得を

意味するものでも老いととは明らかである。そのように取扱った理由としては， r租税公

課がーカ網間の経営経済の結果として，農家が実現した所得より一括控除される部分であ

るから，とれを分割して農業経営費に計上する ζとは適切で念いJととが記されている。

しかしとのととは明らかに先に分類した後者の租税公課に対して云わるべきととであれ

租税公課全体に対して当でよままるととでは左いoきらK考えられる理由としては，恐ら〈

租税公課が農業・農外に分割し難い事情があげられるに違い念h。しかし左がら租税公課

全体について左らともかく，前記の二種K分類して前者のみを問題Kするのであれば，農

業・農外への分割は決して調難では設い。同様のことは所得的失費、3他の種目ナ念わち建

物愛，機具費，光熱費まどについても，あるいは土地，建物左どの資産についても行なわ

れていることであれ農業経営の運営や所有資産に関して生ずる租税公課は，当然農業所

得的失費に計上されるべきもの&考えられる。

らL上「負債利子」と「租説公課Jの問題をと 0'(とりあげ，負債利子については T それ

が農業所得的失費から除外される理由と現実にかけるその妥当性とについて考察し，租税

公課Kついては，それが性質の異まるこつの範臆に分けられ，課税農業所得を求める場合

tてその一種が農外失費として扱わるべきととを考察してきた。

か〈して以上の考察から知られるよう¥'C.自言十式農家経済簿Kかける所得経済面を農業

と農外とκ分割する場合の農外とは，決して狭義の兼業部門を意味するものでは念い。例

えば上述の預金利子収入や負債利子支出，所得税支出まどは一切農外として扱われ，さら

K固定供用財の増殖額や家計用品の売却収入念どをも農外に含めて考えるように，農業以

外の一切の所得活動を含めた広義の農外を意味しているのである。したがって農家所得を

農業所得と農外所得とに分割する場合の農外所得とは，農業所得以外のすべての所得を含

めた広義の農外所得を意味するものであるととが理解されねば念ら左h。またその場合の

農業所得は課税農業所得を意味するものであって，可処分所得としての農業所得を求める

場合Kは，租税公課のすべてKついて農業負担分が考慮されねば左ら念いζ とは，前述し
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たと ζ ろでるる。しかし何れにせよ，とのよう托して求められる農業所得が，自然人経済

で多る農家への介配額(人的分配額)である農家所得の分割概念であるととには違いをい。

そしてそれは，次章で述べるよう左独立体としての農業経営の要素機能に対する帰属額

(機能的分配額〉を意味する農業純収益とは区別さるべき概念であるととも，十分認識さ

るべきであろう。(8)

〔注]

(1)京都大学農業簿記研究施設編「白計式農家経済簿;台帳J昭和41年46.......49頁参

照。

(2)農業粗所得左らびK農業所得的失費の計算方法については，京都大学農業簿記研究施

設繍「自計式農家経済簿記帳の解説J6 2， 63頁参照。

(3)前掲{自計式農家経済簿;台帳J49頁念らびに農林省「農家経済価値統計;昭和38

年度J24頁参照。

(4)白言十式農家経済簿の拡張計算Uてがける「所得的総収入Jの農業・農外分類Uてがいて，

利子収入を含む「財産利用収入Jは全額農外分として取扱われている。前掲「自言十式

農家経済簿;台帳J4 7頁参照。

(5)住民税の内容は所得割と戸数割とに分かれ，その前者が成果K関するものである。

(。大規正男著「農業簿記J昭和38年， 166， 167頁左らびK前掲「自計式農家経済

簿;台帳J49，51頁参照。

(7)前掲「農家経済価値統計J6，20，21頁参照。

(8)人的分配と機能的分配の概念については，大槻正男著「農業経営の基礎概念」昭和

29年， 235頁に示されている。

以上本主きでは，まず農家経済の中に占める農業経営の地位と役割について考え，つぎtて

その成果としての農業所得の意味と計算上の問題点陀ついて検討を加えてきたが，ととで

の考察は，あ〈まで農家の私経済的見地に立ち，農家経済簿のしくみの中で農業経営をと

らえようとする考察でしか念かった。しかし農業経営の認識の仕方は，たといそれが農家

経済簿の結果K基づいて念されるものであっても，ととでの考察で示されたものにとどま

らず，それぞれのB的に応じた種々の視点からのとらえ方が可能であり，それぞれに意味

をもつものである。次章では農業経営を独立の組織体として認識した場合の考え方，こと

に小農経済的経営と呼ばれるものの認識と計測陀関して考察を進めてみたいと思う。
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第 2章小長経済的経営の認識と計測

第 1節独立体としての農業経営の認識

わが閣にみられる農業経営の大多数は，自然人経済である個別農家によって営まれるい

わゆる家族経営である。 ζのよう念形態は恐ら〈今後もわが国農業経営の支配的形態とし

て続〈であろうし，規模の差とそあれ，欧米諸国にみられる農業経営の一般的形態でもあ

る。そしてそのよう念農業経営を農家経済のし〈みの中で位置づけ，農家の動機理解から，

究極的Kは家族の欲求充足，直接的には所得獲得の手段としてとらえたのが，前章Vてお吋ナ

る考察の結果であった。

たしかに農業経営をわが国の茨実に即してとらえ，農家の動機理解の立場から考えよう

とする限!J，そのよう走認識の仕方は必要であるし，正しいものに違い念い。しかし左が

ら人間の行動あるいは社会現象のすべてが，いちいちその動機理解からせる究極の目標に

照らして判断されることは事実上不可能念場合が多しよしんば可能であるにしても，そ

の方法が最も的確であb実践的であるとは隈らない。それが生産的活動であれ消費的活動

であれ，日々の人間の行動はそれぞれK違った直接的念目標をもっ場合が多い。それらは

段階的κより高次左，そして究極的Kは最高次の同一包擦につ左がるものであるにしても，

直接的Kはより低次念それぞれの目標に照準をなき，それKよって行動が左右されている

のが現実であるといってよい。したがって社会現象の観察に当って，ととKそれを局部的

により詳細に検討しようとすればするほど，それぞれに対する直接的左目標を考え，それ

に照らして観察，判断するととが必要とされようし，そのととが現実を解明するためによ

り的確であ b実践的であると考えられる場合が多いっ少左〈も段階的念接近方法としてそ

れが有用であることは，誰もが否定でき左いであろう。

自然科学κ沿いてはもちろん，社会科学の研究分野κないても，それが数多の部門に細

分され，それぞれの分野で直接的念呂標をとらえて研究上の組職体系が作られて;t>!J ，そ

れぞれに有用念役割を果してきているのも，とのよう念事情を裏書きするものと云えよう。

ただ注意されなければ念ら老いのは，研究の対象が分化，抽象化され，その箆囲が隈定さ
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れるKつれて，現実の事象から遠ざかる場合が多(，その結果を現実に適用する場合Kは，

ぞれκ応じた総合化，具体化が一層配慮されねば念ら念いというととである。ともすれば

その面の配慮が不足するために，研究成果の現実への適用が疑問視され，さらUては研究の

意義自体さえもが問題tてされる ζ とも起り得るととである@

以上のととは，農家経済あるいは農業経営の考察K当っても決して例外ではをい。農業

経営をそれを内包する農家経済のし〈みの中でとらえ，農家主体の動機理解の立場から考

察するととはもちろん大切念ととであるが，そのよう念考察をより具体的，客観的走らし

めるためにも，農業経営を農家経済から抽出し，独立のものとして考察するととが必要で

あれ有用であろうと思われる。そしてそのととは，農業経営の認識だけにとどまらず，

農業経営の分析をより詳細に行左うために必要とされる部門分析Kついても同じく云える

ととでおる。

さらにそのような取扱いが必要とされ，有用とされるのは，農業経営の比較考察十てがい

てである。農業経営の合理性あるいは有利性を4"lJ断するためには，種々念苗での経営問比

較が必要とされるし，それは第三者の客親的7J:考察のためばかりで念しそれぞれの経営

を営む農家の主観的左判断のため陀も必要とされるに遠いまい。そしてそのよう念比較考

量をできるだけ具体的，客観的念尺度でもって行左うためKは，農業経営が同じ約束のも

とで独立の組識をもつものとして認識されることが望ましいととは云うまでも左い。と〈

にそのととは， 11毘別農家十てよって営まれる以外の農業経営をも比較対象として考えるとき

に，一層必要とされるであろう。

もちろんとのよう左取扱い，す念わち現実には農家経済の内部で営まれている農業経営

をそとから抽出して独立の組蟻体として認識する取扱いが，あ (1で研究上の擬制的7J:取

扱いK過ぎ念いととは云うまでも7J:い。したがってそのよう念取扱いは，それだけ現実か

ら遠ざかるととに念!J.その考察結果をふたたび現実にひき戻して農家経構内部で適用し

ようとする場合Kは，それが農家経済の究極的念毘標K照らして判断されねばなら念いの

は当然である。しかしそのととが.，とのようま取扱hの実践性を弱めるととには念らず，

むしろとのよう念段階をふむとと K工ってとそ，農家の判断vc資するよタ実用的念手段が

提供され得るものと考えられるわけである。

もっとも，以上の見地から農業経営を独立の組織体として認識する場合にも，その方法

は一様K定められているわけでは左い。分析目的の相違によって農業経営の目標や経営体

の認識の仕方は異走れそしてそれらはそれぞれに意味をもつものである。本章ではとれ
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らのうちと(!'L小農経済的経営と呼ばれるものをとりあげ，その経営体ならびに経営目標ぃ

K関する認識と計調IJ上の問題点について考察を加えてみたい。

第 2節小農経済的経営の経営体と経営目標

一農業所得と小農経済的純収益の吟味一

農業経営を独立の組識体として取扱う以上，したがってそれが現実には個別農家によっ

て営まれ農家経済に内包されるものであっても，それを農家経済の中からひき出して独立

のものとして扱う以上，農業経営をどのよう念ものとして認識するかはそれぞれの分析目

的Kしたがうものであって，もはや農家の主体的動機あるいは私経済的見地によって拘束

されるものでは左い。したがって農業経営の認識方法は，その分析目的にしたがって艶蚤

りもの方法があれその分析目的K意味がある眠り，それに応じた認識方法もまたそれぞ

れ意味のあるものと念ろう。しかし左がら前述したよう!'L，それらの認識方法は何れも多

かれ少~かれ擬制をともなった研究上の認識方法である。それだけにその認識方法やそれ

K基づ〈分析結果の考察に際しては，現実との関連が十分吟味されねば念らず，その関連

を明らかにするととは， ζとK実践的念見地から重要である。したがってまた農業控営を

独立のものとして認識する場合にも，まずそれをできるだ、け現実に接近した形でとらえよ

うとする努力がをされるのは当然であ þ ，そのよう~ものとして認識されたのが， ζζで

(I) 述べる小農経済的経営あるいは農家経済的経営と呼ばれるものである。

す念わち小農経済的経営とか農家経済的経営とか呼ばれるものは，それを独立の組議体

として扱い念がらも，農家経済の中に内包される所得獲得手段としての農業経営にできる

だけ接近させてとらえようとするものである。したがってその成果目標としての純収益は，

農家経済Kかける農業所得に最も近いものとしてはあ〈できるように認識されるわけである。

このようK認識された農業経営を図解で示すと第5図のようになる。その経営体を構成

する要素は，現実にそれを内包する農家経済の家族農業労働力ならびに所有農業資本(土

地を含む)ということにをわそれら要素の働きに対する報酬として純収益が求められる

ととに念る。す念わちとの場合従経営体を念す労働力(家族農業労働力)と資本(自作農

用地左らびK所有農業資本財資本)とは，母体経済である農家から出資されたもののよう

に取扱い，それら要素から湧出する労働と資本用役(土地用役ならびに資本財用役)とが
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小農経済的経営の図解第 5図

外給の用役左らびに物財と結合されて，その経営の永続的念生産を行まうというふうにみ

るわけである。そしてそれら生産の結果として得られた粗収益から経営費(外給用役費・

物財費〉を差引いた残余収益が，小農経済的純収益と呼ばれ，経営体ををす労働力と資本

の働きに対して帰属する成果目標として理解されるわけである。とれを算式で表わすとつ

ぎのように走る。

小農経済的純収益=農業粗収益一小農経済的経営費
(2) 

=農業粗収益ー(物財費十借入地地代+麗用労賃十租税公課)

とのようKして求められる小農経済的純収益は，その母体経済である農家の家族農業労

働力~らびに所有農業資本の働きに対して帰属するものであるから，その大きさは農家経

済計算?とないて求められる農業所得の大きさとほ Y一致する場合が多しそれだけK現実

への適用も容易だと考えられるわけである。

しかし念がら， ζ とで求められる小農経済的純収益と農家経済計算fてないて求められる

農業所得とは，その性質にかいて異なるものであれその大きさについても常に一致する
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ものとは限ら衣い。純収益とは独立の組織体として認識された経営の要素機能K対する帰

属額(機能的介配額)を表わすのK対し，所得とはそれぞれの要素の所有者としての自然

人経済に対する分配額(人的分配額)を示すものだからであわその大きさが一致する場

合であっても概念上は区別さるべきものでるる。 (3)またその大きさKついても，農家経

携が農業経営以外の営業部門をもち，農業・兼業の聞に生産物の仕向け関係がみられる場

合Vては，明らかに相違を示す。自計式農家経済簿vC:l:.~ける計算手続きによって，農業所得

と小農経済的純収益との関係を示すと，つぎのようKなる O (4) 

農業所得=農業組所得一農業所得的失費 あるいは 農家所得田農外所得

小農経済的純収益=農業粗収益一小農経済的経営費

そして

農業粗収益弓農業粗所得→農業より兼業への仕向額

小農経済的経営費=農業所得的失費+兼業より農業への仕向額

すなわち農業所得とは，前章でも述べたように，農家所得を農業から得られたもの(農

業所得)とそれ以外から得られたもの(農外所得)とに分割する場合の前者を指すもので

ある。したがってそれは農家所得から農外所得を控除するととによって算出されるか，農

業粗所得から農業所得的失費を差引くととによって算出されるものである。そしてその場

合の農業粗所得念らびに農業所得的失費というのしそれぞれ農家経済計算になける札所

得念らびに所得的失費を農業・農外K分割した場合の前者を意味するものである。したが

ってこの農業粗所得や農業所得的失費は，農業経営を独立体とみなした場合の粗生産価額

を表わす農業粗収益やそのための経営費とは遣った概念のものであり，それぞれの大きさ

Kかいても必ずしも一致するとは限ら左いわけである。

例えば農家が農業経営以外にある穫の兼業(林業，製茶業~ e)を営み，農業生産物

の一部を兼業の原材料として利用したとしよう。との場合その農業生産物は仕向時点K辛子

いて粗所得を形成するわけでは念しそれらを用いて生産された兼業生産物が販売もしく

は家計仕向けされた時に所得的総収入として，あるいは年度末tてないて増殖・増加額とし

て粗所得に加えられるととになる。したがって粗所得を農業粗所得と農外粗所得とに分割

してとらえる場合(tC，兼業K仕向けられたその農業生態物価額は農業粗所得K算入されず，

それが変形した兼業生産物の価額として農外粗所得の中に含められる ζ とK左る。しかし

-54開



~がら農業経営を農家経済からひき出して独立のものとして取扱う以上，兼業に仕向けら

れたその農業生産物は当然農業経営の成果であれ農業粗収益の中に算入さるべきもので

ある。自計式農家経済簿K;}'~ける農業経営計算の手続き K;}'~lAて，前述の如〈

農業粗収益=農業粗所得→農業より兼業への仕向額

という算式が設けられるのは，とのためである。

同様のととは農業所得的失費代ついても云える ζ とである。兼業部門から農業経営K仕

向けられた原材料がある場合K，その価値移転額がやがて農業粗所得K算入されるにもか

かわらず，その仕向額は農業所得的失費に含まれないとと K~るが，独立体とみ念された

農業経営K;}'~いては，その仕向価額が当然物財費として経営費の中に含められるべきもの

である。したがって

小農経済的経営費=農業所側失費+兼業より農業への仕向額

という算式が設けられるわけである。

そして小農経済的純収益とは，以上のようにして算出された農業粗収益から小農経済的

経営費を差引いて求められるものであり，農業粗所得から農業所得的失費を差引いて求め

られる農業所得とは，その概念Vてがいて異をるばかりで左<，その大きさK於いても必ず

しも一致し左いもの左のである。

しかし農家が，農業との間に仕向関係のある兼業部門をもた左い場合には，小農経積的

純収主主と農業所得とがその大きさtてないで一致する。そして現実にはそのような場合が多

しかな b一般的だとみられるために，農業経営を独立体として扱う場合にも， ζのよう

念小農経済的経営の認識方法がより現実的であり，実践的であるとみ念されるわけである G

と同時K.それ故にとそ警戒し;7ければ念ら設いととは，その大きさが多くの場合一致す

る故をもって農業所得と小農経済的純収益とが混同されやすし両者が同一概念のものの

ようにみなされるととである。

「農家経揖調査報告Jをはじめ，農林省の各種農業統計Vてないて

農業粗収益ー農業経営費=農業所得

という算式が用いられているのもそれである。本来それは

農業粗所得一農業所得的失費=農業所得

あるいは

農業粗収益ー農業経営費=農業純収益

として示さるべきものであり，その場合の農業純収益は，経営体をどのようK想定し，し
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たがってまた農業経営費の内容をどのように規定するかによって異念るものであるから，

そのよう念経営概念を明記して表示さるべきものであろうo(5) 

〔注〕

(1)大槻正男著「農業経営の基礎概念J昭和29年. 8 1. 86頁ならびK大槻正男博士

還暦記念出版「農業経営経済学の研究J昭和33年所載，拙稿「農業経営学tてかける

経営体の認識と計測についてJ100頁を参照。

(局前掲「農業経営の基礎概念J86頁では， ζとに云う小農経済的経営を「現実の農家

経済的経営Jと呼ぴ，その場合の経営費陀は借入資本利子が含まれているが，ととで

それを除外した理由については後述する。 (63頁)をた租税公課Kついても，腔営

費に含まるべきものはその一部であり，その理由についても後述ナる。 (64頁~

65頁〉

(3)所得と純収益の相異に関する詳細は，拙著「農家¢糠営診断入門J昭和39年.130 

-132頁参照。

(4)京都大学農業簿記研究施設編「自計式農家経済簿記帳の解説J60頁参照。念秒間書

では小農経済的純収益の代I)i'l:農業純収益，小農経済的経営費の代f)i'l:農業経営費と

いう用語が用いられているが，それらは同ーの意味をもつものと考えてよい。

(5)農林省「農家経済価値統計;昭和 38年度」で農業粗収益と呼ばれるものの勘定構成

は，農業現金収入，生産現物家計消費額，植物動物増加(価)額，未処分農産物在庫

増加額から成っている(同書 18、19頁参照)。それは明らか陀農家経済計算にが

ける農業粗所得を表わすものであf)，独立体として扱った農業経営の粗収益を意味す

るものでは念い。また農業経営費と呼ばれるものも，その勘定構成は農業現金支出，

矯支給額，減価償却費，農業生産資材在庫減少額から成ってhる(問書20.21王室

参照、)。それは農家経済計算托かける農業所得的失費を表わすものであって，独立体

としての農業経営の経営費を意味するものでは念い。

念会農林省「農業経営調査報告:昭和38年度J6頁では

農業粗収益ー農業経営費二重量業純収益 の算式がみられるが，この場合の農業経

営費には家族労働費が含まれている。したがってとの場合の農業純収益は，次章でと

bあげる農業資本純収益に近いものであれとのことについては再び後述する。

第5節経営体の認識と計測

小農経済的経営の経営体が，現実Kはそれを内包ナる農家経済の家族農業労働力と所有

農業資本とから成払それらはあたかも農家経済から農業経営に出資されたもののようK

扱われ，それらの働きに対して帰属する純収益の極大が経営恩擦とみ念されることは，鵡
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節tとがいて述べた。そしてもちろんとの場合の農業経営は，永続的級紙体として認識され

るものであるから，その経営体を構成する要素は不消耗性の泉源体として認識されるもの

で念ければ左ら念いo したがって経営体を在すものは，用役としての労働では念〈ぞれら

の泉源体としての労働力であり，物財貯源体としての資本財では念〈資本用役泉源体とし

ての資本で左ければ走らないわけである。(1)

さてしからば，小農経済的経営の経営体を左ナ泉源体としての家族農業労働力念らびに

所有農業資本とは，具体的にどのよう念ものとして認識され，計測さるべきもの念のであ

ろうか。

まず家族農業労働力Kついてであるが，労働力は本来可動的まものであり，その利用が

技術的にも経済的Uてもか念り流動的念性質をもつために， ζ とにわが国の農業経営κかい

て家族労働力そのものを経営体としてとらえるととは，認識上可能であっても，計測上す

とぶる困難左ととに違い念い。ナ~わち農家経済陀恥ける家族労働の利用は，労働力単位

どとK完全に分業化し専門化しているわけでは左い。主として農業経営陀従事し左がらも

若干の労働を農外の雇用陀向けるものもあれば，主として農外の勤務あるいは家事代従事

し念がら若干の労働を農業経営に提供するものもあり，~か陀は農業，差是外に相左かばし

て従事するものもあるというふう托，その何れを経営体とみなすべきかの判断は事実上か

左り困難念 ζ とである。

もっとも，年間何日か以上農業経営に従事するものを農業専従者と規定し，とれをもっ

て経営体を在す家族農業労働力とみ在す方法も可能である。そしてそのような方法が農業

経営を独立のものとして扱い，その経営体を左す労働力を泉源体としてとらえるのには適

した方法であると思われる。(z)しかしながら，そのようま方法陀よれば，経営体を念す農

業専従者が労働の一部を外部に提供した場合，その労賃収入は当然経営体に対する報酬を

意味し，その経営の粗収益に計上きれねば走らない。安た経営体以外の家族労働が農業経

営に用いられた場合，その労働費は外給費用として経営費陀計上されねば左ら左いととK

~る。そしてその結果求められる縄収益は，前節で示した小農経済的純収主主とはかをり違

ったものとなるし，また農業専従者の判別基準を何日以上とするかによってその純収益の

大きさがかさHJ左右されることにも左る。したがってそのよう念方法は，農業経営を自己

完了的独立体として認識，計測する場合に重要念意味をもつものではあるが， ζζ で用い

る小農経済的経営の概念K適合するものでは念しそれに適合する方法としては恐ら〈つ

ぎのよう念認識方法がとられざるを得をいであろう。
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す念わち，経営体を在す家族農業労動力を，その農業経営K用いられた家族労働の泉源

体として認識する方法である。との場合には，労働提供者としての家族を人5JiJvcとらえる

という仕方ではましに，農業経営への労働提供の程度に応じてそれら労働の泉源体をとら

えるという認識方法をとるわけであるo したがってその計測単位も人単位あるいは労働力

単位として示されるのではま(，臼単位あるいは時間単位で表わされる用役量の泉滋体と

して示されることκ左るわけである。そして経営体を念す家族農業労働力をこのよう左も

のとして認識した場合Kはじめて，その経営体に帰属する報酬が前節で示した小農経済的

純収益によって表わされるものとをるわけである。

もっとも，とのよう左労働力のとらえ方が経営体を左す泉源体の正しいとらえ方である

とは考えられず，泉源体の大きさはそれから湧出する用役量によって表わさるべきもので

はを(，泉源体そのものの大きさとして示さるべきものであるKは違いない。しかし設が

ら前述したよう VC ，わが国の農家経済経営VC :j;~いては，家族労働力の利用が労働力単位ど

とK農業経営あるいはその他の部門陀完全に沈下固定される場合はむしろ少左い。したが

って農業経営の経営体として労働力そのものをとらえることが事実上困難念 ζ とであ t，

前節で述べたよう左小農経済的経営の経営体認識には以上のよう左方法をとらざるを得左

かったわけであり，そうした事情K基づく擬制的な認識方法であると理解さるべきであろ

う。

在辛子小農経済的経営の経営体を家族農業労働力と所有農業資本とに分けて認識する場合

の労働力の中Kは，経営を運営するための能力すをわち経営能力とも呼ばるべき要素を含

めて考える必要がある。との要素は経営を支配する主体として最も重要な機能を果すもの

であれ経営体の基本的要素とも考えらるべきものであるが，現実Kは要素量として判別

計測するととが困難左ためK労働力の中K含めて考えられているものである。ととでもと

(VC独立の要素として取扱うことをしなHが，経営体の認識上重要左概念である ζとは強

調して bきたい。

つぎK所有農業資本についてであるが， ζ とに云う農業資本とは農用地を含めた広義の

農業資本を指すものであり，経営体を念す具体的な内容としては，自作農用地と所有農業

資本財とに分けて考察するのがよりι適切かもしれ念 u、左ぜ念ら，土地はそれ自体が不消

耗性の泉源体とみなされるのに対し，資本財は物財の貯源体K過ぎず，不消耗性の泉源体

とみ左されるのは資本財それ自体では主主(，それによって体現される資本であれ土地と

資本財とは，個別経済的見地からは同じ〈資本の具体的内容を念すものであるが，具体財
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としては性質の全〈異なるものだからである。

まず自作農用地についてみるに，土地はそれ自体が不可動的であ t，その利用が技鰍句

にも経済的十とも継続して固定される性質のものであるから，自作農用地そのものを経営体

としてとらえるととは極めて容易である。そしてそれを土地商積として表わすとともでき

るし，その評価額でもって表わされる土地資本として認識するととも可能である。もとよ

れそれが自作農用地である&1:，所有地であっても農業経営以外K用いられる貸付地，

林地，家計用宅地などが除かるべきであれ農用地であっても所有地で左い小作地が徐か

るべき ζ とは云うまでもない。したがって農家経積簿の記帳結果から所有農業資本のうち

の土地資本を求めようとする左ら，財産台帳年度始めの土地評価額から自作農用地分だけ

を拾い出せばよいわけである@また年度内に購入，売却などがある場合の厳密念計測法と

しては，その農用地価額に対して年間保有率(年間の保有月数を 12カ月で割った比率)

を乗ずべきであるが，便法としては農用地の年度始価額と年度末価額との平均をとるとと

も許されてよいであろうっ

同様のととは，農業資本財のうちの固定資本財に関しでも云うととができる。す念わち

農業資本財のうち，農業経営にとってその利用が国定的だとみなされるのは各種固定資本

財であり，それらは短期間K費消し尽されず，価値の流動が比較的長期Kわたるが故に固

定資本財友る名称をもつわけである。したがって経営体を念ナ農業資本財資本を所有農業

固定資本財の在高としてとらえる ζとは十分に意味があるし，その計測も比較的容易であ

る。ただ自作農用地の場合に比べて多少厄介在ととは，財種Kよってその利用が必ずしも

固定してならず，農業・農外兼用のものもあるために，それらについては時間的，空間的

友利用度K応じて農業分を測定する必要があるというととである。

とれに対して流動資本財の場合は，経営体資本としての認識，計測が極めて国難である。

前章(tL;t~ける生産資産の分類にかいて述べたように，流動資本財の中には色々左性質のも

のが含まれでがれその分類も現実Kはか変り便宜的1i基準によらざるを得1iかった。し

たがって例えば小家畜(中小家畜〉や小機具1iどは，その性質上前述の固定質本財とほぼ

同様K取扱うことが許されようが，未販売現物や購入現物衣どは，その在庫期間が多〈の

場合ど〈短期であるために，年度始，年度末の在庫額をもって直ちに年聞の投下資本復と

み在すととは許され念いであろう。例えばミカンなどのように年度始(年度末〉にないて

大量の在庫がしかも一時的にみられる場合，その在庫額を年間の投下資本額とみるととが

誤 bである ζ とは明らかである。また肥料や飼料などの場合，年度始(年度末)の在庫額

向
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は少額であっても年間の費消額は相当主主額にのぼり，それらの投下資本を年度始(年度末)

の在庫額で表わすことには無理があるが，かと云って年間費消額でもって直ちにそれを表

わす ζ とも許され~\ハ。厳密Uては，それぞれの生産部門K使用された肥料や飼料がどれだ

けの期間その生産のためK国定されるかが考慮されねば念らず，それぞれの費消額K年間

固定率を乗じて計算さるべきものでまうる。 (3)そしてその年間司定率は，例えば稲作の元肥

の場合は施肥よ b収獲までの約半年間固定されるが，搾乳牛や採卵鶏の飼料の場合は直ち

K牛乳や鶏卵となって回収されるというように，それぞれの投入時期や生産対象の如何に

よってすべて異なるものである。したがって一生産部門のみを対象とする場合左らともか

ぐ，各種生産部門を含む農業経営計算の段階にかいて，それら購入現物に関する投下資本

(4) 
を厳密K計算するというととは極めて複雑，困難であり，事実上不可能に近い。 した

がって理論的には無理があるが，購入現物の場合にお他の流動資本財と同様年度始(年

度末)在庫額でもって投下資本額を代表させるとh う便法をとらざるを得ず，自言十式農家

経済簿の拡張計算にかいてもそのようま方法がとられているが，あ〈までそれが実用上の

(5) 
便法に過ぎ念いととは云うまでも左い。

以上経営体を左す所有農業資本をその具体的内容に即して自作農用地と所有農業資本

財とに分け，さらに後者を国定資本財と流動資本財とに分けて考察してきた。そして土地

と固定資本財K関しては資本の計測が比較的容易であるが，流動資本財に関してはその厳

密左計測が極めて困難であわしたがって実用的左便法としては，所有農業資本財資本が

一部の未販売現物を除いたそれら資本財の年度始在高あるいは年度始，年度末の在高平均

でもって代表されざるを得念いととを説明してきた。しかしまがら経営体をなす所有農業

資本財資本のはあ〈は，必ずしも具体的念資本財に工るべきではなしそれが農家経済か

らの出資額として明瞭に分離，確定され得る念らば，より望ましいに違い念い。ただわが

国農家の現状I'C::t~いては，農業用資金が明確に分離されていないのが一般であれ自計式

農家経済簿にないても預金利子収入や負債利子支出のすべてを農外部門として扱わざるを

得左かった故!'L.と ζで取扱う小農経済的経営の経営体資本も，その経営に用いられる具

体的念資本財に即して計測せざるを得左かったわけである。しかし左がらそのととは，資

本財そのものが農家経済から出資されたととを意味するものでは決して念<，農家経済か

ら出資されるのはそれら資本財Kよって計測される資本額であり，経営体を念すものが泉

源体としての資本で左ければ走ら念いととは云うまでもない。それ故Vてとそ小農経済的経

営費にはそれら資本財の物財費(固定財の場合は減価償却費)が計上されるわけであり，
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純収益が資本財用役K対してでは念〈資本用役に対して帰属する報酬としてとらえられる

わけである。

つぎにととで問題にしてかきたいのは，小作地の取扱いについてである。小作地の所有

権に関しては理論的にも現実的にも色々問題があれ議論もあるが，農家経済簿の取扱い

では小作地が農家の所有資産とみ念されてい左いのが一般である。(6)したがって小農経済

的経営の経営体資本を農家経済の所有農業資産として認識する以上，小作農用地が経営体

とみ念され友いのは当然のととと云える。しかし念がらわが国の現実の農業経営1'CÌ>~いて

は，その運営面に会いて小作地が自作地と同様K扱われている場合がむしろ一般的と云っ

てよい。したがって農業経営を独立のものとして取扱う場合陀は，小作地をも自作地同様，

経営体K含めて考えるのがよ b現実的であれととに経営聞の比較の場合に有用であろう

という考え方もできるに違い念い。そしてその理由としては，つぎの二つのととが考えら

れる。

一つは土地自体の性質に基づ〈ものである。土地が生産に用いられる場合，その用役の

継続的在使用が必要とされるし，また土地自体が不可動的左ものであるため{rC，その利用

が技術的にも経済的にも経営K沈下田定され易いととは前述した。そしてそのζ とは自作

地K対してだけで左(，小作地に対しでもほぼ同様陀当ては変るというととである。その

こは，とと K現下。農地制度のもとVてがいて，法定小作科が実質的;1:地代を反映するには

余l:J{rCも低〈定められてがれ加えて小作地花対する耕作権ポ保証されているととである。

とのために現実の運営面にかいて小作地と自作地との聞に殆んど差異が意識され念いばか

りか，小作地に対して出5)で述べたよう念表土権としての所有意識さえ持たれている場合

が多いというととである。

したがって若しそのよう左小作地を経営体に含めず，低廉な支払い小作料を経営費に計

上することによって種々念成果指標を求めるとすれば，それらの経営間比較にがいでかな

り奇妙な結果をもたらす場合があるに違い念加。例えば後述するような労働報酬や資本利

回bなどの効率指標の比較にかいて，他の条件を一定とした場合，経営地K占める小作地

割合が高ければ高いほど，その有利性が急速K高室るという結果をもたらす左どである。

もちろん現今の小作関係は，必ずしも法定によるものばかりではましか左り高額念小作

料をともなう所謂ヤミ小作も現実には少左〈念いであろう O しかしそのよう念事実は，小

作地をも経営体として取扱う根拠を否定するものでも左ければ，その必要性を弱めるとと

Kもなら左い。むしろヤミ小作料が法定小作料と隔絶してしかも不統ーに定められている
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が故Kζそ一層，小作地を経営体とみなし，支払い小作料を経営費に計上し左いという取

扱いが，小農経済的経営を独立体とみなし，その分析結果を個別経営聞でよ b客観的K比

較するために必要とされるのではまかろうか。

わが国の個別農家によって営まれる農業経営を対象とする小農経済的経営計算VC$~いて，

家族農業労働力と所有農業資産に加えて小作地をも経営体とみ宏し，したがって支払い小

作料をその経営費かち除外するという取扱わが試みられるのは，らほのよう念理由からで

ある。京都大学農業簿記研究施設Kよる f記帳結果分析報告書Jtrc拾いても，この方法が

永年採用されてきているし(1)また農林省「農業経営調査報告」にかいても，純収益の概

念とそ呉念るが，その経営費K支払い小作料を計上してならず， ζのζ とは小作地を経営

体K含めた取扱いを意味するものと理解してよいでるろう。(8) 

〔注〕

(1)前掲「農業経営の基礎概念J66資に沿いて，大槻教授は資本を資本用役の泉源体，

資本般を資本財用役の貯源体として，それぞれの概念を明確K区別されているo

(2)前掲，拙稿「農業経営学にお漬ける経営体の認識と計測についてJ106頁参照。

(3)とζで用いた固定という用語は，流動財がその経営κ投入されてから生産物に完熟さ

れるまで寝かされるととを意味するものである。

(4)部門資本の計測については，本論文第3部第2章('[$>0て詳述する。

(司前掲「自計式農家経済簿:台帳J50頁，農業資本計算表参照。

(6)現農地法のもとtてがける小作地の所有権は，経済的Kは底土権と表ごと権と K二分でき，

前者は地主VC，後者は小作人K属するものと考えるととができるし，そのよう左考え

方は実態、に即したものであれそれぞれの評価も決して不可能念ととでは念い。にも

かかわらず，自言十式農家経済簿にないて表土権が小作人の所有権として計上され念い

のは，表土権が民法上の物権として認められてい左いζとと，底土権，表土権の分割

評価が困難念場合もか念り存するという理由からであると思われる。

(η京都大学農業簿記研究施設発行「自計式農家経済簿記帳結果分析報告書J， r簡易農

家経済簿記帳結果分析報告書j昭和35年度-40年度参照。

(8)農林省「農業経営調査報告;ー昭和38年度J5，る頁参照。
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第4節経営費計算上の問題点

一小農経済的経営費と農業所得的失費一

つぎfて吟味してみたいと患うのは，自計式農家経済簿fてかける農業経営計算の手続きK

:j;~v>て示されている，小農経済的経営費と農業所得的失費の関係Uてついてである。前述し

たように，そとでは「小農経務的経営費jが「農業所得的失費J+r兼業より農業への仕

向額Jとして示されて:j;>!J ，したがって「兼業主り農業への仕向け」が左い場合κは小農

経済的経営費と農業所得的失費とが同ーの大きさを示すととに左るが，との関係陀ついて

は更に検討を加えてみる必要があるように思われる。

農業所得的失費が農家経済の所得的失費を農業と農外に分割して求められる前者を指し，

その場合に所得的失費を種目別K分類し，あるもの(例えば肥料費，農用薬剤費，小作料

*ど)は全額を農業陀，あるもの(例えば種苗費，原材料費，機具費，光熱費，租税公課

等々)は部分的に農業と農外VC，あるもの(負債利子)は全額を農外K負担させるという

方法がとられているととは，前章Uてないて述べた。そしてそこではと<vc r負債利子jと

「租税公課」の取扱いについて問題とし，検討を加えたが，ことでは，それらの取扱いが，

農業経営を独立体とみ左した小農経済的経営費の場合Kも同様K妥当するものかどうかに

ついて，さら陀検討を加えてみたい。

農業所得的失費の算出vcないて r負債利子Jが全額農外負担として扱われたのは，農

業用資金を明確K区分でき左いわが国農家の現状K基づ〈便法的左処理方法であり，理論

的には農業用負債利子が農業所得的失費の中に含めらるべきととは，前述した。 ζれに対

し，独立体とみ*された小農経済院経営の経営費を考える場合間士、その中K農業用負債

利子を含めるととが理論的K正しいとは必ずしも云い難い。何故老ら，その場合経営体を

をす資本は，農家経済の所有資産によって表わされ，通常それらは具体的念資本財として

認識されるものであって，それらが借入資金κよって調達されたものであろうと，自己資

金によって調達されたものであろうと，農家の所有資産であるととには速い左<，したが

って小農経清的経営の経営体とみ念されることκ変りは設いからである。若しその資本財

が借入資金Kよって調達されたが故VC，それにとも念う利子支出が経営費の中K含めらる

べきものとするなら，もはやその資本財資本が経営体をなさず，農業資本の中から除外さ
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るべきととは極めて明瞭である。また経営体をなす農業資本が，農家経済からの出資額と

して明瞭に分離，確定される場合にも，経営体を在す資本はその出資額であり，その一部

を農家が借入資金によって調達したものであっても，そのための利子支出が経営費K含め

らるべきで念いととは明らかである。(けしたがって，経営体を念す農業資本を具体的念資

本財として認識する場合はもとより，農家の出資額としてとらえる場合Kも，小農経糊令

経営費には負債利子を一切含めないという取扱いが，実用的""見地からだけでなく，理論

的にも正しいと云い得るわけである。

つぎに「租税公課Jの取扱いについてであるが，農業所得的失費の算出にかいて，租税

公課が，農業経営の運営あるいはそのための財の所有に課せられるもの(農業関係組合費，

土地改良費.固定資産税，自動車税念ど)と農業経営の成果陀課せられるもの(農業所得

税，住民税をど)とのこつの錨爵K分けられ，可処分農業所得を求める場合にはその両者

が，課税農業所得を求める場合にはその前者のみが農業所得的失費陀計上さるべきことは，

前章Vてないて述べた。小農経済的経営費の場合に，その前者の中の農業関係組合費や土地

改良資まど，農業経営の運営花関する公課が計上さるべきは当然であれまた後者の所得

税や住民税が計上さるべきで念いζ とは極めて明瞭であろう。問題となるのは前者の中の

固定資産税，自動車税左ど，資産の所有~'C対ナる課説額であ!? ，ζれらを計上すべきか否

かKついてはそれぞれの主張が成立つ。そして計上すべきで左いという主張の根拠は，つ

ぎのようK考える ζ とができる。す念わち農業経営を独立体として取扱う以上，その経営

は農家の所有と一応切離して想定されるものであれしたがって資産の所有に対する課税

額は経営費に算入さるべきではを(，純収益が農家tζ分配されて所得と在る際tて控徐さる

べきであるという根拠である。 (2刷えば土地について考える友らば，経営体としての卦白

に帰属する純収益は固定資産税含みのいわゆる粗地代であり，その粗地代が地主としての

農家K分配され，純地代としての所得を算出する場合に固定資産税が差ヲlかるべきだとい

う見解をとるわけである。そしてとの設例K関する限れその見解に理論的な誤bは左い.

しかしそのようを見解を他の資本財に及ほし，同様友取扱いをするととKは問題がある。

例えば建物に対する固定資産税や自動車税念どを経営費に算入せず，出資主経済である農

家の段階にないて控除すべきものとする念らtif，それはと bも直さず，農家の所有する建

物や自動車""どが具体質オとして経営K出資されたζ とを意味するととにまる。しかし左が

ら永続的な組織体としての農業経営の経営体をなすものは，不消耗性の泉漆体で左ければ

念らず，たといそれが現実には具体的走資本財の形をとり，またそのようなものとして計
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測されるにしても，経営体をますのはそれら資本財K体現された資本で念ければ念ら設

い。それ故Kとそ，それら資本財の減耗補償部分が減価償却費として経営費に計上茸1溺:Jt

勺あと1Ol.i<訪;..，て農家から農業経営K出資されているのは，建物や自動車念どの具体財その

ものでは念(，それらによって表わされてhる資本であると理解さるべきである。そして

その資本が農業経営にかいて各種資本財として具体化されるものとすれば，具体的念資本

財に対しての課税額は当然農業経営Kお漬ける経営費K計上し，純収益を資本財陀対する報

酬として"G泣く資本に対する報酬として淀fてきであるという主張が成立叶分揚る。また初ような考

え方は土地こ対しても適用するζとができ，農家か拙資されて経営体ずd王地を土地資本として理

解する左らば，土地に対する固定資産税を経営費に計上するとともまた許される筈である

(もっとも，土地はそれ自体が不消耗性の泉源体とみ宏されるためtrc，農家の所有地が出

資されたものと理解し，画定資産税が農家段階に沿いて控除されるととも可熊であるとと

は前述した)。そしてその場合には，経営費にbける租税公課の取扱いが，課税対象とし

ての農業所得を求める際の農業所得的失費trcÌ>~ける場合と金〈同じltC在るし，をた法人組

織K必ける取扱いとも同じに左り，それらとの比較の便宜からも，との取扱いが実用上よ

り適切だと考えられるわけであるo

最後(1(r小作料」の取扱いKついてであるが，小農経済'B経営の経営体を家族農業労働

力念らびに所有農業資本とみ在す以上，外給用役費としての支払い小作料がその経営費陀

算入さるべきは当然であ!?，それは農業所得的失費にかける場合と金〈同様である。しか

し左がら前節で述べたように，その経営体κ小作地をも含めて考えようとする場合には，

当然小作料はその経営費から除外され，その代 !?trc小作地応対する閤定食産税見積額が加算

されること陀左る。なぜならとの場合Kば小作地が自作地同様に経営体とみ没され，前述

したように自作地に対する固定資産税が経営費の中に算入されていみからでるれ ζの場

合の経営費の算式はつぎのようκ示すζ とができる。(3) 

小作地を経営体に

含めた場合の

小農経済的経営費二農業所得的失費十兼業から農業への仕向額

一支払い小作料+小作地固定資産税見積額

そしてζの主うま計算手続は，農家経済簿の記帳結果から容易K導かれるものであれそ

の計算結果がζ とに経営問比較を重視した経営分析にかいて有用念意味をもつものである

ととは，前述したと ζ ろである。
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〔注〕

(1)農業資本の計測については，前掲，拙稿「農業経営学Kおサ?る経営体の認識と計潰IJI'L

ついてJ108~111 頁参照。

(2)同上「農業経営学I'Lj:，~ける経営体の認識と計測についてJ 104頁参照。

(3)拙著「農家の経営診新入門J昭和39年， 140頁参照。

以上本章では，農業経営を独立の組織体として認識した場合の考え方，ととに小農経務

的経営の認識と言十讃IJI'Lついて考察し，走かでもしばしば問題とされる「負債利子Jと「租

税公課Jとの取扱いをめぐって小農経済的経営費と農業所得的失費との関連を検討した。

そして農・兼業間に仕向関係をもた友い場合I'L，小農経済的純収益が農業所得〈厳密には

課税対象としての農業所得)と一致する大きさとして計算されるものであるととも明らか

Kした。またとの小農経済的経営概念が，その経営体に小作地を含めて考えられる場合I'L，

その診断・設計K際して一層実用性を高め，分析結果の経営問比較十てないて客観性を加え

るであろうととを考え，その理由と計算手続きを示して提案を試みたわけである。

しかしながら，農家経済簿の中でとらえられる農業経営は，必ずしも以上のように規定

さるべきものでは念い。介祈目的の相違によって経営体や経営目標の認識方法は異在るし，

いわんや小差是経済的純収益が農家経済簿I'Lj:，~ける経営分析に際しての唯一の成果指標を意

味するものではもちろん念い。次章ではとの小農経済的純収益をはじめ，農業経営の分析

に際して有用だと思われる幾つかの成果指標をとりあげて，それぞれの意義と役割につい

てさらK検討してみたい。
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第 3章 経営分析のなもま成果指標とその役割

農家経膏簿の記横結集に基づ〈農業経営計努は，その分析目的陀応じて色々念方法を考

えるζとができるし，経営分析のために必要な指標L 補助簿の整備品ってその殆んど

を求めることが可能である。しかし念がら農家経済簿では，農家経済全体の記録・計算を

第一の任務とするために，経営分析のための指標に対しては余り考慮が払われてがらず，

その計算様式や利用方法K関しでも十分念解説がをされてい左い場合が多いのは，やむを

得念いζ とであろう。自計式農家経済簿でも，その拡張計算tてがいて示されている経営分

析の指標は，成果分析に関する僅か念指擦に過ぎf.l:いが，本章ではそれらも含めて経常介

析に有用だと思われる幾つかの主友成果指標をとりるげ，それらの意義と役割Vてついて検

討を加えてみたい。(1)

住〕

(1)農家経済簿K基づく各種経営分析指擦の計算方法と意義陀関しては，拙著「農家の経

営診断入門」昭和39年. 146""'185頁参照。

第 1節小農経済的純収益

農業経営を独立の組機体として扱い，その経営体に対する報酬を農業純収益と呼ぶ以上，

農業純収益の極大がその経営の究極的左目標と考えられるのは，きわめて自然のととであ

ろう。そして農業経営を独立体として扱い念がらも，農家経済に内包される所得獲得手段

としての農業経営にできるだけ接近してとらえようとし，その経営体を家族農業労働力念

らびに所有農業資本として認識したの治、前牽で取扱った小農経済的経営である。したが

ってそれら経営体に帰属する報酬を意味する小農経済的純収益が，わが国に支配的念小農

経営の実用的な成果指標として最も重視さるべきものであるととは云うまでも左しさら

に小作地をも経営体K含めた場合の純収益が，経営分析K際してより有用であろう ζ とは

前述したととるである。
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しかしながら，小農経済的純収益の極大が農業経営の究極的左目標とみ念されるために

は，少左〈もつぎの二つの書官接が必要であ t，従来それらの前援に対する吟味が不十分念

ために，しばしば経営白擦に鱒する混乱が生じてきたものと思われる。

}つは，その農業経営が，現実には農家経済に内包されて営まれるものであるが，その

農家経済から分離抽出して独立の組犠体として認識されたものであるという前提である。

したがってとの場合の農業経営は，もはや農家経済の構成部分でもなければ，それκ奉仕

従属するものでも友<，それ自体の目標を追求する独立体とみ念されるわけである。した

がって第 1章で述べた所得獲得手段としての農業経営が，直接的tては農業所得を目標にし

念がら，究極的Kは家族の欲求充足極大を目標(I[;t，~<と考えられたのに対し，独立体とみ

念したとの農業経営は，その究極的左 g擦を小農経済的純収益の極大にか〈と考えるとと

ができるわけである。

もう一つは，その農業経営[そないで，経営体の大ききが不変のものとして認識されてい

るという前提である。すなわち，小農経済的経営Uてないで経営体ををすものは，家族農業

労働力と所有農業資本(経営体代小作地を含めた場合は投下農業資本)とであり，ぞれら

経瞥要素の大きさを一定としてはじめて，小農経済的純収益の極大がその経営の究極的左

B擦となり得るわけである。個別経営問の比較にお、いて，経営体の大きさに相違がある場

合，小農経済的純収益の大小が直ちtてそれら経営の合理性を示すもので在いことは云うま

でも念いし，同→国別経営Kないても，経営体の大きさに変動がある場合，小漫経済的純

収益の増減がそのまま合理性の判定Kつ念がるもので左いζ とは明らかである。したがっ

て小農経済的純収益の大きさが農業経営の究極的を成果指標として問題とされるのは，あ

〈まで経営体を一定不変のものとする前援に基づ〈ものであ t，経営要素の変動を考慮し

念い短期静態的念考察Vてないてのとと乏のであるo

そとでさらに検討が必要だと思われるのは，経営体の不変念かんづく家族農業労働力の

不変とはどのようK理解さるべきかという問題である。経営体をなす所有農業資本あるい

は投下農業資本は，資本額によって泉源体そのものの大きさを表わすζ とができるし， ζ

れを土地と資本財とに分類して考える場合Kも，土地面積と資本財資本額とKよってその

大きさを表わすととができる。しかし経営体を念す家族農業労働力は，泉源体そのものと

してとらえることが磁めて困難左ために，小農経済的経営fてないては，その農業経営K用

いられた家族労働量の泉源体としてとらえざるを得なかったし，そのととは前主きにないて

述べた。そしてその限り Vてないては，家族農業労働力の不変を家族農業労働日(時間)数

au ，。



の不変と考えるととができるし，一定額の農業資本と一定量(日数あるいは時間数)の家

族農業労働を用いてできるだけ多〈の小農経済的純収益をあげるζ とが，小農経済的経営

の目標とみ念されるわけである。

しかし念がら，経営体を在す家族農業労働力を農業経営に従事する特定の家族員として

とらえ，その大きさを2人あるいは3人という人数Kよって表わそうとする場合には，問

題がか左 b複雑とn:る。何故念ら， 1労働力の提供する農業労働量は一定してならず. 1 

日5時間働ぐとともあれば 15時間働〈とともあり，年間 100臼働ぐものもあれば300

日働〈ものもあるというふうに，との場合の家族農業労働力の一定は年間家族農業労働量

の一定を意味し念いからである。もとより土地や資本財の場合Uても，それらの泉源体の一

定は年間用役利用量の一定を意味し左いし，それらが農業経営K司定きれる以上，できる

だけ多くの用役を利用するととが縄収益増大の方向でもあろう。そしてそれらが過度陀酷

便される場合，それによって生ずる地力あるいは物財の減耗部分は，本来域価償却費の追

加分として経営費に力目算さるべきものであれしたがってそれだけ純収益の減少をもたら

すはずのものである。しかし念がら労働力ば，それら資産と全〈別の範鴎のものであり，

酷使Kよって生ずる体力の消耗が償却費として経営費に計上されるよう在性質のものでは

老いし，人間陀与えられた 1日24時間. 1年 365臼が全る'tる労働力の供給可能用役

量とみ念されるものでは勿論念い。したがって労働力を家族員数でもって表わす場合にも，

1労働力の供給可能労働量はなのずから限定されねば走ら念いが，その基準を客観的に設

偽ととは事実上|週難念ととに違い念い。労働基準法Vて基づいて 1日の労働時間を 8時間，

年間の休日を何日というふう liC考えるととも一案ではあろうが，わが国の農業経営にかい

て現実にそのよう左基準が守られているわけでは勿論念い。前章でも述べたように，わが

国の農業経営では家族労働力の利用が労働力単位どとに分化してい念い場合がむしろ一般

的であるために，家族農業労働力を特定の家族員数としてとらえるととが実際にはか左り

困難であ T.年間の農業労働量でもってそれを表わし，何日分あるいは何時間分の労働力

として認識せざるを得念かったわけである。そしてそれは必ずしも事後的友実績量として

とらえられるばかりで念し設計に醸しての可能量としても示されるものであり，何れの

場合Kも，経営体を左す労働力の不変は年間労働量の不変を意味することに念るわけであ

る。

か〈して，小農経済的純収益の極大が農業経営の究極的な目標とみ左されるのK必要念

前提として経営体の不変を考える場合，家族農業労働力の不変とは，その年間用役量とし
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ての家族農業労働日(時間)数の不変と理解さるべきであろう。したがってまた年間労働

供給量の増減は経営体を念ナ労働力の増減を意味し，それは同じく経営体を念す農業資本

額の増減と同様，経営体に対する増資・減資の如oて理解さるべきものであろうe

以上みてきたように， ，.J、農経済的純収益は.経営体を・判定とした場合の最終的念成果指

標として重要念意味をもつものではあるが，経営体を異にする個別経営問κかいてはもち

ろん，同一経営VC:!:.~ いても経営体の増減がみられる呉在った年次開κかいて成果の良否を

判断する比較指標として用いられる性質のものでは念<，比較指標としての役割はきわめ

て限定されたものでしか念いととを十分理解すべきであろう。そして同様のととは他の成

果指標についても云うととができ，経営分析K用いられる各種の成果指標Kついて，それ

らがどのようまものとして求められたものであれどのよう念条件のもと vc:!:.~ v>て比較指

標としての意味をもつものであるかは，十分吟味されねばまら念いととである。

第 2節農業資本純収益と農業資本利回り

農業経営を独立の組識体として扱う札上，その経営体を如何まる要素の組織体とみるか

は，分析の沼的によって幾通りKも可能でるる。それを家族農業労働力と所有農業資本と

の組織体とみ在した場合の純収益が前節の小農経済的純収益であったが，それを農業資本

の組続休とみ在した場合の純収益がととK云う農業資本純収益である。そして小農経清的

純収益が家族農業労働力と所有農業資本の両要素K帰属する混合収益であ!:J，それら要素

は一元的左大きさとして』まあ〈でき左いのに対し，との農業資本純収益は一元的左大きさと

してはあくできる農業資本に帰属する要素収益であるためVC，比較指標としての意義も大き

く，それに基づ〈効率指標の計算も可能であるという利点をもっ。

もっとも，農業資本という場合VC，その具体的内容に対する理解は必ずしも一様では

念い。土地を含めた農業資本を意味する場合もあれば，土地を除いた農業資本〈前章では

とれを農業資本財資本と呼んだ)を意味する場合もあれさらKは前者の農業資本に小作

地を含めて考える場合もある。ととでは一応前章で取扱った農業資本(自作農用地と農業

資本財資本)の概念をそのまを採用し，後K土地を分離した場合の取扱い方法について考

えるととにしたい。

したがって ζの場合に経営体をなすのは，白作農用地と農業資本財資本というととに念
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れ家族農業労働力は経営体を念さt.J:いために，その見積費用が外給費用として経営費K

計上されねば念らず，農業資本純収益の算式を小農経済的純収益の算式から導〈とすれば，

つぎのように示すζ とができる。(1)

農業資本純収益=農業組収益ー(小農経済的経営費十家族農業労賃見積額)

あるいは 小農経済的純収主主一家族農業労賃見積額

そしてこのよう Kして求められる農業資本純収益は，一般企業経営tてないて最終成果と

みまされている利潤あるいは純損益と呼ばれるものに相当し，何れも資本の結合体(具体

的十てはその資本によって購入された土地左らびに資本財左どの結合体)vc対して帰属する

収益を意味するものであるから，それら企業経済的経営との対比にかいても有用念成果指

標とみ念されるわけである。

しかし念がら当然そとで問題とされ左ければなら念いのは，家族農業労働の評価方法で

ある。通常その評価は，年間家族農業労働日数(あるいは時間数 )vc 1日(1時間)当り

見積賃金単価を乗じて計算する方法Vてよっている。自計式農家経済簿にないても農林省農

業経営調査報告にかいても，その単価はその地域VC:lo'ける臨時雇の 1日(1時間)当り平

均賃金によって見積られているが(2)それが労働評価の理論的左唯一の方法で会いととは

云うまでもt.J:< ，あくまで便宜的左前提Kすぎ左いととは注意されねば念ら左h。す左わ

ち家族労働は，その労働が他の就業機会から獲得できる賃金Kよって評価するとともでき

るし，評価基準K雇用労賃をとる場合にも，それを臨時雇では念〈季節雇あるいは常雇の

労賃をとる ζ ともできれば，他産業tてなける各種の賃金水準をとるとともできるというふ

うκ色々左賃金基準がある0(3)そしてそれらは何れもそれぞれの分析目的陀よって意味を

もつものである。またその地方の農用臨時雇賃金をとるにしても，それは季節的にか左 b

t.J:格差を示ナ場合が多<，厳密には月別あるいは匂別tてそれぞれの賃金Kよって評価さる

べきものK違いない。したがって農業資本純収益の算出に際して，家族農業労賃見積額が

その地方の農用臨時雇年間平均賃金Kよって評価されるというのは，あ〈まで家族労働を

海時雇と同様に扱い，便宜的にその年間平均賃金を採用するという前提のもとKかいてで

ある。算出結果としての農業資本純収益を検討する場合Kは，当然その評価約束が前提と

して念頭VCiiヨカミれ念ければ念ら念い。そしてとのととは，農業資本純収益のみ念らず，後

K示す土地純収益や農企業利潤念ど，控除法に基づいて算出される要素収益のすべてにつ

いて当てはまるととである。それらの場合に評価約束の如何が算出結果K及ぼす影響がき

わめて大きいだけに，その約束は前提条件として重視さるべきであれそのよう念制約が
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控除法κ萎づ〈要素収益の大きな弱点ともみ左されるわけである。

またこのようにして求められた農業資本純収益が，一売的に把握される農業資本K対す

る要素収益であるために，前節の小農経済的純収益に比べて比較指標としての意義が大き

いζとは前述したが，それが直ちに比較指標として用いられるためKは，農業資本額一告

という前提の必要念ととは云うまでもをい。ただとの場合間む経営要素が一元的左大き

さとしてはあ〈できるために， ζれから収益性を表わナ効率指標を導くととができ，それ

が農業資本利回 bと呼ばれるものであれつぎの算式によって求められる。(4)

農業資本純収益
農業資本利回り一

一農業資本額

すなわちとの農業資本利回りというのは，その農業経営に投下された資本陀対して，そ

れに帰属する年間収益がどれだけの比率で報いられたかを示す年間利回 bのことであれ

一般企業Kなける利潤率あるいは利益率に相当するものである。したがってとの指標は，

同一経営の異なる年次間Uてないてはもちろん，経営形態や経営要素の大きさを異にする個

別経営問にかいても比較が可能念資本の効率指標であると同時に，一般企業経済との対比

にも用いられるという利点をもつものである。もとよりとの農業資本利回 bの場合Vても，

その算出過程Uてがいて，家族農業労働費の見積bや農業資本の計測が如何念る約束のもと

VC7.まされたかが，その前提として十分留意されなけれが走ら左いことは云うまでも左い。

つぎに農業資本を農用地と農業資本財資本とK分離した場合の取扱いについてであるが，

農用地だけを経営婆素とみ在した場合K農業資本財資本利子見積額が外給費用を左し，農

業資本財資本を経営要素とみ在した場合に農用地地代見積額もしくは農用地資本利子見積

額が外給費用を友すととは，極めて明瞭である。それぞれの算式を農業資本純収益の場合

に左らって表わせば，つぎのように念る。 (5)

農用地純収益=農業組収益ー(小農経済的経営費十家族農業労賃見積額

十農業資本財資本利子見積額)

農業資本財資本純収益=農業粗収益ー(小農経済的経営費

十家族農業労賃見積額十農用地地代見積額)

そしてとれら算式にみられる農業資本財察本利子見積額や農用地地代見積額(もし〈は

農用地資本利子見積額)の計算には当然，年利率や地代K関する評価約束が必要であ!J， 
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したがってそれぞれの純収益もそれら評価約束を前提として求められるものであるととは，

農業資本純収益の場合と同様である。それら評価約束陀ついての考察は次節に譲るととと

して， ζ とでは以上の純収益から求められる効率指標をあげてかきた加。単位面積(1 0 

アール〉当り農用地純収益走らびに農業資本財資本利回りがそれであり，算式で示せばつ

ぎのよう K~ る。

農用地純収益
単位面積(1 0アール)当り農用地純限主主=一一一一一一

農用地面積

農業資本財資本利回り=農業資本財資本締収益
農業資本財資本額

とれらの指標が倍男Ij経営問の比較指標として有用であるととも，前記資本利回りの場合

と同様である。ことに農用地純収益は通常土地純収益もし〈ば地代とも呼ばれ，それを単

位面積当り tてみたとの指標は，収益面から土地利用の効率や土地それ自体の価値を判断す

るために用いられるものであり， ζの指標を年利率で割るととによって収益地価を計算す

るとともできる。そしてそのようにして計算された収益地価は，実擦vc取引されている売

買地価の高低を農業利用の見地から判断する場合の尺震として用いられるし，その経営が

適切念労働報酬と資本利子を期待し念がら新たに土地を購入する場合の，地価の限度を判

断するための目安としても役立つものと考えられる。

最後に付言しでかきたいととは，農林省各種農業統計[iてないて農業純収益として示され

ているものが，本節で取扱った農業資本純収益代相当するものであるというととであるJ6)

前述したように，農業純収益は農業経営の経営体に対して帰属する報酬を意味するもので

あ九その経営体をどのようK想定するかによって農業純収益の意味する内容もまた異~

るはずである。したがって農業純収益が農業資本に対する報酬を意味するためには，その

経営体を農業資本K限定するという前提が必要とされるか，あるいはそのよう左前提が万

人によって無条件K認められるもので念ければ念ら念い。しかしをがら現実のわが国農業

経営を認識の対象とする場合，必ずしもそのよう念前提が万人によって承認されている

ものとは云えず，自計式農家経済簿では，その経営体を家族農業労働力念らびに所有農業

資本とみ在すのが，より普通句であb現実的であると考えられている。したがって農業純

収益という用語が，農林省統計表では本節で示した農業資本純収益を意味し，自言十式農家

経済簿では前節で示した小農経済的純収益を意味するというようK.同一用語が明らかに
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異念る内容をもつものとして取扱われている。しかも農業純収益という用語はきわめて普

遍句であれ農林省統計表や前十式農家経済簿が何れも伝統と権威をもつものであるだけ

K，との取扱いの相違が研究上，実用上Kかまり な混乱をもたらしている事実を否定する

ととはできない。

とのような状態にかいて，農業純収益という用語が何らの前提も伴わずに使用されるζ

とが，混乱を招〈原因なのであり，農業純収益が現実の成果指標として用いられる場合に

は，必ずその農業経営がどのよう念ものとして認識されたものであるかの前提を明記する

必要があろう。あるいはまた農業純収益左る用語K代えて，前節左らぴK本節で取扱った

ようK，それぞれの経営体内容を示す形容謁を付した小農経済的純収益とか農業資本純収

益とかの用語を使用するととが，よ b厳密であり適切であろうと考えられるわけである。

〔注〕

(1)京都大学農業簿記研究施設編「自計式農家経済簿記帳の解説」昭和41年， 6 1頁参

照。

(2)自計式農家経済簿では，家族農業労賃見積額が男子成人の能力に換算した家族農業労

働日数(能プ換算)にその地方普通の平均的在日雇労震を乗じて計算されるが(大槻

正男著「農業簿記」昭和38年， 169頁参照)，農林省農業経営調査報告では，男女

別に計算された家族農業労働時間数(能力不換算)にその地域の臨時震の男女別 1時

間当り平均賃金を乗じて計算される(農林省「農業経営調査報告:昭和38年度J

250頁参照)。

(3)家族農業労働を専従労働と補助労働とκ分け，前者を勤労者俸給，後者を日雇労賃に

よって評価する方法をとるとともできる。

(4)前掲「自計式農家経済簿記帳の解説J6 1頁参照。

(5)との場合の農用地を自作地だけに限定して考える ζとも，小作地を含めて考えるとと

も可能であるが，前章で述べた理由から，後者の取扱いが環実にはよ D有用であろう

と思われる。そしてその場合Kは，算式K示される小農経済的経営費が，前主主 65

頁で述べた「小作地を経営体K含めた場合の小農経済的経営費Jを意味するもので左

ければなら念いのは当然である。

(6)農林省統計表にかける農業純収益は，家族農業労働費が控除されたものであ t，した

がってそ町農業純収益は農業資本純収益に相当するものであるが，支払い小作料が控

徐されてい念いために，厳密Kは農業資本に小作地を含めた場合の農業資本純収益に

当るものである。(前掲「農業経営調査報告J5， 6頁参照)。
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第 5節家族農業労働力純収益と家族農業労働報酬

農業経営を独立の組機体として扱v..その経営体を家族農業労働力とみ念した場合の純

収益が，家族農業労働対港収益と呼ばれるものである。との場合には農業資本が経営体を念

さず，その利子見積額が外給費用とみをされるために，家族農業労働力純収益はつぎの算

式Kよって求められるとと vt:~る。(l)

家族農業労働力純収益=農業粗収益一(小農経済的経営費十農業資本利子見積額)

との場合の農業資本利子見積額は通常，農業資本績に見積年利率を乗じて雪間されるも

のであるが，そとで問題と念るのは年利率の見積方法である。利率は大別して貸付(ある

いは預金)矛i庫と借入利率とを考えるととができるが，その伺れをとるべきかは分析目的

Kよって異在る。自巴資本をすべて貸付(あるいは預金)したよう陀想定してその機会費

用を考えるとともできれば，自巴資本をすべて借入れたよう忙想定してその支払い芳I序費

用を考えるとともでき，それらの想定はそれぞれ陀意味をもつものである。またぞの何れ

の利率をとる場合にも，それらは一様に定められているわけでは念し金額，期間，信用

等々の条件Uてよってまちまちであり，農業資本の見積利E容にいか念る利率を採用するのが

合理的であるかを，理論的，客観的に判断するととはできそうに念い。 (2)したがってとの

見積利率もあ〈まで計算上の便宜的在約束として定められるものK過ぎず，それがある種

の根拠K基づいて定められ，あたかも客観的，普通的であるかのよう陀みられる場合でも，

計算結果の表示に際しては常Vとその見積約束が前提として明記される必要がある。 (3)

つぎK農業資本を農用地と農業資本財資本とに分額した場合の取扱いであるが，その場

合Kは農業資本利子見積額が，農用地地代見積額と農業資本財資本刺子見積額とに分離し

て示されるとと K念る。そしてとの場合の地代見積方法としては，類池小作料Kよる方法

と土地資本芳仔計算による方法の二つが考えられる。先ず類地小作料Kついてであるが，

小作料が自由市場κなける需給関係によって定~ t，か左り地代を反映するものとみ念さ

れた戦前vt:j;~いては，自作地の地代を類地小作料によって評価するという方法が最も適切

な方法であったに違い左v>o しかし前章でも述べたようVt:.今日の農地制度のもと陀名前

ては，法定小作料が実質的な地代を反映するKは余り Kも低〈定められている一方，それ

とは矯砲してヤミ小作料が発生して辛子り，それも農地法の影響を受ける度合の相違によっ

て極めて不統一K定められているのが現状である。そのよう左状態のもとで類地小作料が

評価基準としてどれだけ意味をもつかは芸だ疑問に思われる。むしろ農地の売買が比較的

自由であれその件数も増加してきている今日では，地価の評価が工り容易であり客観的

に
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でもあるためVC，それに年利率を乗じて計算される土地資本利子見積額によって地代を見

積る方が，現実Kはより適切だと考えられる。もっとも，現実に取引されている農地の売

買価格が必ずしも農用地価格をそのまま反映するものでは念い。ととに都市近郊念どに辛子

hて宅地，工場敷地，道議敷地左どに転用される場合は，その価絡の中に農用地以外の要

素が多分に含まれでがれをた純農村地域vc :t~いても小片地取引の場企，その売買価格が

地域の平均的な農用地価格を反映するものでは必ずしも左いととを注意する必要がある。

したがって地代としての土地資本利子を計算する場合の地価は，あ〈をで農用地価格とし

て評価さるべきであり，その評価基準としては，転用が全〈期待されない農用類地の平均

売買価格を採用するのが適切であろうと思われる。(u

念会農用地地代が締也小作料によって評価される場合，その小作料は固定資産税含みの

粗地代を意味するものであれ前記の算式9='('(示した小農経済的経営費Kは農用地固定資

産税が含まれているのであるから，その重複は避けねばをら念い。また農用地!陀小作地を

含めて考える場合vc，小農経済的経営費から支払い小作料を除かねば左らないととは云う

までも1.:い。

以上，年利率と地代の見積bを問題にし左がら農業資本矛Ij-子見積額の計算方法を述べた

が，とのようにして計算される農業資本利子見積額を外給費用とみ念して前記の算式によ

って求められるのが家族農業労働力純収益である。そしてとの家族農業労働力純収益は，

その農業経営K用いられた年聞の家族労働量Kよって表わされる労働力に対する報酬を意

味するものである。したがってとの成果指擦が経営問の比較指標として用いられるために

は，経営要素としての家族農業労働力の一定，す念わち年間投下労働量の一定が前提とさ

れねば走らず，その大きさが異左る経営聞の比較指標としては，つぎのよう念効率指擦が

考えられる。すまわち家族農業労働報酬と呼ばれるものであT，1日あるいは 1時間当り

の労働報酬を意味し，つぎの算式Kよって求められる。 (5)

家族農業労働力純収益
家族農業労働報酬一"一ー一一'

とのようにして求められた家族農業労働報酬は，労働条件の異念る経営問vc :t~ける労働

効率の比較に用いられるばかりで左し農外雇用労賃との対比にもしばしば用いられるも

のである。しかしその場合に注意し左ければ念らないととは，との労働報酬が農外雇用労

賃よ b低い場合vc，それが貰ちK農外雇用の有利性を意味するものではなhというととで

ある。農業労働はζとで計算される労働報酬を得るばかりで左し投下資本に対する収益
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を獲得するための手段でもあるからであれさらUては農業，農外にかける年間の雇用機会

に腐する吟味も必要だからである。また経営要素の変動を考慮した長期動態的念考察に辛子

いて，との労働報酬を高めるととが，必ずしも経営の成果指標とみ左される家族農業労働

力純収益や小農経済的純収設を高めるととにをら念いζ とも留意さるべきである。左ぜ念

ら，との労働報酬を高めても，それ与佳代農業労働日数が減少する左らば，家族農業労働

力純収益が却って低下し，したがってまた小農経期守純収益も低下するととがあろうから

である。

以上の説明からも知られるようK，家族農業労働報酬はあくまで家族農業労働の効率を

比較判断するための指標であり，その大きさそのものよりもっと重要念 ζ とは，その労働

報酬が現実の農業経営の成果g標の極大に対してどのよう在役割をもつかを判断するとと

であろう。在なとの労働報酬の大きさを判断する場合K~ その算出過程にかける農業資本

利子見積り陥功去る利率が用いられたかを前提とし左ければ左らをいζ とは，云うまでも

念いととである。

〔注〕

(1)前掲「自言十式農家経慣簿記帳の解説J6 1頁参照。

(2)自計式農家経済簿では，その「記帳解説Jvてないても見積利率について明記ぎれてい

;1:いが，大槻正男箸「農業簿記J昭和38年ではその記入例にたいて 0.055の年利率

が採用されてid)，とれは 1年定期預金利率によるものとみられる。 ζれに対し農林

省「農業経営調査報告:昭和38年jでは，特別営農資金の換算年罪l庫 0.09125が

採用されているが， ζれは明らかK借入利率Kよるものである。

(3)わが国の農業経営分析にないては，分析結果の表示K際して見積利率のi男記されてい

る場合が少をいが，アメリカ合衆国の農業経営分析にかいては， Interest at 

5% on average farm capital というように見積利率の明記されている

場合が多い。

(4)農林省「農業経営調査報告」では，農用地地代を類地小作料としての法定小作料Kよ

って評価しているのに対し，京都大学農業簿記研究施設編「白計式農家経済簿記帳結

果分析報告書jでは土地資本利子を採用しているが，その場合の地価評価にはとのよ

う左意味での農用地価格が基準とされている。

(司前掲 f'g計式農家経済簿記帳の解説J6 1頁参照。
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第4節農業専従者報酬と農企業利潤

前節では経営体を家族農業労働力とみ左した場合の要素収益を家族農業労働力純収益と

してとらえ，それを労働 IBあるいは 1時間当 Ti'Cみた効率指穣を家族農業労働報酬とし

て示したが，家族農業労働をさらに専従労働と補劫労働とに分類し，農業専従労働力十て対

する報酬を示そうとするのが， ζζでとりあげる農業専従者報酬である。

経営体を念ナ家族農業労働力は本来，用役を意味する労働としてでは念心泉源体を意

味する労働力として認識さるべきものであれわが国農業経営の現実に即して考える場合

陀それを労働量として計測せざるを得n:0事情があるKしでも，経営体をn:ナ労働力がそ

れら労働の泉源体として認識さるべきことは前章K沿いて述べた。したがって家族農業労

働力純収益を労働力の異まる経営問で比較する場合はもちろん，他産業にかける恒常的賃

労働者や職員勤務者の俸給と比較するためKも，ぞれが 1労働力当 T~'L帰属するものとし

て示される ζ とが望ましいζ とは云うまでも念加。そしてその方法としては，つぎのよう

念方法を考えるととができる。

(1)年間家族農業労働日数(能力換算)を 1労働力当り標準年間労働日数で割ったものを

家族農業労働力単位と呼び，との労働力単位数で家族農業労働力純収益を割って 1労働力

単位当り報酬を算出する方法。(l)

家族農業労働力純収益
家族農業労働力単位当り報酬=

家族農業労働力単位数

ただし

年間家族農業労働回数〈詫力換算)
家族農業労働力単位=

1労働力当b標準年間労働日数

(劫家族農業従事者をその年間農業従事回数によって専従者と補助者とK分け，補助者の

農業労働B数〈能力換算)に平均的念農業臨時雇賃金を乗じて補助農業労働見積額を計算

し，それを家族農業労働力純収益から差引いたものを農業専従者純収益と呼び，専従者が

2人以上の場合Kはその数でとれを割って. 1専従者当りの報酬を算出する方法。(2) 

農業専従者報酬= 家族農業労働力純収益ー補助農業労働見積額
農業専従者数

ただし

補助農業労働見積額=農業臨時雇賃金×補助農業労働日数(能力換算〉
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(司家族農業従事者の中の 1人を農業経営主と定め，他をすべて補助労働者として補助農

業労働見積額を計算し，それを家族農業労働力純収益から差ヲiいて農業経営主報酬を算出

する方法。 (3)

農業経営主報酬=家族農業労働力純収益}補助農業労働見積額

ほかKも幾つかの算出方法が考えられるが，大別すれば以上のように念れ利用の面で

はそれぞれの得失があると思われる。すt.tわち，専従・補助の別t.t(家族農業労働(能力

換算)のすべてを同質のものとみなし， 1労働力当りの報酬を求めるのであれば1)の方法

が適切であろう。しかし補助労働を臨時的なものとみ念して専従労働と区別し， 1専従者

十て帰属する報酬を求める場合には(2)の方法が望まししさらに進んで，経営主だけK対す

る報酬を求めようとするなら(3)の方法をとるべきで遣うろう。もちろん厳密Kは，肉体労働

とは別種の経営管理労働あるいは企業能力に対する報酬がこの報酬の中には含まれて:t~!J . 

(1)から(3)Vc進むKつれてそれが集約されて表わされる傾向をもっととも理解ぎるべきであ

る(4)。

ζ とで問題忙しようとした農業専従者報酬は以上(2)の計算結果K当るものであれと〈

にそれをとりあげたのはつぎの理由による。すなわち(1)の計算結果が前節の家族農業労働

報酬に全〈比例する大きさを示すものであるし，またわが国の農業経営Uてないては経営者

機能が必ずしも専従労働力と結合してがらず， (3)で意味するよう念経営主の存在が明確で

念い場合が多いために，むしろそれを農業専従者としてとらえるのがよ b現実に即した取

扱いであろうと考えたからである。そしてとの農業専従者報酬が個別経営の成果指標とし

てと (VC有用だと思われるのは，つぎのよう左点vc :t~いてである。す左わち. <D:経営形態

や経営要素の大きさを異Kする個別経営問にかける成果の比較尺度として用いられるとと。

②同一経営K関する長期動車飴句念考察にがいてその成功度を判断するための尺度として有

用であるとと。@他産業勤労者の俸給水準と対比するのK最もふさわしい指標であるとと，

などである。

従来わが国の農業経営研究十てないでを小農経済的縄収益を現実に即した究極的左目標と

する見解はかt.t!J一般的であったし，たしかに経営体を一定とする短期静態的ま考察陀な

いて，その見解は妥当であると考えられる。しかしながら農業経営の構造的左変革が急暗

に進みつつある今日，経営体の変動K基づく動態的左考察が重要視さるべきととは云うま

でもない。そしてそのような考察にがいてはもはや小農経済的純収益が成果の比較指標と
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しての意味を失い，その経営呂擦としてはとの農業専従者報酬のよう念指標が適切である

と考えられるわけである。

ζ とに近年その育成が叫ばれてきている自立経営が，近代的念産業としての農業の担い

手と在るよう念経済的に自立し得る家族経営を意味するものとすれば，それは恐ら〈つぎ

のような内容のものとして考えらるべきであろう。す?をわち農業経営に用いられる土地そ

の他の資本財を家産としてでは念〈資本として認識し，したが唖てそれに対する収益を期

待し，補助家族労働K対しでも賃金を支払って，念なかっ専従者念いし経営主に対して適

切念報酬が報いられるよう左経営であれいわば企業的Kも成立し得るよう左経営である。

したがってとの場合の自立とは，農業所得だけで生活が成立つという意味での自立ではな

〈て，生活とは~切り離して考えた農業経営そのものが経済的に成立つという意味での自

立である。そして自立経営をとのよう念ものとして考え，厚生的視点のみ友らず能率的視

点からも，他産業勤労者経済との均衡を図ろうという政策目標が掲げられる以上，その最

終的友成果目標としては，農業所得や小農経済的純収益ではなしVC.前述の農業専従者報

酬あるいは経営主報酬がとらるべきであろうと考えられる。農林漁業基本問題調査会の答

申Uてよる f農業の基本問題と基本対策J(昭和35年 )VC$'いて，自立経営の所得自壊が

他産業勤労者所得と均衡する農業所得として示されているととの矛盾は，既に注記拙稿k

bいて詳述したととろである。(5)

つぎκ農企業利潤についてであるが，以上K述べた農業専従者あるいは経営主がもっ経

営管理機能だけを取出して経営体とみ念し，その機能K対する報酬として求められるのが

ととK云う農企業利潤である。したがってとの場合は，その経営K用いられた資本用役は

もとよ九専従者労働を含む家族労働のすべてが外給費用とみ念され，農企業利潤はつぎ

の算式によって求められるととに在る。(6)

農企業利潤=農業粗収益一(小農経済的経営費+農業資本矛仔見積額

十家族農業労賃見積額〉

す念わちとの農企業利潤は，その経営K必要念資本をすべて借入れ，用いた労働をすべ

て雇用したようK考え，それらの費用を支払った後K残るととろの利潤に相当するもので

あれその経営の管理機能念らびK企業行為K対して帰属する報酬とみ念されるものであ

る。以上の算式Kみられる農業資本利子見積額や家族農業労賃見積額の評価計算方法につ

いては前節で述べたので再び繰返さ念いが，との農企業利潤はそれら評価約束のまM可Kよ
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q て大き〈友右されるものであれそれがあくまでそれらの評価約束を前提として算出さ

れたものであるととは，とくに注意されねばまら老いととである。

~j;，~農企業利潤という用語(tCついて若干付言してなか念ければ左ら左いととは，との用

語が必ずしも一般共通の用語として熟してからず，しばしばその用法を異にする場合がみ

られるとh うととである。すなわち企業利潤が，上述の如くその経営の運営能力念らびK

企業行為に対して帰属する報酬とみ念される場合じ資本を経営体とする企業経済K対す

る報酬庁左わち前述の資本純収益とみ左される場合があるというととである。また大槻正

男教授はその若「農業経営の基礎概念J(tCかいて r企業j概念と「企業経済J概念とを，

したがってまた「企業利潤J概念と「企業経済利潤」概念とを峻別し.その「企業J概念

κついてつぎのように述べてがられるイす"tJ:;tコち f企業とは業を企て起すζとを意味し，独

立の個別経済としての企業経済を創設して経営体を組殺する行為を云い，ゆえに企業は創

業の完結とともに終了するととるの一時的行為とみられるべきである」と述べ，その場合

の創業利潤が企業利潤に相当するものできうれ企業袴済利潤は自己資本純l灰君主に当るもの

であるというふうに説明されている。(1) 

本節でとりあげた農企業利潤が，以上の企業経済利潤を意味するものでまいことは云う

までも念いが，それは必ずしも大概教授の去われる創業利潤だけを意味するものでも念い。

家族農業労働力から経営者としての管理機能を分離して考える場合，その機能に対する報

酬もまたとの企業利潤の中K含めらるべきものだからである。また現実の農業経営にない

で企業行為は必ずしも創業行為のみを意味するものでは左く，経営体の増波を増資・減資

として理解する限れそれらの行為もまた企業行為とみ左される答だからである。したが

って現実の経営分析Kがける農企業利潤は，経営体を一定とみた静態的1.t考察tてないては

経営者の管理機能K対する報酬を意味し，経営体の増減を考慮K入れた動態的1.t考察十てな

いては，経営者の管理機能ならびK増資・減資の企業行為に対する報酬を意味するものと

考えるのが，より適切念理解であろうと思われる。 (8)

〔注〕

(1)他産業勤務者の標準年間労働日数は. 1 S 8時間，日穏祝日を除き土曜を半日とみ左

して約270Sとなる。しかし農家経積簿にかける農業労働 1日の標準時聞は通常夏

で10時間，冬で8時間をとっているので，平均9時間とすれば，勤労者の約270

Bは，農業者の約240臼K相当する。

(2)農業専従者を決める場合の農業従事日数は，先述の標準年間労働日数を基準とすれば
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240日以上というととvc;&v.専従者に該当する者がZとい場合は，補劫農業労働B

数の 240日を以て 1専従者とみ念ナ便法をとることもできる。

(3)ζの場合の補助労働者を専従的なものと補助的衣ものとに分けて，賃金の見積り方を

別にするとともできる。念会アメリカ合衆国の農業経営分析にがいて広ぐ用いられ，

最終的;&成果指標として重視されている operator.s labor incomeあ

るいは operator's labor and management earningsは，との

農業経営主報酬K相当するものである。

{4)以上の分類方法に関しては，渡辺庸一郎先生還暦記念論文集 r農業近代化の諸問題J
昭和36年所裁の拙稿「自立経営の経営的理解J128， 129頁参照。

(5) r農業経積研究J第34巻，第 1・2合併号所載拙稿「自立経営育成の意義と方向J

左らびに前掲拙稿「自立経営の経営的理解J

(6)前掲「自計式農家経済簿記!慢の解説J62頁参照。

(7)大槻正男箸「農業経営の基礎概念」昭和29年 87，-.，， 90頁参照。

(8)大槻正男博士還暦記念出淑「農業経営経済学の研究」昭和33年所載地稿「農業経営

学にがける経営体の認識と計測KついてJ112頁参照。

以上本章では，農家経済簿の記帳結果に基づ〈農業経営の分析にかいてと (VC有用だと

思われるなもを成果指標をとりあげて，それらの計算方法や意義，役割などについて考察

を加えてみた。もちろんそれらの多くは今日かなり一般的に用いられているものであれ

評価問題を徐けば，それらの計算は農家経済簿の記帳結果から比較的容易に導かれるもの

である。しかし念がらそれら指標のもつ意義や役割Kついては，必ずしも明確l之されてb

らず，ととK評価約束との関係や静態的あるいは動態的考察にがける意義と役割が十分吟

味され左いままに，それら指揮の用いられる場合が余りにも多い。 ζれらの点に粛する配

慮がいかに重要であるかを強調したかったのが本章のbもな狙いであった。そして小農経

済的純収益がわカ盟小農経営の最終的左成果指標として重視されるのは，あくまで経営体

を一定とみた短弟静態的左考察にかいてであれ構造変革を伴う経営の動態的考察にかい

ては，農業専従者報舗のよう左概念が成果g標として重視さるべきであろうととを合わせ

て提案したかったわけである。

もっとも，農業経営の分析にないで有用左成果指標は決して以上のものKとどまらず，

と{VC労働生産性をはじめとする各種生産性指標設どは，一世K広〈用いられるものであ

9，その計算方法も比較的容易である。しかしこれら生産性指標は，むしろ社会経済的?を

考察にかいて有用左指標であり，それらに対する吟味もか;&9行なわれてきているので，

本章では省略するととにしたい。
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第 3部 自計式農家経済簿Uてなける部門計算の考察

才2部では農家経積簿の中でとらえられる農業経営む認識方法念らびK計算方法につい

て吟味し，さらKそれら計算結果のもつ意義や役割について考察を加えたが，農業経営は

必ずしも単一の生産部門からなるわけではなく，わが国ではむしろ幾つかの生産部門によ

って構成されているのが一般的であると云ってよい。そしてその場合，農業経営の成果は

各生産部門の成果の総合を意味するととK念t，経営全体の分析や診断に際してそれら部

門どとの検討が重要な意味をもつことは云うまでもない。それら生産部門を農業経営の中

からとり出して独立のものとして言権・分析を行なうととが，部門計算あるいは部門分析

と呼ばれるものである。しかし念がら農家経済簿は，当初からそのような部門計算を目的

としたものでは念<，農家経済全体の記録。言構を才ーの任務として考察されているため

に，その記帳結果に基づいて部門計算を行宏うためKは，幾多の厄介在手続きを経なけれ

ば念ら念いが，それらの手続きに対しては必ずしも十分友吟味が念されてきてい念い。

本稿では，自言十式農家経済簿になける部門計算がどのよう念認識のもとKどのよう左手

続きを経てなされるものであるかを考察し，それら手続きの中に含まれる約束について吟

味するのが目的である。そのためKまず計算対象としての部門の認識方法，つぎに部門資

本の計測方法，そしてさらK収益言皆上の問題点というふうに，自計式農家経済簿に基づ

く部門計算の主要~問題K限定して!顕次検討を加えてみたいと思ぅ。
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第 1章計算対象としての部門の認識

部門言構とは，農業能営の中から一生産部門をとり出し，それを独立の経営の如<vcみ

なした場合匂言構のととであり，農家経済との関連を示すとフする図のように表すととがで

きる。

家経

生

産

部

門

1

Z

4

 

農

1
 1
 1
 1
 

コナ6図 生産部門と農家経済との関連

そこで当然J笥題と念るのは，その場合の生産部門をどのようなものとして認識するかで

あり，これは分析目的の相違により，生献す象の種類，生産行程の範囲，計算の単位期間

念どをどのようにとらえるかによって色々念方法を考える ζとができるし zそれぞれに意

味をもつものである。本章では，それら各視点K立つての部門の認識方法について考察を

加えてみたい。

まず生産対象の種類Kついてであるが，この種類をどのように分類するかKよって部門

のとらえ方は様々である。稲作部門，果樹作部門，養鶏部門というようなとらえ方もでき

れば，生産物の種類どとK例えば果樹作部門を柑橘作部門，柿作部門，ぶどう作部門とい

うふうに分類してとらえることもでき，さらには柑橘作部門を温州蜜柑部門，夏柑部門，

ネーブル部門というように細分してとらえるとともできる@そして恐ら〈理論的友部門分
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析の見地からは，その分類が細分されるほど望室しいに違いないし，ととにその分柿2生

産費言t算にまで及A場合には，少左くも同一生産行程K辛子ける同一生産物とみ~される段

階までの分類が必要とされるであろう。

しかしながら農家経済簿K基づく現実の部門計算Kないては，そのよう友部門の細分が

必ずしも分析の精鍛さを意味するものではないし，望ましい方向だとも限らない。何故左

ら，生産部門は現実に独立の組織体として存在するわけでは左く，他の生産部門と有機的

に結合しながら農業控営を構成するものであり，部門言噂はその生産部門をあ剣道も独立

したもののようK扱う擬制計算K過ぎず，したがって部門を細分すればするほど擬制の度

合もまた高安らざるを得ないからである。また前述したようVC，農家経済簿は農家経済全

体の把握を才一の任務とするために，部門計算K必要左記録の整備Kはなのずから眼界が

あり，部門を細分すればするほど無市価物の評価や掲邑費用の配賦念ど計算上の推定部分

が増加し，それだけ恋意性が加わって客観性から遠ざかるという弱点を増すわけである。

したがって自計式農家経済簿に基づく部門計算K沿いて，生産対象の種類による部門の

分類を考える場合には，計算目的と帳簿の言議様式との両者グ劫案されねばならず，その

目的に対して必要左程度にないて，またその帳簿の記録様式Kよって可能念程度Kかいて

分類されることが望ましいと云うととができょう。 例えば混州蜜柑を主要作物とする結営

にかいては，果樹作を温州蜜柑作部門とその他果樹作部門とK分類する必要があろうが，

数種類の果樹作あるいは野菜作を部次的K営み，それぞれの生産物Kっき生産費言博を必

要としないよう念腔営では，むしろ果樹作部門，野菜作部門というように一括して分類す

るのが実用的見地からより望ま υ暢合もあるわけであるe す友わち部門が細分されるほ

ど，主要簿になける種目の分類や補助簿Kなけるま議の整備が複雑となるためκ，記帳の

観点からは部門の細分をできるだけ避けるととカ還ましいし，他方，分析の観点からは主

要生産物どとの部門の独立が望ましく，それに応じた記録の整備が必要とされるわけであ

る。

つぎに生産行程の範囲であるが，その範囲をどのよう念ものとしてとらえるかによって

部門の計算方法も言樽結果もかなり異左 t，通常その範囲を限定せずに計算結果の表示さ

れる場合が多いだけVC，その範菖K関する吟味は重要であると思われる。例えば稲作の場

合，その生酷昼程を苗代の準備から玄米の生産までとしてとらえることもできれば，精白

過程や堆肥製造過程を含めて考えることもでき，さらには稲作に用いる役畜の飼養やレン

グの栽培主主どの過程を，間接的あるいは補助的友部門として稲作部門の中K含めて取扱う

に
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こともできるわけで参る。また酪農部門を考える場合にも，未搾乳牛の育成過程や飼料作

物の栽培過程をその中に含めるか，あるいは別部門として分類するかの問題が起るし，同

様のζ とは，養蚕部門tておサる桑作や採卵鶏部門K射する育雛過程の場合にもみられるこ

とである。もちろん，それら生産行程の範囲Kよる部門の分類方法は，経営形態や分析の

目的によって異なり，それぞれK意味をもつものである。したがってとれを一律に定める

ことはでき念いが，その生産部門がいか念る範囲のものとしてとられたかを明確にし，そ

の分類が分析目的K対していか念る意味をもつものであるかを吟味してみる ζ とは大切な

ことである。

さらに自討式農家経済簿Kがける部門計算の場合は，その計算K必要な記録の整備如何

が問題であり，客観的念記録結果をできるだけ利用するという見地からも，その分類範囲

が検討さるべきであろう。すなわち，自計式農家経済簿の現金現物日記帳にないて記録さ

れる販売生産物が白米の場合には，稲作部門の範囲を精白過程を含めた白米の販売段階ま

でとするととが，より客観的左言慢を可能にするであろう。また現物受払帳にないて記録

される投入飼料が家畜ごとK分離し難い場合Kは，酪農部門を搾乳部門と育成部門とに分

離して計算することが，その計算過程(I[:t~ける類推部分を増し，それだけ客観性を低める

原因と在るに違い左いe

またζの部門範囲K関して控営研究者の間でしばしば問題とされるのは，酪農鮮官樺

Kないて飼料作の生産過程を含めるべきか否かり問題であり，同じととは養蚕部門Kネサ

る桑作，稲作部門Kなける役畜左どの場合Kも問題とされることである。そして何故とれ

らの場合に部門範囲がとく K問題にされるかの理由は，恐らくつぎの二点にあると思われ

る。その一点は，それぞれ(I[:t~ける前者が主要部門，後者がそれK対する補助部門という

関係Kあるということである。もう一点は，一方が養畜部門，他方が耕種部門に含まれる

もりで，それぞれの生産過程がか念り性質を異にするというととである。すなわち，補助

部門はる〈まで主要部門K付随して存在するものであるから，当然それらは一括してとら

えらるべきであるという主張が成立つ。と同時(1[，耕種部門と養畜部門とは土地利用や生

産管理の面でか~!J性質の異念るものであるから，それらは分離してとらえられるの治還

ましいという主張も成立つわけである@ことに補助部門K辛子ける生産物(あるいは用役)

は市価をもたない場合が多いために，主要部門と補助部門とを分離して扱う場合Kは，前

者の腔営費計算，後者の粗収益計算に沿いてそれら無市価物の評備が不可欠となる。そし

てそれらの評価がか左り厄介であり恋意的(I[~ !Jがち念だけ(1[，できるだけそのような評
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価を避けるのが望ましく，その意味からも両部門を分離せず一括してとらえるのが望まし

いという主張カ鴇まるものと思われる。しかしながら，部門計算の結果から成果の良否を

判断し，その要菌を考えようとする場合には，主要部門，補助部門のそれぞれKついて検

討できることカ望ましいことは云うまでもない。 ζとK主要部門が養畜部門(例えば乳牛

管理).補助辞守が耕種音閉伊出ま飼料作〉という場合同むそり補助部門が土地や労働の利用面

κないて他の耕種部門とどのように競合し，いかえEる有利性をもつかを判断するととが，

補助部門としての役割と存在意義を検討する上に重要である。そしてそのような必要性が

主要部門と補助部門を分離してとらえる主張の根拠をなしているものと考えられる。

したがって主要部門と補助部門とを一括してとらえる方法にも，分離してとらえる方法

にも，それぞれ根拠があると同時に欠臨もあり，その判断は経営形態や分析目的K基づい

てなさるべきものであって，一概にその良否を決し得るものではない。何れの場合(rCせよ，

それらの方法が以上のよう念得失をもつことを十分理解する必要があろうし，両者の利点

をできるだけ活かそうとするならば，ヨナ一段階Kないで両部門を分離して扱い，方二段階

K沿いてそれらの結果を総合するという方法をとるのが最も望ましいようK思われる。

なぜ左ら，才一段階K念いてそれぞれの部門どとの検討が可能であるし，ヨす二段階にない

てそれらの総合Kより自給物評価という恋意的な面が消去されるからである。す左わち，

補助部門(rC;J:，~ける自給生産物カミ島大評価されれば，それだけ補助部門の粗収益は増加し，

したがって純収益も増加する。しかしそれら自給生産物は同時K主要部門の結営費をなし，

その増加部分だけ主要部門の純収益が減少するととになる。したがって両部門の総合K沿

いては，それら自給生産物の評価如何が，純収益K何らの影響をもたらさないζ とになる

わけである。

つぎK部門計算の単位期聞についてであるが，部門の生産は必ずしも 1ヵ年を単位期間

として行なわれるものではなく，むしろその単位期間は生産物の種類によってすべて異な

ると云ってよい程の多様性をもつものである。そして同一生建物の場合Kすら，その生産

行程の範圏をどのようにとらえるかによって単位期間は異左るはずである。また生産期間

は1ヵ年以内であっても，ぞれが年度をまたがる麦・菜種のような生産部門もあれば，酪

農や採卵鶏のようK日々連続的に生産物が産出され，単位期間の定め難いような部門もあ

る。このように部門の生産期間は，生産対象によって極めてまちまちであり，生産行程の

とらえ方によっても異念るが，部門計算左らびに生産費計算をできるだけ厳密なものとす

るためには，その単位期間としてできるだけ現実K却したそれぞれの生産期間をとるとと
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カ望ましいことは云うまでも1l:いであろう。

しかし乏がら， 1ヵ年(通常暦年Kよる)を記録計算の期間とする農家経済簿に基づい

て部門言慢を行左う場合Kは，そのよう左現実の生産期間をとるととが事実上困難念場合

が多< ，部門言慢の単位期間を帳簿の記帳年度K合わさざるを得左いし，またそうすると

とに一層積極的念意義を見出すとともできるK違いない。念ぜなら， ζのよう念場合の部

門言慣はむしろ農業経営分析の手段と考えられるものであれ農業艦営計算がある年度の

期間計算として行なわれる以上，部門計算もまたそれと同ーの期間言構として行なわれる

ことK積極的左意味があろうからである。もちろん，実際の生産期間をとる場合と簿記の

記帳年度をとる場合とでは，部門言構の方法が異左るし，その意味も同じでは念い。前者

は一回の生産行程を対象とするいわば対象計算であるのに対し，後者は永続的友部門経営

の一年度をとらえる期間計算伴度計算)である。したがって両者の計算結果は必ずしも

一致し左いが，期間言構の結果をできるだけ対象言博の結果に近づけることが望ましいと

とは云うまでもをい。農家経済簿Kなける部門計算の様式tてないてそのような工夫が念さ

れることは，実用的左見地からも重要であるうと思われる(このことは，後述する部門資

本の計測や収益計算の方法にないても十分考慮、を払った積りである)。

以上，農家経済簿Kかける部門計算tてないて，生産部門がどのようなものとして認識さ

れるものであるかを，生産対象の種類や生産行程の範囲，言噂の単位期間などの視点から

吟味してみたが，そのとらえ方Kは実K様々な方法があり，そしてそれらはそれぞれK何

らかの根拠をもつものであることカ蜘られるO した;O'って部門計算を行なう場合Kは，そ

の部門がどのよう念ものとしてとらえられたものであるかの約束を明確tてする必要がある

し，分析結果の利用に際してはその約束を前提とする ζとが必要である。同時K重要左と

とは，そのよう左約束が，分析目的に対する意味と記帳結果の利用とを十分考慮した上で

定められ1l:ければ念ら念いという ζとである。

さらに重要念もう一つのととは，そのよう友部門計算が，農業能営から生産部門をとり

出して独立の経営のようK想定した擬命IJ計算であるということである。実際Vとはそれらの

生産部門が独立して存在するわけではなく，相互K密接な関連をもち念がら農業経営を構

成しているわけである。したがって部門分析の結果を現実K適用しようとする場合Kは，

それら部門聞の関連を十分考慮し念がら，それぞれの部門が経営全体の成果K対してどの

よう左役割をもつものであるかを判断するととが大切であり，そのζとが農家経済簿Kな

ける部門計算の最も重要な包的である ζ とを常K留意する必要があろう。
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第 2章部門資本の計損Ij方法

農業経営を独立体とみ念した場合の投下資本の計測方法Kついては才2 部才2 章VCjó~い

て述べたが，農業経営からさらに生産部門をとり出し，それを独立の経営の如くに取扱っ

た場合の部門投下資本の計測Kついて考察し，自計式農家経済簿K基づいて可能左実用的

念計測方法を提案しようとするのが，本章の目的である。

その場合VC，生渡部門は農業経営の部分であり，したがって部門投下資本額も農業投下

資本額の分割額に過ぎないという見方からすれば，部門投下資本額はヨナ2部才2章で述べ

た農業投下資本額を部門間tて按分すれば足りることになる。しかしながら前述した農業投

下資本額の計測は，農業問定資産左らびに農業流動資産の年度始在高あるいは年度始・年

度末の在高平均でもって代表させるという街宣法によるものであった。したがって部門投

下資本額をその分割額としてとらえる場合は，その計測方法もまた同じ程度の簡便法であ

るζ とを免れ念い。もとよりそのような簡便法も実用的には十分意味があろうし，自計式

農家経済簿の拡張言慢VCjó~いてもそのような部門資本の言博Ij方法が用いられている。(1) 

しかし農業給営全体の資本計測についてならともかく，一生産部門を対象にしてより詳細没

腔営分析や生産資計算を行なうためには，そのような簡便法治粗雑に過ぎると思われるし，

より厳密念計測法がそれほど困難だとは考えられない。(2) もっともその厳密さを理論的

に追究してゆけば，その計測法は際限なく複雑なものとなろうが，本章では先の簡便法か

ら一歩を進めて，部門分析や生産費計算に耐える程度の厳密さを加え左がら，しかも自計

式農家経済簿の麦蟻結果に基づいて可能な実用的な方法として，部門資本の具体的な計測

ゆ (3)
方法を考えてみたいと息つ。

なか本主主では部門投下資本をその性質によって固定財資本，流動財資本，労賃資本の5

穫に大別し，それぞれの計調lJ方法Kついて考察するが， ζ 』では土地を固定財資本の中に

含めて考えるし，をた小作地を自作地と同様K扱い，投下資本の中K含めて考えることに

したい。農業控訴構にかいて小作地を腔営体K含めて考える場合の根拠は，既VC:;t2部

才2章にないて述べたが，部門計算に沿いては一層それが妥当すると考えられるからであ

る。またと Lでと bあげる部門計算とは，前章で述べた年度計算としての部門計算である.

したがってζ 』で言十測される部門資本は年間投下額としての資本であり，それに年利率を
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乗ずれば部門負担利子額が計算されるし.またその利子額を主産物と副産物とに配賦する

場合は，その前者が主産物生産費用の利子部分を念すよう友性質のものであることを，予

め断つてなきたい。

〔注〕

( 1)京都大学農業簿記研究施設「自計式農家経済簿:台帳J昭和 41年 .58頁参照

(2)農業能営全体の投下資本を厳密K言博IjするととがいかK困難であり，したがって筒

便法を用いざるを得主主かった理由Kついては，才2 部才 2 章才 5 節VCi>~いて述べた。

(3)本章の部門資本計誤IJ法Kついては，その概略を拙著「農家の館営診断入門J

昭和39年， 193-202頁tとないて述べた。

ヨナ1節 部門固定財資本

自計式農家経済簿の財産台帳Kおいて固定資産として分類される資産のうち，その生産

部門K用いられるものを部門固定財と呼び，それら国定財の価値額Kよって表わそうとす

る資本が，と Lでいう部門固定財資本である。したがってとれら部門固定財資本は，固定

資産分類の場合と同様，土地，建物，大植物，大家畜，大機具の5種K分類してとらえる

ことができるが，前述した簡便法と異まる点は，それら固定財の年度始価額を以て直ちK

資本額とみ念す方法をと bないことである。す左わちそれら固定員オは年度内K購入あるい

は売却される場合があり， ζと?と大家畜Kついては分娩。死亡の場合もあるためVC.それ

らの年度始価額が直ちに年内の部門投下資本を表わすものではな<.それらの保有期間を

考慮、K入れてとそより厳密念資本の計測ができるからである。またそれら固定財が他部門

と兼用される場合VC.部門使用率を乗じて計算されねばならないととは云うまでも念いが，

財種によってはとの部門使用率の判断がか左り困難な場合もあり，そのζ とも改めて検討

してみたいと思う。

以上の点を考慮し念がら，自計式農家経済簿の記帳結果K基づいて部門固定財資本を計

測する言構様式を考えてみると，才1表のような計算表として示すととができょう。

す左わちとり言構表では，まず自討式農家経済簿の財産台帳K記録された固定資産の中

からその部門K関係するものを拾出して，それらの「種百Jr数量Jr年度始価額もしく

は年度内調達価額Jを記入する。つぎUてそれらの価額Kそれぞれの「年間保有率J(その
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第1表部門国定財資本言博表 (通年教算)

年度始価額もしくは
保年有間率

f 同p

種 目 数量 部使用門 部門商定財資本額

年度内調達価額付) (ロ) 率料 (イ)Xわ)X付

円 ¢ 領 円

土

地

言十 ~ --------~ ~ 
建

物

言十 ~ ----~ ~ 大

植

物 ー-

計 / --------/ / 
大

家

畜

計 ~ -------~ / 

大

機

具

計 / --------/ / 
部門固定財

/ ~ μィい/d口与き同J戸 資 本額
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年度K台ける保有月数を 12カ月で割った値)と「部門使用率J (他部門と兼用される場

合の部門使用割合)とを乗じて，通年換算の部門固定財資本額を言明しようとするわけで

ある。 ζの場合に固定財の価額を年度始価額だけに限定し左い理由は，前述したようにそ

れら国定財が購入，新築 .5子娩念どによって年度内に調達される場合があり，それらも当

然部門国定財とみなされるべきだからである。また年間保有率を考える場合(rC，その財K

対する腔営の年間保有期間を問題にし，その部門の利用期間を問題にし念いのは，固定財

の性質からして，その利用期間の如何にか Lわらず，その部門のためK保有された期間の

投下資本額はその部門が負担すべきものと考えられるからである。そしてその部門になけ

る実際の利用期間は，他部門との兼用K際しての配賦計算(rC;J:，~いて考慮さるべきであり，

そのつぎり部門使用率を判断する場合の基準の一つをなすものと考えたわけである。

以下，との計算表に基づき念がら，部門固定財資本の計測方法を各財穏どとK吟味して

みよう。

(1 )土地

財産台帳の記録結果からその部門氏周いられた土地面積を拾い出して記入すればよいが，

その場合K小作地をも含めて対象とする ζとは前述した。ただこの場合に注意し左けt'vf!、

ii:ら念いととは，部門の範囲をどう考えるかKよって土j也のとらえ方もまた異なるという

ととである。例えば酪農部門をと bあげる場合，飼料作栽培を同一号E門に含めて考えるな

らば，そのための飼料作用地を酪農部門の固定財とみなさ念ければならないが，これを別

部門として考えるならば，飼料作用地は酪農部門の固定財では念< ，飼料作部門の固定財

として扱わ念ければ念らii:いわけである。そして同様のことは養蚕部門(rC;J:，~ける桑作や稲

作部門(rC;J:，~ける縁日E作についても云えるととである。

つぎに問題とすべきは部門使用率であり，一毛作の場合はその使用率が100%と左るの

で問題はないが，他の作物と兼用されるこ毛作，三毛作の場合に;そ的音f門使用率を厳密に判断

するととは極めて困難な ζとである。後述するよう(1[，建物や大機具り場合Kは空間的なら

びに時間的左年聞の使用状況Kよって部門使用率を判断するととができる。しかし土地の

場合にはその属性として空間的左広がりや土壌の性質だけでなく，それをとりまく気象条

件が重要念要素をなし，その気象条件が季節によって著しく異なるために，単なる利用面

積や利用期間の按分比Kよってその使用率を判断するわけKはいかii:い。をた季節的ま気

象条件の差異を考慮するとしても，気象条件K対する作物の要求がそれぞれ異なるために，
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気象条件Kどのよう念ウエイトを付するかの判断もつきかねるわけでるる。

したがって土地の部門使用率を判断するためKは，それに代るべき他の按分基準を考え

てみる必要があり，その便法として考えられるのが収益基a準による接介である。との収益

基準としては粗収益，純収益，土地純収益などを考えるととができる。その中で最も理論

的だと考えられるのは土地純収益であろうが，その計算Kは家族労働や資本財資本利子の

評価が必要であるし，部門によってはその値がマイナスを示す場合も少左〈左いので，土

地純収益を按分の基準にとることは実用的にかなり困難であり，次善的な便法としては部

門純収益基準をとらさつるを得2まいようK思われる。(1) もっとも部門純収益の場合にも，個

々の農業経営VC$サる各部門についてそれを求めるととは事実上厄介であり，実際Kは地

域的な平均値Kよらざるを得ないであろう。ちをみK京都大学農業簿記研究施設Kよる記

帳農家の計算結果から求めた，二毛作の場合の部門純収益による按分比を例示してみると，

第2表のようκなる。

第2表 二毛作になける土地資本の按分比率(部門純収益Kよる)

作 付 方 式 按分比率

水稲 表類，菜種，れんげ，飼料作 80 o 20 。

71<稲 馬 鈴 薯 75 25 

水稲 玉葱，えんどう，そらまめ， it藍 7 0 30 

水稲 胡瓜，主事，煙草 3 0 7 0 

麦類 甘藍，大豆 ，IJ、豆，飼料作 30 
。

7 0 。

麦類 胡瓜，茄子，トマト 1 0 9 0 

拙著「農家の控営診断入門J 196頁より

(2) 建物。大 機具

建物と大機具とは，固定供用島幸としてその性質カ瀕似しているためにこ Lでは一括して

取扱うととKするが，何れの場合にも，財産台帳の記録結果から部門使用財を拾い出し，

それぞれの年度始価額もしくは年度内調達価額を記入するととは容易である。また兼用の

建物・大機具K関する部門使用率も，前述したように，空間的念らびに時間的な年間の使

zd 
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用状態を考慮して按分すればよいので，その判断は土地の場合K比べて頗る単純である。

耕転機や自動車~どについては，耕転面積や走行距離を按分基準とするのも一法であろう。

ただζhでも注意し左ければなら念いのは，部門の範囲をどう定めるかによってとれら

の部門固定財のとらえ方が異宏 9，それは後述する部門経営費の内容とも密接に関連する

というととである。例えば酪農部門Kサイレーク生産を含め7まいとする左ら，サイロは部

門固定財を念さず，部門経営費Kはサイレークの評価額が計上されねばなら念い。しかし

酪農部門Kサイ νージ生産を含めて考える場合には，サイロが部門圏定財と念り，部門経

営費にはサイレーヅでは念<，サイロ充填前の飼料作物評価額が計上されることに念る。

また飼料作栽士宮をも酪農部門K含めて考える場合Kは，部門経営費K飼料作物評価額カ斬

上きれず，部門固定財として飼料作K用いられる大機具はもちろん，それら大機具を格納

する農舎までもカ2加わるととKなる。このように固定財の取扱いは，部門結営費の内容と

とも(1[，部門範囲の設定如何Kよって著しく異念るわけである。

(3) 大植物

農業用の大植物は果樹と特用樹(茶樹。桑樹など)とに分類できるが，何れの場合も兼

用は殆んど考えられ念いので，年度内に新横や更新の念い限り年間保有率も部門使用率も

ともに 100%と左る。したがってこの場合Kは，財産台帳に記録されたその部門の年度

始大植物価額がそのま L部門資本額と念るわけで，その計測は極めて容易である。またこ

の大植物資本の計測が必要とされるのは，ほとんどの場合 p果樹，特用樹の部門言構K隈

られ，それ以外の場合K必要とされるのは，防風樹や稲架用立木Vてついてぐらいのもので

ある。

(4) 大家畜

固定財の中で年間の変動が最も頻繁にみられ，その意味で最も固定的でないのは大家畜

である。購入，売却に加えて分娩，死亡などによる変動もあるために，年度始在高もしく

は年度始@年度末の在高平均でもって年間の投下資本を表わすことにはかなりの無理があ

り，実態から甚だしく遊離する場合も少念くない。したがって，大家畜資本の計測にはと

くK年間保有率が重視されねば念らず，家畜飼養表から家畜どとの飼養月数を求めてそれ

を12カ月で割った年間保有率でもって，それぞれの年度始価額もしくは年度内調達価額

を修正する必要があるわけである。また酪農や肉牛などの養畜部門計算にかいては，メ家
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畜の兼用される場合がほとんど念いためK.部門使用率は通常100 ~となるが，役畜部

門が耕種各部門の補助部門としてそれぞれの主要部門K分割包含される場合tては，それぞ

れの部門になける畜役使用日数K応じて，役畜の部門使用率が判断されねばならない。

以上，部門国定財資本の計測方法を，前記第1表の計算表に基づいて財種どとK検討し

てみたが， ζの方法では年間保有率が考慮されるために，前述の簡便法K比べて精密度が

高<.，"iた財産台帳の記録が十分であれば，それぞれの言構もさほど煩雑なものでは左い

ζ とが知られよう。そしてそれぞれの財の部門資本額が計上されhば，それらを縦K合計

することKよってその部門の固定財資本額が求められるわけである。

なたとの部門固定財資本言構表Kr部門償却額」と「部門増殖額」の言樽欄を加え，財

産台帳K沿いて記録された償却額，増殖額にそれぞれの部門使用率を乗じて部門償却額と

部門増殖額を求めて公けば，後述する部門粗i収益，部門役営費の計算K;Þ~\ハて頗る便利で

あるととも付言してなきたい。

件〕

(1 )大槻正男著「農業簿記」昭和38年， 180頁では，二毛作の場合K公ける稲作の地

代負担割合を，稲作粗収益の2-3倍額と裏作担収益との割合として算出する方法

が示されて沿り，その理由としては，稲作が主作物であって，裏作物K対して純収

益力が数倍高いととが挙げられている。

第2節 部門流動員オ資本

流動財の中には様々な性質のものが含まれてなり，その分類も現実にはか左り便宜的念

基準vcよらざるを得念かったためK，資本財資本の計測が固定財のときに比べて遁かK複

雑，困難であるととは，第2部になける農業資本計測の際Kも述べた。す念わち流動員まの

中には，小家畜や小機具のように財の性質上固定財と同様K拶、われてよいものもあれば宮

小植物のようK年度始めK立毛状態のものが年度内に生産物K変形するものもあり，また

購入現物や中間生産物のようK投入時点(あるいは購入時点)から生産物K完熟するまで

(あるいは生産物の販売時点まで)の期間だけ固定されるものもある。このように流動財

は財種Kょうて価値流動の形がか念り異念りーしたがってそれらに関する資本計測上の取
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扱いもまた異ならざるを得念いわけである。 ζとに購入現物や中間生産物は，ぞれらがそ

の部門の生産のためKどれだけ固定されたかが問題とされねば念らず，その固定期間はそ

れぞれの投入時期や生酎す象む如何Uてよって異なるためVC，各種生産部門を含む農業能営

計算の段階K沿いては，それらに関する投下資本の厳密念言噂がきわめて困難であったわ

けである。しかし左がら部門計算の場合には，その部門VC:lô~ける生産期間をほ Y確定でき

るためVC.これをもってそれら流動財の固定期間とみ1iし，それらの投下資本額を計測す

るζ とは比較的容易と左り，その方法は購入現物や中間生産物(自給物財)のみならず，

購入あるいは自給の用役Kついても適用できるはずである。もとより ζの場合にも，理論

的念厳密さを要求してゆけば，その計測方法は際限左く複雑設ものと左ろうし，本節では

その厳密さを自討式農家経済簿の記帳結果に基づいて可能左範囲にと三めざるを得をν、
その意味ではと '.!.vc示す計漬Ij法も実用的念便法には違い念いが，理論的左根拠K基づいて

それをできるだけ正確左ものK近づけようとするのが，本節の狙いである。

以下，流動財資本をを小家畜資本，小機具資本，その他流動財資本の3穫に分かちだれ

ぞれに対して考えられる計算表K基づきながら，それらの具体的念計測方法とそのよって

きたる根拠について述べてみたい。

(1) 小家畜資本

小家畜(牛馬以外の中小家畜)は，価値流動の性質からみて大家畜(国定財)との間に

基本的な相違は念<，したがって資本の計測も大家畜と同様K扱われてよいはずのもので

ある。しかし一般にそれら小家畜は飼養頭羽数が多く単価も低いためVC，自言拭農家経済

簿では流動財として扱われてシり，財産台帳にかいても大家畜とは違った取扱いが左され

ているので，資本の計測もまたそれに応じた方法を考える必要がある。す左わち大家畜の

場合Kは財産台帳や家畜飼養表K於いてー頭どとの記録が左されるために，-頭どとの投

下資本を計測することができたが，小家畜の場合Kはそれらの帳簿Kないてたかだか畜種

ごとり記録がなされるK退ぎ念いためV'C，それら畜種どとに投下資本の計測を行念わざる

を得左い。

もとより小家畜の場合も，大家畜の場合と同様あるいはそれ以上K年間の変動治報し<， 

年度始の在高や年度始。年度末の在高平均でもってその資本額を表わす乙とにはか1iりの

無理があ.9，年間の平均資本額をできるだけ正確Kとらえるためには，つぎのような計算

方法が考えられてよいとJ思う。すなわち，家畜飼養表Kよって各畜種どとの年間平均飼養
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頭羽数を求め，ぞれに畜種どとの平均単価を乗じてそれぞれの小家畜資本額を言↑算する方

法であり，それを吉博様式として示したのが第5表である。

第 5表 小家畜資本計算表

年間平均飼養
種 目 平 均単価 小家畜資本額

頭羽数 (イ) わ) 付)Xわ)

円 円

計一概)~/イプ

ζの場合の種目欄には，その部門に関連する小家畜を畜種ごとに分類して記録する材7

であるが，畜種の分類K当つてはその性質や単価のキ髄Kよってできるだけ細分すること

が望ましν、。採卵鶏部門Kなける成鶏と雛(さらKは大雛，中雛，幼雛) ，養豚部門(t(j:，~

ける種豚，肉琢，子，啄念どの分類は，最低限必要とされるものである。またζ'>.fていう小

家畜の年間平均飼養頭羽数とは，年間を通じて常時どれだけの家畜が飼養されたかを平均

値として示すものであり，厳密Kは日々の頭羽数を合計した年間の延飼養頭羽数を 365

で割って言噂されるものである。しかし実用上の便法としては，家畜飼養表において特産

始と各月末の頭羽数を記入してなき，それらの合計数を 13で割った平均値を用いるのが

適当と考えられる。平均単価も，厳密には畜種ごとの日々の平均単価を求むべきであろう

が，便法としては財産台帳の年度始(年度末)(t(示される畜種ごとの平均単価を用いるこ

とが許されてよいであろう。なな小家畜の場合は，他部門と兼用される ζとが殆んど考え

られず，その部門だけに用いられるものであるから，部門使用率については全く考慮の必

要がない。

位)小機具資本

小機具資本も小家畜資本の場合と同様，財の性質からは国定財資本に準じて計測されて

よいものであるが，財産台帳にたいて流動財として扱われているために，その記誌に基づ

いた計測方法を考える必要がある。その言横様式を示したのが第4表の小機具資本言樽表
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である。

第 4表 小機具資本計算表

穫 呂
新調価額 部門使用率 部門新調価額 | 

(イ) (寸 (イ)X(ロ) I 
円 ¢ 円

言十(部門新調価額 )

ノj、 機具資本額 (部門新謂価額与
2 

す念わちζの言1算表では，まず財産台帳K記録された小機具の中からその部門に関連す

るものを掛ミ出じてそれt:sJ穫呂と新調価額とを記入し，他部門と兼用されるものについて

はそれら新調価額K部門使用率を乗じてそれぞれの部門新調価額を計算する。つぎtとそれ

ら部門新調価額を合計して2分すれば，その部門のイ機具資本額が求められるわけである。

なな年度内Vとそれら小機具の購入や廃棄があって，年度始と年度末。在庫治、i異なるときは

両者の平均をとるとととする。また部門新調価額の合計を2分して部門，j機具資本を求め

るのは，小機具に新旧さまざまのものが混在するとみてその平均をとった便法であり，と

( 1) 
れは自言十式農家経済簿財産台帳K辛子ける小機具資産の言慣K用いられている方法である。

(3)その他流動財資本

上述した小家畜資本，小機具資本以外の部門流動財資本が，と￥でとらえようとする

「その他流動財資本Jである。したがってとの流動財資制ま，小家畜，小機具以外のすべ

ての部門投入物財K要した資本を意味するととKなるが，その資本額は年度始Kかけるそ

れら物財の在庫額でもって代表されるものではもちろんなく，したが唖て年間を通じて投
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入されたそれら物財の費用から計算せざるを得ないζとKなる。そしてそれら物財の投入

費用は後述する部門能営費の中に計上されるものであるから，それら流動員才資本の計測の

ためには，まずもってその計測対象となる物財費用を部門腔営費の中から分離するととが

必要である。

部門経営費の内容κついては次主主で述べるが，上述の物財費用を分離算出するために部

門能営費の中から控除さるべきだと考えられる費目は，小家畜購入費， 'J暢兵購入費，雇

用労賃，国定財償却額の4穏と;1:る。す念わち小家畜， 'J機具，固定財Kついては，既K

前述したそれぞれの計算様式Kないて資本が計測されるし，雇用労賃は物財費ではな<， 

次節VC$~いて労賃資本として別個Kとらえられるからである。 7弘、後述の部門経営費には

小作料や負債利子治E言十上されていないため?と， ζ 』で控除の対象Kあげる必要は念<，ぞ

れらが部門能営費K計上され念い理由については後述する。したがってζれら4穏の費目

を部門控営費から控除するととKよって求められる物財費用(自給物財を含む〉が.rそ
の他流動財資本Jの計測対象となるわけである。 ぞζで問題となるのは，それら物財費用

のために必要だとみなされる部門投下資本をどのようにしてとらえるかという ζ とである。

従来，それら物財資本額を年間物財費用の 1/2額としてとらえる方法は，かなり一散

的に用いられてきたし，農林省「農業経営調査報告Jti[$~ける流動資本の部門別言f算出、

(2) 
いても，そのよう左方法が採用されている。 そしてその場合K物質オ費用を2分するの

は，物財が年間を通じて平均的K投入されたものとみなしての便法であるが?物財費用の

1/2額をもって投下資本額とみ友すという ζ とは，それら物財の投入に要する資本が年

閣を通じて固定されたととを意味するものである。はたしてそれら物財の投入に要する資

本は，いか在る生産部門の場合』ても，年間を通じて固定されたものとみなさるべきもので

あろう治、

例えば採卵鶏部門や酪農部門の場合VC，以上白物財費の大半を占めるものは飼料費であ

るが，飼料購入のための資金がその部門経営K固定されるのは，飼料の購入時点から生産

物代金回収時点までのどく短期間であ!J，極端K云えば1日分の飼料購入資金があれば足

bることK念る。また稲作部門を例にとり，その生産期間を6カ月とするなら，生産開始

期κ投入された物財でも，その生産のためK固定される期間はるカ月であり，生産終期K

近〈投入される物財の国定期間は僅か数日ということκなる。したがってそれら物防カ生

産期間を通じて乎均的K投入されるものとみる左ら，それら物財資本の平均固定期間は5

カ月というととに念るわけである。
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このようVL.それら流動物財の投入VL要する資本は，云わばその部門の運転資本K相当

するものであり，それら物財費用をもって部門資本額を表わそうとする念ら，当然その圏

定期間が問題とされねばなら念いはずである。そしてその固定期閣は，穀権部門左らその作

物の栽培期間，養畜部門左らその生産の回転期間K基づいて判断さるべきであろう。もし

いか念る生産部門の場合Kもそれら物財資本カ年閣を通じて固定されるものであり，した

がってその資本額カ年間物財費用の 1/2額でもって表わさるべきものと考える衣らば，

当然生産物の販売額や家計仕向額K対してもその利子を見積り，部門粗収益K計上する必

要が生ずるはずである。在ぜまら，生産物Kよって困収された資金が再び物財投入のため

K用いられ念いとすれば，当然その資金は預金その他の手段tてよってその部門K利子収益

をもたらすと考えられるからである。しかし念がら，農林省「農業経営調査報告Jにおい

(3) 
ても，そのよう友利子収入あるいは利子見積額が部門粗収益K計上されてはならず，

しかも他方にないて，物財資本をあらゆる部門計算Kないて年間物財費用の 1/2額でも

って表わすという方法をとっているのは，明らかに言構上の矛盾と云わざるを待友い。

そとでとの年間物財費用から部門投下資本を計測しようとする場合Kは，つぎのよう念

方法をとるのがよいと思われる@す念わち，部門控営費の中から前述のようKして分離計

算された物財費用に対じ，それぞれの部門の年間固定率を乗じて求めるという方法である。

そしてその場合の年間固定率というのは，その部門の生産期間(耕種部門左らその作物の

栽培期間，養畜部門左らその生産の回転期間)を月数で表わし， ζれを24で割った値と

して示されるものである。その場合K生産期間 c月数)を 24で割る理由は，年間の固定

率をみるために1年すなわち 12ヵ月で割る必要があり，また物財費用がその生産期閣を

通じて平均的K投入されたものとみる友らば，さらVてそれを2分する必要があると考えた

からである。

以上のよう念根拠に基づき，部門経営酎ミら前述の「その他流動財資本」を導く言構表

を考えてみると，第5表のよう念ものとして示すことができる。

友主?との年間国定率を求める場合，酪農部門や採卵鶏部門左どのようにB々連続的友生

産が行念われる部門Vとついては，その生産の回転期間がきわめて短期であるため~l: ，年間

固定率をゼロとみる便法を用いるととも許されてよいであろう。しかし実際Kは飼料を主

体とする物財カ殺入どとK調達されるわけではなく，少念くもそれらの数日分が一度K調

達されるのが普通であるから，その調達分K応じて固定期間を考えるのがより適切な方法

である。また酪農部門K含まれる育成牛や探卵鶏部門に含まれる雛り育成のためKは，そ
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れら物員ぎがか念りの期間間定されざ

るを得~いので，厳密KはそれらK

要した物財費を分離して取扱う必要

があるととも付言してなきたい。

最後に小植物資本Kついてである

が，それカ潤題に念るのは麦，菜種

1i:どのような年度をまたがる作物の

場合であり，当年度の記帳結果K基

づいて部門計算を行なう限り，年度

始の小植物(立毛)在高が資本言十演IJ

の対象となるのは当然のζとであろ

う。す左わちζの場合には，年度始

からその生産の終期までに投入され

た物財K対して資本が必要左ばかり

で念(.年度始の小植物資本もまた

第 5表 その他流動財資本計算表

部門経営費(イ) 円

控
小家畜購入費

除 小機具蘇入費
す
J¥ a 震 用労賃

き
固定財償却額

費

目 言十 (吋

(イ) 一 (ロ) 付

年間固定率 ド) 係

その他流動財か資+本額
円

×ド)

部門生産期間(月数)
年間国定率=

24 

その期間固定されねばならないからでまうる。したがってこの場合Kは投入物財K対する資

本を上述の方法によって計測するほかに，年度始小植物価額K年間間定率を乗じてイ植物

資本を計測する必妥があり，その場合の年間固定率は年度始からその生産の終期までの月

数を 12カ月で割った値として示されるととになる。

し7がしながらこのような年度言樽に沿いて考慮し左ければなら左いもうーづの問題は，

それら作物の生産が一回限りのものでは念<，同種の作物が年度内に再び作付けられて年

度末刷植物として残る場合が多いというととである@そしてそれら作物白部門計算を年

度計算として行なう以上，当年度作付分の生産過程をも計算対象K含める必要があり，そ

の過程K拾いて投入された物財の費用を部門腔営費K計上すると同時に，それらに要した

資本もまた計測の対象としなければならないわけである。したがってそのよう念作物を対

象とする部門計算Vてないて年閣の流動財資本をできるだけ正確K計測するためには，当年

度収穫分と当年度作付分とK分離し，小植物資本を前者に対して考慮するのがより厳密念

方法であろう(その場合.当年度作付分の物財費は作付時点より年度末まで固定されたと

とt仁左る)0 しかし念がら，ほ Y同一面積の栽培が繰返され，年度始と年度末の小植物在

高がほ Y等しい場合には，年度内にその部門K投入された物財ならびK用役をすべて向一
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生産期間内にないて投入されたものの如くみ念し，それらK要する資本を前述の「その他

流動財資本Jならびに後述の「労賃資本Jとして計測する便法が許されてよいであろう。

そしてその場合Kは，ぞれら物財念らびK用役を当年度収穫分と当年度作付分とに分離す

る必要が念いばかりか t+~産物資本K対する考慮、を全〈必要としないととKなるわけであ

る(その場合，物財ならびに用役の固定期間は，当年度収額分と当年度作付分とを合わせ

た全生産期間というととKなる。

以上，部門流動員す資本の言十測方法とその根拠Kついて，とれを小家畜資本.Ij、機具資本，

その他流動財資本の3種K分類して考察してきた。そしてそれら5積はそれぞれ性質を異

Kするために同}計算様式にないてとらえるととができず，それぞれの様式Kかいて求め

られた5種の資本額を合計するととKよって部門流動財資本額カ事f算されることにをるわ

けである。そしてとのようKして求められる流動財資本額は，それぞれの年度始在高でも

って代表される資本額や，年間物財費の 1/2額でもって示される資本額K比べれば透か

κ精密度が高<，その理論的根拠も明確である。しかもその言携が自計式農家経済簿の記

i懐結果K基づいて十分可能念程度に簡便でもあるためVC，との流動財資本言十測方法は実用

的Kも大きな意義をもつもりと考えられる。

(注〕

(1)京都大学農業簿記研究施設「自言拭農家経済簿記帳の解説J昭和41年， 50頁参照。

(2)農林省「農業経営調査報告:昭和38年度J244，246頁参照。

( 3)農林省「農業経営調査報告:昭和38年度J256頁参照。

第 3節部門労賃資本

この労質資本とは，労働の投入K必要な資本を意味するものであり，通常む農業腔営計

算では省略される場合が多いが，厳密な意味での部門投下資本をとらえようとする場合K

は，決して無視さるべきものではまい。その部門K投入された労働は，他の物財と伺様，

生産物と友って屈収されるまではその部門K菌定されねばならず，支払いを要する雇用労

働K対してはもとより，賃金の支払いこそ必要としないが労働提供のためK生計費を必要

とする家族労働K対しても，生産物が回収されるまでは前払いの資本が必要とされるから
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である。 ζの労賃資本を計測するために考えられるのが第6表の部門労賃資本言樽表であ

り，その言樽要領は前節で取扱った「その他流動財資本Jの場合とほ Y同様である。

す~わち，雇用労賃は後

述する部門経営費の中から

転記することができるし，

家族労賃見積額は，その部

門K投入された家族労働日

数(あるいは時間数)を労

働臼記i慢の記録結果から拾

い出したれK見積労賃単価

を乗じて求められるもので

ある。(1) そして両者の合

計額として部門労賃額を求

めてなき，それぞれK部門

固定率を乗ずるととKよっ

て雇用労働，家族労働別の

部門労賃資本額を計算する

部

F守
労

賃

部
門
労
賃
資
本
額

第 6表 部門労賃資本計算表

雇 用 労 貸付)
円

家族労賃見積額(ロ)

言十(部門労賃)

年間国定率 やす
¢ 

雇用労賃資本額(イ)X付
円

家族労賃資本額(ロ)Xけ

計(部門労賃資本額)

24 

ととができるわけである。 ζの場合の年間固定率は，前節の「その他流動財資本j言構K

用いたものと全く同じであ!J，その部門の生産期間(栽培期間あるいは回転期間)を月数

で表わし，これを24で割った値である。す左わちとの場合の労働は前述の流動物財と同

様に取扱われているわけであり，年間画定率の計算根拠もその場合と全く同様K考えられ

るわけである。

ただとの労賃資本が前述の流動財資本と異左る点は，分析目的によって部門投下資本か

ら家族労賃資本治鞍外される場合や，また部門労賃資本がすべて除外される場合もあると

いう ζとである。すなわち家族労働を部門控営要素とみ念す部門純収益や家族労働報酬の

計算K念いては，家族労賃資本を部門投下資本から除外すべきであるが，家族労働を外給

費用とみなす部門資本純収主主や部門企業利潤，主建物生産費の言構K沿いては，家族労賃

資本を含めた部門労賃資本が当然部門投下資本の中K含まれるべきである。また家族・麗

用を合せた部門投入労働が部門経営要素とみ~されるよう念分析にないては，それら労賃

資本がすべて部門投下資本から除外さるべきである。前述の部門労賃資本計算表K:~、仏て，
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部門労賃資本を雇用労賃資本と家族労賃資本とK分類して示したのは，そのよう設計算上

の便宜のためである。

(注〕

(1)この場合の家族労働日数(時間数)は，能力換算B数(時間数〉とし，労賃単価の

見積方法については，第2部第5章第2節に沿いて述べた。

以上，部門資本を固定財資本，流動財資本，労賃資本の3種K分ヮ告も，それぞれの計測方

法とその根拠Kついて考察してきたが，それらを合計して部門資本額を計算する集計表を

作ると，第 7表のように左る。

第 7表 部門資本計算表

種 目 部門資本額

土 地 円
国

建 物
定

大 市直 物
財

大 家 畜
資

大 機 具
本

計(固定財資本額)

流
家 畜

動 機 具

財 その他流動財
資

本
計(流動財資本額)

労
雇用労働

賃 家族労働
資

本 計(労賃資本額)

合計(部門資本額)

そしてζのようにして求められた部門資本額は，ぞれが年聞を通じてその部門K固定さ

れた如くみ念した場合の資本額であり，通年換算の投下資本額とも云うべきものである。

す友わち 100万円の資本が6カ月間固定されたとするならその投下資本額を 50万円とみ，
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5カ月間間定された念ら25万円とみ念すような方法で計算されたものであり，したがっ

てとの部門資本額K年利率を乗ずれば，年間の部門負担利子額が計算されるよう念性質の

ものであるととは，本章の初めにも述べたところである。
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第 3章収益計算上の問題点

農家経済簿の記帳結果K基づき，年度計算としての部門収益言構を行友う様式について

は，白言十式農家経済簿の拡張計算にないて示されている。(1) しかしそれら禄式のよって

きたる理論的根拠Kついては必ずしも十分左説明が念されていないし，またそれら様式を

通しての計算上の手続きや約束についてもなないくつかの吟味すべき問題カ写実されている

と思われる。本章は，それらの言十算様式を中心として，農家経済簿に基づく部門収益言慣

になける主左手続きと約束について吟味し，それらの理論的根拠を少しでも明らかにしよ

うとするのが目的である。信拭農家経済簿の拡張言構に示される部門粗収益計算，部門

緯営費計算，部門成果言構のj原K考察を進めてみたいと思う。

友為、本章で考察の対象とする生産部門が，農業能営の中から分離抽出して独立のものと

して扱った場合の生産部門でるり，またその収益言構が農家経済簿の記帳結果K基づく期

間計算(年度計算〉を意味するものであるととは，前章の場合と全く同じである。

〔注〕

(1)京都大学農業簿記研究施設「自計式農家経済簿:台帳J昭和41年， 52-57頁，

をらびK同研究施設「自言十式農家経済簿記帳の解説J昭和41年， 65頁参照。

第 1節部門粗収益計算

年度計算Kないて求められる部門粗収益とは，副産物をも含めて当該部門から年度内K

獲得された粗生産の価値額を意味するものであり，自討式農家経済簿ではその計算様式を

第8表のように示している。

す念わちとの言構表では，当該部門の主産物。副産物のそれぞれについて， r所得的収

入Jr家計仕向額Jr年度末増加額J (年度末在高から年度始在高を差引いた差額で，小

家畜，，j植物の増加分を含む)ならびに「経営内部仕向額J (他部門への仕向額で，稲作

部門Kないては養畜部門へ仕向けた稲わら，養畜部門にかいては耕種部門へ仕向けた厩oe:， 
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第 8表 部門粗収益計算表

部 生産 生産 所得的収入 家計仕向 年度末 経営内部仕向

門 増加・増殖額 計

)jlj 物名 数量 数量 価額 数量 価額 数量 価 額 数量 価 額 (粗収益〉

円 円 円 円 円

音E

門 合計v ν/ 1/ y / 
前掲「自計式農家経済簿:台帳J52頁より

畜役などの見積額を指す〉を記入合計し，さらK養畜部門や果樹f惜~r~vcついては固定財

(大家畜や育成果樹1.:ど)の増殖額を加えて部門粗収益を算出するわけである。そしてそ

の場合vc， r所得的収入Jr家計仕向額」は現金現物日記帳Kなける種目別分類諸表から

転記され~ r存度末増加@増殖額Jは財産台帳Kなけるそれぞれの生産物D該当欄から転記

されるものである。 (1) そしてそれら 5欄の合計額が野明所得K相当するものであると

とは，第2部第1章第2節Kがいて述べた農業粗所得の計算要領からも容易K理解できる

ととであるo すなわち農業粗所得は以上3梯の農業分の合計額として計算されたものであ

るから，そのうち当該部門κ関連するものだけを合計したものが部門組所得と呼ばれるの

は当然である。したがって部門粗所得は農業粗所得の部分表示額であ9，全部門粗所得の

合計額が農業粗所得の大ききと全〈一致するものであるととも極めて明瞭である。

しかし部門粗収益は，農業経営の中から部門を取出し独立のものとして扱った場合の糧

生産額を意味するものであるから，その部門で生産されて経営内の他部門へ仕向けられた

生産物価額す左わち「経営内部仕向額Jが，部門粗収益に含まるべきは当然である。それ

は独立体とみ念された農業智営の粗収益vcr農業より兼業への仕向額」が含まれたのと金

〈同様の理由による。 (2) そしてそれら他部門への仕向物Kついては，労働日記帳の「現

物受払J欄ならびK現物整理帳の記録を整備するととKよって，それぞれの数量をある程

度正確K把握するととが可能である。そζで問題と念るのはそれら自給物の評価方法であ

り，それらの多くが無市価物であるだけvc.ζの評価問題はかを !JVC厄介である。

一107-



ζれら無市価物の評価方法として現実に用いられているのは，費用価評価法と成分価評

価法であるが，何れも実用上かをりの難点をもっととは免れない。す念わち，費用価評価

法はその自給物の生産K要したあらゆる費用でもって評価する方法であり，それら費用の

すべてを客観的に計測できる場合κは理論的Kも実用的Kも優れた方法であるが，実脚と

はそれらの客観的念計測が極めて閤難設ととろに問題がある。(3) ことに他部門へ仕印ず

られる無市価物の多くは副産物であり，それらはしばしば主産物との結合生産物であるた

めVC，それらに対する費用の配賦は頗る困難であり，それらVてついての費用価評価は事実

(4) 
上不可能と考えてよい。 とれに対し成分栖評価法とは，その自給物K含まれる主要成

介(肥料用の場合は肥料成分一窒素，燐酸，加里一，飼料用の場合は飼料成分一可消

化粗蛋白質，無蛋白質可消化養分ー)を有市価物を通して獲得するにはどれだけの購入

支出を要するかという市価からの類推評価法であり，それぞれの用途に応じて主要念購入

ョ (5)
肥料あるいは購入飼料を基礎として計算されるものである@ そしてζの方法Kよれば，

その用途と成分含有率さえ明らかであれば，結合生産物の場合も含めてあらゆる無市価物

Kついて評価が可能と左るし，自計式農家経済簿にみられるように，個々の無市価物につ

いて標準評価額が表示されていれば，その利用もきわめて簡便ではある。しかし念がら厳

密VC(ri，向穫の自給物が個々の経営にないてiヰーの成分含有率をもつわけでは念いし，ま

た有機質やヴィタミン左どの成分が考慮されてい念い ζと念どを考えれば，その標準コ剖箇

額が含有成分からみた市価をどれだけ如実に反挟し得るかは疑問である。また言博基礎と

していか念る有市価物を選択するかによってその評価額がかなり左右されるととは， ζの

評価方法の大き念欠陥と云える。したがってこの成分価評価法もまた，無市価物評価のた

めtてやむ左くとられた実用上の便法に過ぎず，その評価約束は言構結果K対する前提とし

て十分吟味さるべきものである。友会この成分価評価法による場合は，無市価物がそれぞ

れの用途に応じた主要成分K基づいて評画されるわけであるから，例えば牛，豚，鶏の多

頭羽飼養結営K拾いて，厩肥や鶏糞の過剰分が無用物として廃棄される場合VC.その廃棄

分K対しての評価を必要としないし，ぞれカ1部門粗収益K計上さるべきものでもないζと

は明らかである。

つぎに問題としたいのは，年度計算として求められた上述の部門粗収益と，対結構に

よって求められる部門粗収益との関係Kついてである。年度言構になける部門粗収益を構

成する「所得的収入Jや「家計仕向綴JVCは，前年度K生産され当年度K持越された生産

物の処分額が含まれているが，それは当年度生産物だけを粗収益K計上するいわゆる対象
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計算の場合とは全く違った取扱いを示すものである。す左わち対象計算の場合Kは，一生

産期間を対象範聞とするためvr• r所得的収入」や「家計仕向観jから前年度生産分を除

かねばならず，当年度生産物が翌年度に持越される場合は，翌年度K念って実現された処

分額をζれK加えるか，あるいは年度末にないて予想される処分予定額をとれに配分して

加える必要がある。 (6) しかし左がら，簿記年度K基づく期間計算としての農業粧齢構

の結果を，さらK仔細vr検討するためK部門計算が行まわれるとすれば，その部門計算の

期間カ濃業経営計算θ期間と一致し，部門粗所得が農業粗所得の部分を念すような取勤、

カ号室ましいととは云うまでも左い。そしてその場合Kは当然、，農業粗所得の算出に際して

みられたのと同様.r所得的収入」や「家計仕向額jは，前年度生産分をも含めて当年度

に実現された生産物処分額で友ければ左らず，翌年度への持越分K対する見積処分額を含

めてはならないことvr~ る。そして部門粗収益計算の場合K加えるべき「経営内部仕!頓J

についても全く同様のととが云える。

このように，年度言構と対象言構とでは，農家経済簿K基づく部門粗所得ないしは部門

粗収益の計算方法が異友り，その言慢結果も多くの場合一致し念いが，両者。基本的な相

異は計算期聞のとり方にあり，言構結果の相違も全くそれK起因するものである。すなわ

ち，前年度から持越された年度始在庫生産物の当年度(rc j:，~ける処分語長益と，翌年度へ持

越された年度末在庫生産物の翌年度にまFける処分差損益との差額が，両者の計算結果の相

違をもたらすと考えても差支えない。したがって対象計算Kはそれ左タの意味があるが，

農家経済簿K基づく農業経営分析の手段として部門計算を行宏う場合には，その言構期間

を簿記年度vr一致さぜるととK一層重要な意味があるし，その場合の部門粗収益をその年

度に費消した部門の腔営費左らびに内給用役に対応、して求めることも十分K可能である。

す念わち「所得的収入Jr家計仕向額Jr結営内部仕向額」中lと含まれる前年度生産分

のうち，当年度の費用K対応する部分は，年度始から処分時点までの聞に生じた増価部分

であり，その増価額はそれらの処分髄額から年度始価額を差引くととKよって求められる

し，当年度生産物の未処分部分Kついては年度末在庫額としてとらえる ζ とができるわけ

である。そしてそのようKして求められる部門粗収益は，前記言横表によって求められる

部門粗収益と全く一致するものであ JJ.その関係を算式で示すとつぎのように左る。

年度始在庫額(前年度生産物) ・・・・・.. Pb 

年度末在庫額(当年度生産物) . . . . . . . Pe 
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所得的収入.. . . . . R 
うち前年度生産物販売額. . . Rb 

が当年度 ""  ....Rt 

家計仕向額・・・・・ H 
うち前年度生産物家計仕向額・.. 'Hb 

H 当年度 " 11 ....Ht 

経営内部仕向額.. . .5 
うち前年度生産物仕向額. . .Sb 

H 当年度 1; "...St 

固定財増殖額.. . . . A 

部門粗収益.. . . . . G 

G = { (Rb 十 Hb 十 5b)- Pb }十{( Rt十 Ht+ 5t)十 pe}十A

(前年度生産物vc関する当年度の粗収益) (当年度生産物K関する当年度粗収益)

ー(Rb 十 Rt) 十 (Hb 十 日t) + ( 5b 十 5t)十 (pe-Pb)十A

(年度末増加額)

= R 十 H 十(Pe - Pb )十 A 十 S

に一一 司、J ノ

部門粗所得

そしてこの場合K年度始ならびK年度末の在庫額として示される生産物とは，玄米，果

実などの主産物を意味するだけでな(，稲わら，厩肥等の副産物をも含み，さらに麦作，

菜種作等の場合にみられる小植物(立毛〉をも含むものである。ただし，J家畜についてこ

の生産物の中に含まれるものは，明らかに結果財とみなされるものだけであり，供用財と

みなされるものKついては，その年度末減少額が次節で述べる部門能営費に計上さるべき

である。しかし設がら現実Kはこの小家畜K関する結果財，供用財の判別が困難念場合が

多いため(1[，年度末在庫額が増加した場合にはその増加額を部門粗所得VC，減少した場合

Kはその減少額を部門所得的失費に計上するという便法が許されてよいであろうし，その

ことは第 1 部第2 章第2 節VCjO~いても述べたところである@

〔注〕

( 1)前章第 1節で述べたようVC，部門固定財資本計算表に「部門増殖額j欄を設ける時

Kは， ζの欄から直ちK増殖額を転記するととができる。

(2)農業組収益の計算方法については，第2部第2章第2節を参照。
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(3)家族控営におサナる農産物の評価に際して，費用価評価が必ずしも客観的評価を意味

せず，自計式農家経済簿にないて市価=刑罰が優先する根拠については，第 1部第2

章第5節を参照。

(4)農林省「農業能営調査報告」ゃ f農産物生産費調査成績」では，無市価物の評価K
原則として費用価評価法を採用しているが，か』る結合生産物K関しては，生産費

用の配賦が不可能念ために，それらの愛用を全く無視する便法をとっている。

(5)自計式農家経済簿では.無市価物の評価vc成分価評価法を採用しているが，自給肥

料については窒素肥料として硫安，石灰窒素，尿素，塩安を，燐酸肥料として過燐

酸石灰，熔成燐肥を，加里肥料として街観加盟，塩化加里を基礎とし，また自給飼

料についてはふすま，米ぬか，大麦，稲わらを基礎として，各種無市価物の成分価

評価額を表示している。前掲「白言拭農家経済簿:台帳J61 .62頁を参照。

( 6)大槻正男著「農業簿記J昭和38年， 176，177頁の部門粗収益計算では，との方

法iJ'用いられている。

第2節部門能営費計算

年度計算tてなける部門経営費とは，部門粗収益を獲得するためにその年度内K費消され

た外給費用を意味するものである。そして外給費用をどのようなものとしてとらえる治サま，

純収益が帰属する部門能営要素をどのように想定するかによって異~b ， ζのことは農業

経営言構になける皆営費の内容が控営体の想定制可によって異念ったのと全く同様であゐ

す念わち部門の経営要素を投下資本とみるなら，その部門に用いられた資本以外のすべて

の費用カザ1給費用とみなされ部門経営費を構成することに左るし，部門能営要素を家族労

働(1)とみえtす場合には，家族労働以外のすべての費用が部門控室ま費をなすわけである。

このように部門経営費の内容は部門経営要素の如何(r<こよって異左るものであるが，部門経

営要素とそれK帰属する部門成果の問題については次節で再び述べるζとKして，と hで

は一応，部門経営要素を家族労働ならびK投下資本とみなした場合の部門経営費Uてついて

考察する ζとKしたい。そしてとの場合の部門投下資本は，前章で述べたようVC:f::t也資本

を含み，その土地は小作地をも含むためVC，とhでの部門経営費は第2部第2章第4鮪で

述べた小作地を経営体K含めた場合の小農経済的経営費に対応するものとなる。

自計式農家経済簿K示されている部門経営費計算表は，全く以上のような部門経営費を

求めるためのものであj;l，その言噂様式は第?表の如くである。

す念わちとの計算表の種目欄Kは，資本用役と家族労働以外のすべての費百が掲げてあ
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第 9表 部門経営費計算表

部 門
穫 呂

続 入 自 給 後 却 計

種 苗 費
F 円--------円 円

大植物償却費 -------~ HE 料 費 ------農用薬剤費 -----〆r戸---戸/

飼 料 費
r〆---戸-----

小家畜購入・管理 ------------家畜費

----------滅 価 償 却

原 材 料 費 -----小機具購入。修繕 -ー --

-------機 具費
滅 価 償 却

-------------------持経 持 イ彦 繕 - ノ J 

建物愛
戸--

減 備 償 却 -----------光 熱 動力用電力。燃料

------------------水道費 その他光熱@水道

-------被 HR 費 ~ -------
雇 用 労 賃 ------------借賃 畜 役 -------料金 そ の 他

------------水 矛日 費

-------------災害保険料

--------------租税 固定資産税 --------------公課 組合費 念ど ~ ~ 
雑 支 出 ------------合計(部門経営費)

i 一一 一一

前掲「自計式農家経済簿:台帳J54頁より
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!> ，それぞれり費!3trcついて「購入Jr自給Jr償却」分を求めて記入合計し?と後trc，全

費自の合計額として部門経営費を算出するしくみとなっている。そしてとの場合の「購入J

とは「所得的支出jと「流動供用財減少額Jとの合計額を意味し.r自給Jとは「経営内

部仕受額jを， r償却jとは「国定供用財償却額Jを意味するものである。したがq て

「購入Jr償却」両禰の合計額が部門所得的失費に相当するものであり，それが農業所得

的失費の部分表示額でもあることは，前節で述べた部門粗所得の農業粗所得K対する関係

と同じである。また部門を独立の控営の如oてみ念した場合の控営費を，部門粗収益K対

応するものとしてとらえる時(rC，他部門から仕向けられて当該部門で費消される自給物樹

念らびに用役の価額(経営内部仕受額)カ培F門艦営費K含まるべきは当然のととである。

それは部門粗収益に粧営内部仕向額が含まれたのと金〈同じ理由Kよる。

た立との計算表i1::t~いて「所得的収入J r流動供用財誠少額」の両欄K代えて「購入j

欄を設け， r粧営内部仕受Jの代り(rCr自給」念る名称を用いたのは，つぎの理由によるo

す念わち自計式農家経済簿の現金現物日記帳にbける支出項目や現物整理!擦になける分類

口座が，部門別では念〈品目別lて分類されているために，部門経営費はそれぞれの分類集

計結果から直ちK転記できるよう左ものでは左い。したがってその利用が幾つかの部門に

またがる物財K関して「所得的支出」と「流動供用財減少額」の両欄を設けるととは事実

上無意味であるし，両者を合わせて「購入」禰を設けるとすれば， r皆営内部仕受額Jの

代り(rCr購入Jtrc対応した「自給Jf.cる名称を用いるのがより適切であろうと考えられた

からである。

かくして部門経営費計算(rC:t~ける各種目の費用のとらえ方は，部門粗収益の場合K比べ

てはるかに厄介であり，つぎのような手続きによらざるを得ない@すなわち，種苗や肥料，

農用薬剤，飼料，原材料など数量でとらえ得る物財Kついては，各品目どとに購入，自給

別り部門投入数量をとらえ，それぞれの単価(購入物?とついては購入平均単価，自給物に

ついては市価もしくは成分備に基づく見積単価)を乗じてそれらの費用額を言t算する方法

をとる@そしてそれら物財の部門投入数量K関しては，労働日記帳の「現物受払J欄ある

いは現物整理帳の記録を整備するととKよって把握せざるを得念いe しかしその場合Kは，

物財費がそれぞれの投入量から直接言博されるため(rC，所得的支出を年度末減少額で修正

するという方法をとる必要がないわけである。また光熱費， Ij機具費，借賃料金など数量

でとらえ難<，他部門と共通的友愛用については，現金現物日記帳tとがける所得的支出種

目別分類表の各種白から当設部門への使用率を考慮して配賦する必要がある。念念雇用労
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賃や畜役Kついては，労働日記帳から当該部門への投入臼数(時間数)を拾出し，それぞ

れの平均単価を乗ずるととKよって計算することができ， ζの場合畜役の購入とは役畜の

借用を意味し，自給とは役畜部門を別部門とみなした場合の畜役の仕受を意味するもので

ある。

回定財の減価償却費は，財産台帳K記録された各供用財の償却額にそれぞれの部門使用

率を乗じて計算されるものであるが，前章で述べたようVC，部門固定財資本言慢表vcr部

門償却額」欄が付加される場合Kは，その欄から直ちK転記できる性質のものである。

「借入資本利子Jと「支払小作料Jを部門経営費から除外した理由は， ζ 』での部門投下

資本が，その部門K投下された物財左らびK用役から計測されるものであり，その中には

借入資金tてよって調達されたものも小作地も含まれるからであり，とのζ とKついては前

章宏らびに第2部第2章K拾いて詳述した。また「租税公課JVC計上さるべきものが，そ

の部門の運営に関する租税公課K限られ，成果に課税される所得税や住民税君主どが除外さ

るべきととも第2部第2章第4節で詳述したのと全く同じ理自によるものである。

念な「家畜費J中の「小家畜購入。管理J費Kは，当年度Kお怠ける小家畜の購入支出額

と大小家畜のための管理諸経費が記入されるが，その小家畜購入支出額は，供用財とみな

される小家畜の年度末、減少額でもって修正される必要がある。前節でも述べたように，小

家畜に関する結果財，供用財の判別が事実上困難であり，年度末在庫額が増加した場合K

その増加額を租所得K計上するとすれば，減少した場合の滅小額は当然との購入支出に加

算されねば走らないからである。

そして同様のととは「機具費」の中の「小機具購入。修繕Jについても云えるととであ

る。小機具の場合は明らかに供用財であるために，その年度末減少額(増加の場合はマイ

ナスの値をとる)が小機具購入支出額に加算さるべきは当然、のととである。ただ小機具の

場合に多少問題となる点は，その年度K大量の部門小機具が購入された場合VC，その年度

VC::j;~いてのみ機具費が著しく増大するという欠絡を金ずるととである。その場合たしかK

年度末の小機兵在庫額は増加し，年度始に比べての増加分カ2小機具購入支出額から差ヲ|か

れる ζ とには友るが，前章で述べたようK小機具の年度始・年度末在高はそれぞれの新

調価額の半額でもって計算する寵法がとられているために，大量購入年度の年度末価額が

過小K評価されるととK念るからである。小機具は単価が低〈しかも数も多いためK便宜

上流動員すとして分類されてはいるが，その多くは数年Kわたって使用されるものである。

したがってそれらの価値減耗額をできるだけ正確にその年度の部門経営費κ反映させるた

-114-



めには，大機具(固定財)と同様個々の小機具Kついて減価償却計算が行なわるべきであ

るが，現実Kそれが困難だとすれば，それに代るべき方法としてつぎのよう念便法が考え

られてよいと思われる。すなわち，その部門に用いられた小機具の新調価額の合計額を小

機具全体の平均耐用年数で割った金額を，その年度の小機具費として部門皆営費K計上す

る方法であt，前章で示した部門小機具資本額を用いる念らば，つぎの算式によって求め

るζ とができる。

部門小機具資本額 X 2 
部門小機具費=

部門小機具平均耐用年数

そしてとの場合には勺部問機具費がその年度の小機具購入支出額はず改訂左右され

るととをく，その年度の部門使用Kよる小機具の倒産減耗舗をかなり正確K反映できるし，

小機具購入支出額や年度末減少額を部門別に配賦するよりもはるかに容易であろうと思わ

れる。ただしζのようにして求めた小機具費は，前述した農業腔嘗計算Vてなける小機具農

の内訳を表わすζ とには~らず，したがってとのよう左計算方法は，あ〈まで部門を農業

経営から分離して独立のものとみなした場合の部門言構Uてないて適用さるべきものである

ことを注意すべきである。

つぎに考慮すべき重要念ととは，その部門範囲をどのようにとらえるかKよって，部門

腔営費の内容が著しく呉友るというととであ t.とのことは第1主主念らびに第2章第1節

K沿いても，部門投下資本の計測と関連して述べたと ζろである。すなわち，酪農部門の

中K飼料作を含めて考える場合Kは，それら飼料作生産物が部門経営費K計上されず，飼

料作に要した種苗費，肥料重量，雇用労賃などはもとよ t，機具費，建物愛念どすべての外

給費用カZ部門経営費K計上されねば~ら念い。しかし飼料作部門を酪農部門と分離して独

立の部門と考える場合には，飼料作K要したそれら外給費用のすべてが酪農部門の経営費

をなさず，代りに飼料作生産物の評価額が飼料費の「自給J分として部門経営費K計上され

るとと~~る。とのように両者の場合の部門艦営費の内容は著しく異なり，とのζ とは当

然，部門投下資本や投入家族労働量のとらえ方とも密接念関連をもつものでるる。かくし

て部門の成果を判断する場合~J その部門の範囲をどりょう念ものとしてとらえたかは，

きわめて重要念前提条件をなすものであるととを常K留意しなければならない。

〔注〕

(l)経営要素として認識する場合~，厳密には泉源体としての家族労働力という用語を
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使用すべきであろう。しかし部門経営の場合十ては，労働力として沈下固定する場合

が少左いので，と』では理解の便宜から家族労働という用語を用いるし，したがっ

てまた控営体という用語を用いるととも避けることにする。

第5節部門成果計算

年度言博としての部門の成果を判断するための指標は，その分析目的Kよって色々左も

のを考えるととができるし，それらのほとんどは以上に述べてきた農家経済簿の記録結果

( 1) 
から求めることが可能である。 しかし農家経済簿では，農家経済全体の記録計算を第

一の任務とするために，部門介析に対しては余り考慮が払われてからず，自計式農家経済

簿tてないても，その拡張計算t'ti>~v.-て示される部門分析の指標は，ど〈主要念ものK限ら

(2) 
れているし，ぞれらの言構手続きゃ約束K関しても十分な説明が念されてい左い。

本節では，それらの主な成果指標だけをとりあげ，計算左らびに解釈上の問題点K関し

て検討を加えるととKしたい。

(1 )部門純収益

部門純収益は，前述の部門粗収益から部門能営費を差引いて求められるものであり，部

門控営要素とみ左されるものに対して帰属する報酬を意味するものである。したがってこ

の部門純収益の内容や大きさが，部門控営要素の内容や大きさに照して判断さるべきもの

であることは云うまでも左い。す念わち前節で述べたように，部門経営要素とみなされる

もの以外の費用はすべて外給費用として部門経営費に計上されるわけであり，それを部門

粗収益から差引いて求められるのが部門純収益である。したがって部門能営要素念どのよ

うに考えるかによって部門経営費の内容は異念り，したがってまた部門締反主主の性質も異

念るわけである。

前節で示した部門経営費は，部門能営要素を家族労働左らびに投下資本とみ左した場合

の部門腔営費である。したがってとの場合K求められる部門純収益は，家族労働と投下資

本とK対する報酬を意味する ζ とになる。しかし部門計算t'ti>~ける純収益の計算は必ずし

も上記のものK限定さるべきでは左く .部門能営要素を投下資本とみ左した場合の純

収益(後述する部門資本純収益K当る)や，部門能営要素を家族労働あるいは経営能力と
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み念した場合の純収益(後述する部門家族労働締灰益あるいは部門企業利潤に当る)も計

算されてよいわけである。それだけにまた，部門純収益カル城崎る経営要素に帰属するも

のとして求められたものであるかを明確Kするととは重要であるし，部門純収益。検討に

際して同時に必要念 ζとは，その部門の範囲と要素の大きさを明確にするととである。す

宏わち部門の範囲をどうとらえるかによって部門経営要素や部門経営費の内容カ嘆念ると

とはしばしば前述したし，また部門純収益が部門経営要素K対して帰属するものである以

上，その大きさに照して判断さるべき ζとは当然だからである。そしてとの場合の経営要

素の大きさとは，部門投入家族労働量念らびK部門投下資本額を意味するものである。前

者は労働日記帳からその部門K投入された年間の家族労働臼数〈あるいは時間数〉を拾出

すととKよって求められるものであるし，後者Kついては前章K拾いて詳述した通タであ

る。~:t~部門投下資本額中の労賃資本Kついて，家族労働が部門粧営要素とみ左される場

合K家族労賃資本を除外すべきととも，前章第5節で述べたととろである。

つぎに部門純収益と部門所得との関係であるが，前者が部門を独立の経営の如く Kみ念

した場合の要素K対して帰属する報酬(機能的分配概念)を意味するものに対し，後者が

農家経揖Kかける所得の分割額(人的分配概念)を意味するものである ζ とは，農業能営

計算。場合t'Lj託ける農業純収益と農業所得との関係に全く等しい。す念わち，部門所衛ま

部門組所得から部門所得的失費を差引いて求められるものであ t，部門粗所得，部門所得

酌失費はそれぞれ農業粗所得，農業所得的失費の分割額を示すものであるから，部門所得

は常に農業所得の内訳を示すζ とt'L~る。 ζれK対し部門純収益は，部門能営要素をどの

ようにみ左すかによって全〈異なるものであるし，前述のようK部門能営委素を家族労働

左らびに投下資本とみ念した場合Kも，部門純収益は部門所得の大きさと一致するもので

はない。部門粗収益には他部門への仕向額が，部門経営費には他部門からの仕受額カ功氏算

されるために，部門間に仕向関係がみられる限り，部門組収益の合計額が農業粗収益の大

きさと}致し念いし，部門能営費の合計額が農業経営費と一致し~いζ とも極めて明瞭で

ある。しかし衣がら，他部門への仕向額は，その部門Kとっての粗収益に計上されると同

時K必ず他部門の腔営費に計上されるものであるから，部門純収益を合計する場合にその

合計額が農業純収益の大きさと一致するのは当然のζとである。したがって部門純収温ま

農業純収益の分割表示額であり，部門純収益の増加が農業純収益の増加につ念がるととろ

に，部門成果指標としての重要な意義と役割がみられるわけである。
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(2) 部門家族労働報醐

部門能営要素を家族労働だけとみをし，したがって部門投下資本に対する利子見績額を

外給費用とみ念した場合の純収益は，その部門K用いられた家族労働K対する報酬〈部門

家族労働純収益)を意味するととにまる。これを部門家族労働量〈日数あるいは時間数)

で割ったものが部門家族労働報酬と呼ばれるものであり，その部門に投ぜられた家族労働

の 1Bあるいは1時間当りの報酬を表わすものである。したがって部門純収益を前述の如

〈家族労働念らびK投下資本K対する収益とみる左らば，部門家族労働織酬はつぎの算式

(3) 
Vてよって求められるととKまる。

部門家族労働報酬=
部門純収益日部門資本矛u子見積額

部門家族労働日数(あるいは時間数)

そしてこの場合の部門資本利子見積額は，前章でその計測j方法を示した部門資本額K見

積年利率を乗じて言f算されるものであり，(4) 部門家族労働日数(あるいは時間数)は，

前項で述べたように労働日記帳の記録結果から求められるものである。

との家族労働報酬左る成果指標が栓営分析Kないていかなる意義をもつかは，第2部第

3章第5節Uてないて述べたりでと hでは詳述を避けるが，部門分析にないてと〈に重要念

ことは，その高低が直ちK部門の有利性を判断する基準を示すものでは念いことである。

それはあくまで労働の効率 (efficiency)を示すものであって，部門り有利性を判

断するためには，その部門にかける労働の受容力 (capaci ty)や労働E制もみ?と

競合。補合叫努係，さらには部門外の労働利用機会，外部からの雇用労働獲得の難易念ど

が，合わぜて十分に検討されねば左らないわけである。

i1: j;，~部門間の労鯛己分に家族・雇用の差別をもたず，投入労働 1 日 (1 時間)当りの報

酬を求めようとする場合Kは，部門経営費から雇用労賃を控除し，分母K雇用労働日数

(時間数)を加えるととにより，つぎの算式から求める ζとができる。

部門投入労働1日 (1時間)当り報酬

部門粗収益ー (部門経営費一部門康用労賃) 一 部門資本利子見讃額

部門家族労働日数(時間数) 十 部門雇用労働日数(時間数)

部門純収益+部門雇用労賃一部門資本利子見積額

部門投入労働日数(時間数)

時 11a--



そしてとの場合は，雇用労働を含めた部門投入労働が部門経営要素をなすわけであるか

ら，部門資本利子見積額から部門労賃資本利子部分が控除さるべきととは，いうまでもな

し、@

(3) 部門資本利回り

部門腔営要素を部門投下資本だけとみ念し，家族労賃見積額を外給費用として扱う場合

の純収益が，部門資本純収益と呼ばれるものであり，とれを部門資本額で割って求められ

る鐙が，と'>.~'C云う部門資本利回りである。そして前述の部門純収益からとれを求めよう

とする左ら，つぎの算式Klって表わすととができる。 (5)

部門純収益』部門家族労賃見積額
部門資 本 利 回 り =

部門資本額

ζの場合の部門家族労賃見積額については前章第5節で述べたし，資本利回りの言構根

拠と経営分析上の意義については，第2部第3章第2節K沿いて述べたので再び繰返さ念

いが，との部門資本羽田りが家族労賃の見積りを前提として計算されたものでるるととと，

それがその部門になける資本効率を表わす指標にすぎ念いことは，常tて留意さ~べきであ

る。

(4) 部門企業利潤

家族労働や投下資本をも部門経営要素とみなさず，それらK関する費用をも含めてその

部門に用いられたあらゆる物財念らびK用役の費用(部門生産費用)を，部門粗収益から

差引いて求められるのが， ζの部門企業利潤である。したがってこり場合の部門経営要素

と考えられるのは，その部門K関する腔営者の企業ならびに運営の能力であり，そり働き

K対する報酬とみ念されるためK部門企業利潤と呼ばれるわけである。とれを算式で表わ

(6) 
すとつぎのようκ念る。

部門企業利潤=部門粗収益一部門生産費用

=部門組収益ー 〈部門経営費+部門家族労賃見積額

+部門資本利子見積額)

そしてとの算式に用いられる部門家族労賃や部門資本利子の見積方法は前述した通りで

ある。た Yとhでも注意し念ければならないととは，この言博があくまでそれらの見積約

-119一



束を前提として行左われるものであるというととである。したがってとの企業利潤の大き

さ，あるいはプラス，マイナスでもって直ちKその部門の存否を問題Kしたり，有利性を

判定することは避け念ければ左ら念い。との計算はあくまで，部門をそれぞれ分離独立さ

せて企業として扱った場合の擬制計算に過ぎず，実際には要素利用あるいは生産物利用の

面VL::l>~いて部門間K密接左関係があり，またと hで費用として差引かれた家族労賃や投下

資本利子の見積額が，実際Kはその腔営Kとって収益とまるものであるとと念どを十分考

慮した上で，との指標カ申j断さるべきである。

(5) 主産物生産費

生産費K関しては，理論的にも実用的Uても論議の対象とすべき数多〈の重要を問題カ積

されているが，と』ではそれらの問題K一切ふれず，農家経済簿K基づく部門言樽の延長

として主産物生産費の計算方法をとりあげ，その計算手続きと計算結果の意味K関して若

干の検討を加えるにと Yめたい。

まず主産物生産費の計算手続きについてであるが，前項までに述べた各種成果指標の計

算過程からそれを導〈とすれば，自計式農家経済簿の拡張計算Kも示されているように，

その手続きをつぎの算式Kよって表わすζ とができる。(7)

主産物生産費=
部門生産費用一部門副建物価額

主産物生産数量

との場合の部門生産費用とは，前項で示したように部門経営費K部門家族労賃見積額と

部門資本利子見積額とを加えたものである。また部門副産物価額と主産物生産数量は，何

れも本章第 1節に示した部門粗収益計算表から求められるものである。すなわち部門生産

費用とはその部門K投じられたすべての物財左らびに用役の費用を意味するものであゐ

しかしその結果生産されるものは主産物だけに限らず，副産物を伴う場合が多いので，部

門生産費用から部門副産物価額を差引いたものを主産物の生産費用とみ左し， ζれを主産

物生産数量で割って主産物一単位当りの生産費を言f算するわけである。したがってとの場

合Kは，部門生産費用のうち副産物の生産に向けられた部分を副産物の価額でもって表わ

すという便法をとっているわけである。したがって部門粗収益にないて占める副産物の比

重がきわめて小さい場合にはとのよう念便法も許されようが，副産物の比重が高まるKつ

れ， ζのような計算方法は妥当性を欠くものとなろうQ ;5:ぜなら ζの方法によれば，菌j産
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物の生産費用と価額との間K聞きがあればあるほど，その差額だけ主産物の生産費用Kし

わょせされるととtrc'f.hるからであり，とのよう念弊害を少念くするためKはつぎのよう念

計算方法が採用さるべきであるう。すなわち部門生産費用を主産物と副産物の価額割合で

もって按分する方法であり，とれを算式で示せばつぎのようK左る。

主産物価瀬

一部 門 生 産 費用×部門阻収益
主産物生産費一

主産物生産数量

'f.hjーとのようKして求められた主産物生産費は，何れも主産物の平均生産費を意味する

ものであり，この生産費と主産物販売単価との比較が直ちにその生産部門の拡大，議長j、を

示唆するものではない。たとい生産費が販売単価を上回る場合でも，その生産に用いられ

た家族労働や投下資本K対してななかなりの収益治特られる場合が多いわけである。すな

わちその場合には， 1日当りの労働報酬や投下資本の利回りが雇用や借入れの水準を下回

るにしても，生産物単位当りに用いた家族労働や投下資本が多ければ，それだけ単位当り

の部門純収益が多〈念るわけである。逆K云う左らば，生産費の低下はそれだけ家族労働=

や投下資本の効率の増大を意味しはするが，それらの受容量をも反挟する部門純収益の増

加を必ずしも意味するものでは左い。したがって家族労働や投下資本が他K有利な利用の

機会をもた念い場合は，生産費が販売単価を越えてもなb純収益の源泉としてその生産は

重視さるべきである。また労働や資本の節約Kよって生産費の低下が可能念場合にも，節

約されたそれら労働や資本がより有利念雇用の機会をもたず，しかも部門純収益がか1まり

減少するよう君主らば，それが必ずしも賢明な合理化の方策とは云え宏いわけである。

とのように，生産費は労働や資本の効率を判断する指標としては有用であるが，それで

もって直ちに部門の優劣を判定するととは軽卒であり，ととに販売単価K対比して考える

場合Kは，家族労賃や資本利子がどのように見積られた治ゆ計算約束を前提とし念ければ

ならないζとはいうまでも左い。そしてとのζとは，前項で述べた部門家族労働報酬や部

門資本利回り，部門企業利潤などの諸指標を検討する場合にも，全く同様K云えるととで

ある。しかしながら，わが国農業が将来ますます激化するであろう海外農産物との競争に

耐えて発展していくために，また生産性trc;ì，~ける他産業との格差を縮小していくためK も，

あらゆる農産物Kついて生産費を低下していく努力が必要であるととはいうまでもなν、
そしてそれは，農産業の確立という国民経済的念要請からばかbで念(，個別経営の今後

の方向としての企業的衣発展のためKも必要念 ζとであ!?r長期的左視点からζの生産費
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という指標はますます重視さるべきものと君主ろう。

〔注〕

(l)農家経済簿K基づく各種部門分析指標の言構方法と意義については，拙著「農家の

経営診断入門j昭和39年 .210-224真参照β

(2)前掲「自言十式農家経済簿:台帳J57頁，左らび(rCr自計式農家経済簿記帳の解説J
65 .66頁参照。

(3)前掲「自討式農家経済簿:台帳J57頁参照。

(4)年利率の見積りに関しては，既K第2部第5章第5節にないて問題Kしたし， ζの

場合に部門資本額から家族労賃資本部分が除外さるべきととは前述した。

(5) (6) (1)何れの算式Kついても前掲「自計式農家経済簿:台帳J57頁を参照。
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終章 要 約

以上本論文Kないては，自言十式農家経済簿Kかける記録計算上のおもな準則と，記

帳結果K基づく農業控訴慣友らびに部門計算の問題を考察してきたが，最後にとれ切

論旨をできるだけ整理して要約してなきたい。もちろんζ 』での要約とは，以上の論述を

単に圧縮することではなく，その中でと <VC重点を置いた部分，自分の倉1]意工夫を活かした

部分K焦点を合わせ，そ似持色だけを拾い出そうとすることであるo したがってこの要約は

本論文の全貌を伝えるものではまいし，またとれによってその論旨を十分明らかにできる

わけでも左い。詳細は本文によって頂くこととして， ζ ￥では本論文を通して多少でも学

界に貢献し得ると思われる考察結果の要点だけを記述するにと Yめる。
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第 1部の要約

第 1部Vてないては，自計式農家経済簿の特色を第n奪vr.，そしてその特色から生れた

と思われる記録計算上のおもな準則を第 2章Vてとりあげて考察したが.第 1牽はむ

しろ第2主主あるいは第2部，第5部のための序説的iJ::役割を果すものと去ってもよν、。

す念わち第 1章では，自言f式農家経済簿カトイ投企業簿記と異念る様式をとるK至った

理由と，その理由から生じた特色について考察した。

まずその理由については @企業商のみ左らず消費面をも含めた農家経済全体を対

象にするとと ③記録計算の主たる対象である農業生産が，商業や無機的生震である

工業とはか念 b違った経済的手羽生を有するとと③記録言構の担当者が多くの場合農家

自身であり，その能力に応じた実用性が重視されること の3点を指摘した。

そしてそれらの理由から生じた様式上のなも念特色としては ① 農家経済を所得

経済面と消費経済面とK分離し，所得面はとれを部門別に細分せずー唱してとらえると

いう農家経済所得簿記の帳簿組織をとっている ζと @期間損益言構Vてないて発生主

義を重視し，ぞれと関連して農家財産の分類にないて間定財と流動財，さらに供用財と

結果財という独特念分類方法を採用し， ζ とに固定結果財に対しては増殖なる概念を導

入しているとと @記帳様式Kないて収入 a支出式の単記式を採用しながらも，計算

組織Kおいては動態言構と静態言構とを併用せる複言博組識を採用しているとと の3.

点を指摘したc

もとよ b自言f式農家経済簿の特色は以上の5点に限らず，詳細には一般企業簿記と比

べて数多くのキ韓点を指摘するととができるが，それらの多くは以上の3点に起因する

ものであるというのが私。判断である。そして第2章でとりあげた記録言博上のなも

iJ::準則も，これらの特色から生じたとみ左されるものである。

第2章でとりあげたそれらのおもな準則は，つぎの 4つであり，それら準則の

設けられた理由と妥当性について独自の検討を試みた。

(1) 所得経済面と消費経済面の分離

農家経済を所得経済面と消費経済面とに分離する場合の戦UJJI.湛準とその理論的根搬乙
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ついて考察した。第1段階Kかいては所得経済面を外普陳ヲ1(rCよる貨幣所得獲得活動K限

定したが，第2 段階(rC:j;~いては生産物自給活動をとりあげ，農家経済簿K沿いてそれを所

衛ヲ為とみ~すか家事行為とみ左すかの判別基準は，その生産物の市期生如何Vてなかるべ

きζとを論証した。そして以上の所説に関連し，消費経済面が厳密Kは直接的念欲求充足

行為とその手段たる家事行為とのこつの範鴎K分けて考えらるべき ζと，そして農家経済

全体の究極的目標がお、かれるのはその前者であ!J，後者は所得経済面との間K代替関係を

もち念がら前者K従属する部分であるととの認識が必要であるととを強調した。

(2) 農家財産の分類

自計式農家経済簿VC :j;~ける財産の分類，ことK取引対象としての固定財と流動財，供用

財と結果財との分類について，その理論的根拠と実用上の便法K関する妥当性十てついて考

察した。そしてとのよう左分類方法が自計式農家経済簿にないて重要念意味をもつのは，

期間計算(rC:j;~ける損益の把握を明確公平ならしめるためであり，とく Kその場合の損益を

農家所得のみ左らず粗所得，所得的失費それぞれの性質左らびに大きさとして理解する時

(rC，との種の分類方法の必要性と妥当性が一層明白K念ることを指摘した。念なか Lる分

類が，明確念理論的根拠K基づき念がらも，現実には実用上の便法Kよらざるを得友い場

合が少念〈念(，そのような場合のおもな準則に対しても，それぞれの根拠と妥当性

について吟味を加えた。

(羽生産物の評価

と与では，ザ般企業簿記K比べてその取扱いを異にする生産物棚卸コ制面と家計仕向物

評価をとくに払唱とした。そして前者については費用価と市価とを対比し，後者について

は庭先販売価格と庭先購入価格とを対比し友がら，それぞれの評価基準がよってたつ韓命

的根拠と農家経済簿Kかけるそれぞれの妥当性について考察した。生産物棚卸し評価K関

しては，実用上はもとよ b理論的にも，農家経済簿(rC:j;~いて市価評価が妥当するとと，そ

の理由としては，費用価の客観性が一般企業経営Vとないては妥当しても農家経済経営K訟

いて必ずしも妥当せず，発生損益む公平念期間配分を重視する見地からは市価評価が優先

することを指摘l論証した。また家計仕向物評価K関しては，従来，庭先販売価格Kよる

のが極めて当然のようK考えられてきたが，実は庭先販売価格(生産者価格)も庭先購入

価格(消費者価格〉もともK評価基準としてそれぞれの根拠をもっζ と，したがって農家
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の主体的左判断からしても，計算結果の比較という見地からしても，何れの評価基準Kよ

るのが妥当であるかKついては明確念結論を下し得念いとと，したがってまたその何れを

とる場合Kも，その評価約束が言構結果K対して重要左前提悦すものであることを論証

した。

(4) 増殖の意義と言十測

前段で述べた自計式農家経済簿Kなける増殖概念の意義と役割Kついては，既K大槻教

授Kよって論証されたものに若干の私見を加えて整理したKとYまる。しかし増殖概念、を

減価償却概念と対応してとらえ，さらK 自計式農家経済簿VCj;，~ける取扱い上の具体的在約

束として評価問題I.l:らびK国定供用財増価の問題をと bあげ，それらの妥当性Vてついて検

討したのは，私自身の考察Kよるものである。 ζとK増殖額の評価Uてないて市価主義を優

先さぜた点や，固定供用財の増価K関する解釈ならびに取扱い方法については，大槻教授

の所説と異左る立場から論証を試みた。

第 2部の要約

第 2部VCj;，~いては，農家経済簿の中でとらえられる農業経営の認識方法ならびK計算方

法Kついて吟味し，さらUてその言横結果がもっ意義や役割について考察した。まず第1章

Kないては農家経済と農業経営との関係，と<vc農家経済の中に占める農業能営の地位と

役割Vてついて考察し，第 2 主義VCj;，~いては農家経済から農業腔営をひき出して独立D魁織体と

して扱った場合の小農経済的経営の認識と計算上の問題点について考察した。そして第5

章にないては農業経営の分析K際して有用だと思われるかもな成果指標の意義と役割につ

いて検討を加えた。

第1章では，農家の経済的しくみを図解Kよって考察し念がら，農家経済の中K占める

農業経営の地位と役割を明らかKしたが，とくに強調した点は，農業控営が農家にとって

重要な所得獲得の手段ではあるが決して唯一の手段ではI.l:いことである。すI.l:わち家族労

働や自己資金は農外所得獲得のためKも利用できるし，また家事行為や直接的念消費その

ものにも向けるζ とができるものであり，したがってそれらの利用機会は，家族の欲求充

足極大を目的とした労働や資金の利用にないて農業能営との聞に代替関係を示すものであ
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り，農業所得の篠大治2必ずしも家族の欲求充足極大を意味するものでは念い点である。

また農業所得の算出K関しては，それが農家所得の分割概念であることの認識に立ち，

農家経済決算との関速にないて農業分の分離方法を検討したが，ことに負債利子と租税公

課の取扱いに関して理論的K追求した。すなわち負債利子Uてついては，それが農業所得的

失費から徐外される理由と現実Kかける妥当性を，租税公課Kついては，それが性質の異

なるこつの範憶に分けられ課税農業所得を求める場合Kその一種が農外所得的失費として

扱わるべきことを論証した。

第2章ではまず農業官営を農家経済む中からひき出して独立の組織体として扱う場合の

認識のし方，念らびKその重要性と役割の限界について考察した。そしてつぎKわが国の

現実に即して最も重要だと思われる小農経済的経営概念をとりあげ，その控営体念らびに

控営目標K関する認識と計算上の問題点Kついて考察した。

まずその成果目標としての小農経済的純収益Kついては，第1章で述べた農業所得との

関連を通して考察したが，両者が概念上明らかに区別さるべきものであり，またその大き

さVてないても必ずしも一致し左い理由を明らかKし，農林省各種統計表Kみられる用語の

不統一念混用を指摘した。

つぎに小農経済的経営の経営体については，本来泉源体としてとらえるべき家族農業労

働力が，技術的Kも経糊句にもかな Ttrc流動的左わが国の現状Kないては，投下労働量と

して把握されざるを得ず，したがってその経営体はs(時間)単位で表わされる用役量の

泉源体として認識されざるを得ないζとを述べた。また農業用資金を明確に分離し難いわ

が国農家の現伏trc;j;~いては，結営体資本を農用地衣らびに農用資本財という具体的設内容

K即して計測せざるを得ないこと，ことに流動財資本K関しては厳密な言槻日が困難念ため

K固定員オに準じた便法を講ぜざるを得念いこと，しかも"i.i:;j;~腔営体資本はそれら具体財に

よって体現される泉源体として認識されねばならないととを理論的，具体的に考察し九

そして小農経済的結営費の計算に沿いては，とくに負債利子と租税公課の問題を再びと

りあげ，それらが農業所得的失費の計算U司、ける場合と同様K取扱われるととの妥当性K

ついて検討した。

な辛子小農経済的結営概念が，その腔営体K小作地を含めて考えられる場合trc，経営の診

断・設計K際して一層有用性を増し，分析結果の経営問比較Kないて客観性を加えるであ

ろうととを考察し，その理由と言樽手続きを示してかLる認識方法の提案を試みた。

第3章では， e討式農家経済簿の記録結果K基づく農業控営の分析K沿いて有用だと思
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われるなも念成果指標をとりあげて，それらの計算方法や意義，役割について考察した。

とLでとりあげた指標は，小農経済的純収益をはじめ，農業資本純収益，農業資本利回

り，家族農業労働力純収益，家族農業労働報酬，農業専従者報酬，農企業利潤~どであゐ

それらの多くはとれまでか~り一般的に用いられてきているし，その計算手続きについて

も明らかにされているが，それら指標のもつ意義や役割Kついては必ずしも明確Kされて

い左い。本章ではζ とK計算手続き VC:j;~ける評価約束や吉宗態的あるいは動態的考察にお吋

るそれら搬の意義・役割を重視し左がら詳細念検討を加えた積りである。

すなわち小農経済的純収益については，それがわが国小農経営の最終的友成果を表わす

比較指標として重視されるためにつぎの二つの前提を必要とするとと，す念わち @そ

の腔営が独立の組織体として認識されるとと ② その経営体の大きさが不変のものとし

て扱われること，そしてその場合と <VC家族農業労働力の不変とは年間労働用役量の不変

を意味するものであるととを指摘した。

また農業資本4喝灰益や家族農業労働力純収益については，それらが一定の評価約束を前

提とした控除法K基づ〈要素収益であるとと，したがってまたそれらから導かれる農業資

本利回りや家族農業労働報酬なども，それらの評価約束を前提とした効率の比較指標K過

ぎ左いととを指摘し，農業経営分析Kなけるそれら成果指標の意義と役割Kついて考察し

た。

そして小農経済的純収益が，控営体を一定とする静態的念考察になける最終的念成果指

標としては妥当しても，経営体の嘘動を伴う動態的念考察にないてはもはや成果の比較指

標としての意味を失い，それに代るべきものとしては，農業専従者報酬のよう念概念が成

果指標として導入さるべき ζと援唱し，その理由と言横手続きKついて述べた。

第 3部の要約

第 5部にないては，自計式農家経済簿に基づく音聞官増がどのよう~前提と手続きのも

とK行をわれるものであるかを考察した。そして第 1章κないて計算対象としての部門の

認識方法，第2章に沿いて部門資本の計測方法，第5章K訟いて収益計算上の問題点とい

うふうに，部門計算の主要左問題だけに限定してできるだけ詳細友検討を加えた。

第1章では，農家経済簿K基づく部門言構Kないて，生産部門がどのようえtものとして
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認識されるものであるかを，つぎの三つの視点す左わち ① 生産対象の種類， ③ 生

産行程の範囲，@計算の単位期間という視点から検討し，分析目的Kよって異左る認識

方法がそれぞれ如何念る根拠Kより，如何左る制約をもつものであるかを考察した。

まず生産対象の種類による部門の分類tてないては，とくにその言構自的と帳簿の記録様

式と訪朝案されねば念らず，計算目的K対して必要念程度K拾いて，またその帳簿の記録

様式によって可能念程度K沿いて分類基準語2判断さるべきととを述べた。つぎK生産行程

の範囲については，と or主要部門と補助部門との関係を問題Kし，それぞれを分離した

場合と一括した場合の計算手続き上なら別こ計算結果利用上の得失を考察し，両者の利点を

活かす光猷戦合化の方法を提案した。また部門計算の単位期間十てついては，これを現実の

生産期間としてとらえる対象計算と永続的君主部門控営の一年度としてとらえる年度計算と

の対比にないて考察しおそして部門計算が農業経営分析の手段として行宏われ，農業経

営言構が一年度の期間計算として行念われる以上，部門言慣もまたそれと期聞をーにする

年度言構として行宏われることK一層積極的念意義があるととを主張しb

生産部門をどのよう念ものとしてとらえるかは，部門資本の計測や部門収益の計算Vてな

いても，また計算結果の利用K際しても重要左前提を左すものである。それだけにまたそ

のよう左前提は，分析目的に対する意味と記帳結果の利用とを十分考慮した上で定められ

ねば念らなν、。また部門計算は農業経営から生産部門をとり出して独立の経営の如(V'r想

定した擬制計算であl?，したがって部門分析の結果を現実K適用する場合には，それら部

門聞の関連を十分考慮しながら，それぞれの部門が控営全体の成果に対してどのような役

割をもつものであるかを判断することがきわめて重要である。本主主では以上の諸点をとく

に強調した。

第2章では，生産部門を独立の艦営の如(V'r取扱った場合の部門投下資本の計測Kつい

て理論的K考察しながら，自計式農家経済簿に基づいて可能な実用的念計測方法を提案し

た。そしてこの場合の資本計測方法は，第2部で述べた農業投下資本計測の場合の簡便法

とは呉念l?，部門分析や生産費計算Kも耐え得る程度の厳密さを加えながら，しかも自計

式農家経済簿の記帳結果K基づいて可能な実用的念方法として提案されたものである。資

本の性質Kよりこれを固定財資本，流動財資本，労賃資本の5穫に大別して考察した。

まず部門固定財資本について前述の筒使法と異なる点は，部門K用いられた固定財の年

度始価額をもって直ちK部門資本額とみ念す方法をとらず aそれらの年間保有期間と部門

使用率を考慮、K入れた点である。すなわち「年度始価額もしくは年度内調達価額JV'r対し
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て「年間保有率Jと「部門使用率Jを乗じて通年報算の部門固定財資本額計↑算するとい

う方法をとった。友訟との場合の年間保有率が，その財K対する部門の利用期間ではなく

経営の年間保有期間K基づいて計算さるべきとと，また土地K関する部門使用率を部門純

収益の按分基準によって求める ζと左どをもあわせて提案した。

つぎに流動財資本については，これを小家畜資本，小機具資本，その他流動財資本の3

種K分類してそれぞれの吉博様式を示し，それらの言横手続きとその理論的根拠を明らか

Kした。と<vc rその他流動財資本Jvcついては，それら物財の年間固定期間を重視し，

年間物財費K年間固定率を乗ずる言博方法を提案した。そして ζのようKして求められる

流動財資本額は，それぞれの年度始在高でもって代表される資本額や，年間物財費の1/2

額でもって表わされる資本額K比べてはるかに精密度が高<，その理論的根拠も明確であ

る。しかもその計算が，自計式農家経済簿の記帳結果に基づいて十分可能念程度に簡単で

もあるためVC，このよう念計測方法は実用的にも大き左意味をもつものと考えられる。

なな部門労賃資本については，とれを雇用労賃資本と家族労賃資本とK分け， rその他

流動財資本Jの場合と同様，部門の年間雇用労賃額あるいは家族労賃見積額にそれぞれの

年間固定率を乗じて言f算する方法を提案した。とくに注意すべき点としては，それらの労

賃資本が分析目的によって部門資本K含まれる場合とそれから除外される場合とがあると

とを指摘し，その判断基準Kついても述べた。

第3章では，白討式農家経済簿む記帳結果に基づく年度計算としての部門収益言構K関

し，計算手続き上の訟もf.c約束を吟味するとともKそれらの理論的根拠を明らかにした@

左なζLでは自計式農家経済簿の拡張計算に示される部門粗収益計算，部門腔営費言構，

部門成果計算の様式を中心に考察を進めた。

まず部門粒収益計算Kないては，能営内部仕向Kなける無市価物の評価を問題として費

用価評価法と成分価評価法の得失を論じた。つぎK年度言樟になける部門粗収益と対象計

算『てなける部門粗収益との関係を吟味し，両者の基本的f.c相違が計算期閣のと夕方にあり，

計算結果の相違も全くそれK起因するものであるζとを指摘した。また部門計算カ濃業経

営分析の手段として行なわれる以上年度計算が優先すべきであり，その場合の粗収益をそ

の年度K費消した部門の控営費ならびに内給用役費K対応して求めるととも十分K可能で

あるととを論証した。

つぎK部門経営費Kついては，部門組収益の場合に比べてはるかK複雑な計算上の手続

きを自言十式農家経済簿との関連Kかいて考察した。とくに部門小機具費の計算方法Kつい
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ては，その年度の部門使用Kよる価値減耗額をできるだけ正確K反映できる独自左計算方

法を提案した。またこの部門経営費が，部門の範囲をどうとらえるかKよって著し〈左右

されるととを，第2章の部門投下資本と関係させて考察した。

最後の部門成果計算にかいては，成果指標として部門純収益，部門家族労働報酬，部門

資本利回!J，部門企業利潤，主産物生産費をとりあげ，それらの計算ならびK解釈上の問

題点K関して検討を加えた。とくK部門締奴主主については，部門所得との関係を吟味し，

ま?と部門粗収益，部門経営費がそれぞれ農業粗収益，農業経営費の内訳を意味し~いの\'L，

その差引額としての部門純収益が農業純収益の分割額を示す理由とその意義Kついて考察

した。友好主産物生産費Kついては，その言静過程K辛子ける副産物の取扱いに関してこつ

の方法を示したし，他の効率指標tてついても，それらの指標が経営分析上どのよう念意味

をもち，いか左る前提のもとK解釈さるべきものかKついて検討を加えた。
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私が農業簿記~関心をもち始めたのは，今からなよそ20 年前，戦争から解放されて復

学し，再び学問に熱意をもちかけた頃からである。もとより当時は履修科目として興味を

もった程度であり，儒己K関する知識を習得するのが精一杯であったし，研究者としての

道を歩むようK念ってからも暫くの間は，当時専攻していた農業能営学研究の手段として

副次的に農業簿記の研究を行左う程度でしか念かった。したがって私が農業簿記K本格的

Kとりくむように左ったのは，約 10年前，現在の農業簿記研究施設に勤務を命ぜられて

からであり，その後の私の研究生活の大半は農業簿記K向けられてきたと云ってもよい。

との間，農業簿記の理論的，実用的両側面K関して私の研究を育て導いて下さったのは，

大槻正男教授 C現在京都大学名誉教授)であり，教授は私の簿記研究に関する文字通りの

恩師であったし，私の簿記研究は，教授の簿記理論の習得であると同時κそれに対する挑

戦であったとも云える。教授。精敏友簿記理論を完全にマスターするととだけでも，私K

とってはか友りの努力を必要としたが，その墜を乗越えて新知見を生み出してゆくことは

さらK険しい困難友道であった。しかし過去 10年の研究の歩みは，私のそうした努力K

対して些か左りともその道を開いてくれたし，教授の残された業績を補足し，さらにそれ

を乗越える意味で積重ねてきた努力の累積が， ζの論文の内容を念すものである。したが

って私はこの論文の執筆を終るに当ってまず，大槻教授の残された偉大友業績と，私の研

究に対する教授の寛容なしかも厳しい御指導とK対して心から感謝し友ければならない。

また私はこの論文Kないて，農家経済簿K基づく経営分析の問題にか走りの重点をない

たが，との分野にないては大槻教援によって十分究明され念かった多〈の問題を見出すこ

とができた。それらの問題に関する私の研究成果は，私の属する研究施設が永年行走って

きた記帳農家の分析を通して生れたものである。そしてとの調査研究計固ま，思師桑原正

信教授(研究施設長)の御指導のもとに行なわれたものであり， ζの問題K関する私の研

究成果は，教授の絶えざる御指導と泡かい衡理解のもと!に実ったものである。同時Kζの

調査研究計画の遂行に当って絶えず御協力を頂いた研究施設職員各位K対しても，心から

感謝し念ければ念ら念い。念かこの論文の作成過程にむいては，桑原教授をはじめ，神崎

博愛教授，貝原基介教授，中嶋千尋教授から色々と櫛指導を受け，郵助言を賜わった，

記して厚く感謝の意を表する次第である。
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